
1．COVID-19 の出現

　2020年は，我が国にとってはオリンピックイ
ヤーとなるはずで，心弾む気持ちで 2020 年の
元日を迎えた人も多かったと思う．訪日外国人
数は2018年には年間3,000万人を突破し，東京
オリンピック・パラリンピック競技大会（以下，
東京2020大会）をきっかけに4,000万人に到達
することも予想されていた1）．
　しかし，この年末年始，中国湖北省武漢市で
原因不明の肺炎が多発し，この流行の発端とさ
れた同市の生鮮市場が閉鎖されたのがまさに
2020 年 1 月 1 日であった2）．そのとき，この疾
患―新型コロナウイルス感染症（coronavirus 
disease 2019：COVID-19）―がまもなくパンデ
ミックとなって全世界を覆いつくすことになろ
うとは，誰が予想したであろうか．

2．近年の新興呼吸器感染症

　20世紀後半，世界で新興・再興感染症に対す
る関心が高まった．特に 1997 年，香港で報告

された鳥のインフルエンザウイルスA（H5N1）
のヒト感染は，社会に大きなインパクトを与え
た3）．本ウイルスが変異によりパンデミックを
引き起こす可能性が指摘されたこともあり，
WHO（World Health Organization）は各国にパ
ンデミック準備計画の策定を促し4），我が国で
も準備が進められた5）．2009 年には，実際にA

（H1N1）pdm09のパンデミックを経験した．我
が国では，2012年に新型インフルエンザ等対策
特別措置法が制定され，行動計画も改訂を重ね
てきた6）．鳥インフルエンザや新型インフルエ
ンザ対策は，徐々にではあるが，着実に進めら
れてきていたと言える．
　一方，インフルエンザ以外で近年人類に脅威
をもたらしたのがコロナウイルスである．コロ
ナウイルスは，それまで普通感冒（かぜ）の病
原体として知られていたが，2003 年にはSARS-
CoV（severe acute respiratory syndrome corona-
virus）による重症急性呼吸器症候群（SARS）が
発生した7）．本疾患は，主に中国や台湾，ベト
ナム等の東南アジアに被害をもたらした．次い
で2012年には，アラビア半島でMERS-CoV（Mid-
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dle East respiratory syndrome CoV）による中東
呼吸器症候群（MERS）が出現し，サウジアラビ
アを中心に患者が発生した8）．同地域からの帰
国者に端を発するアウトブレイクが韓国でも発
生した9）．SARS，MERSと，ヒトに重症呼吸器感
染症を起こす新型コロナウイルスが 2 つ続けて
出現したが，なぜか 3 つ目の重症コロナウイル
ス感染症が出現する可能性については議論が不
十分なままであった．

3．ハンディキャップを背負ったスタート

　未知の新興感染症への準備という点で，本特
集号の座談会で尾身茂氏が指摘しているとお
り，我が国はハンディキャップを背負ってのス
タートであった．中国・東南アジア諸国は，
SARSや鳥インフルエンザで大きな被害を受け
ている．韓国も 2015 年にMERSのアウトブレイ
クを経験している．我が国は，幸いこれらの疾
患を 1 例も経験しなかったが，そのことが新興
感染症対策における油断につながった可能性は
否定できない．
　また，我が国では，早い段階からチャーター
便（1 月 末 ） や ク ル ー ズ 船（2 月 ） を 介 し て
COVID-19と対峙することになり，たちまち首都
圏の感染症指定医療機関等の医療体制が逼迫す
るという経験をした．同時に，PCR（polymerase 
chain reaction）検査のキャパシティや保健所の
人員の著しい不足が炙り出された．まさに我が
国 のCOVID-19 対 策 は マ イ ナ ス か ら の 出 発 で
あったと言える．

4．我が国のCOVID-19 対策

　ハンディキャップを背負ってのスタートでは
あったが，我が国では，専門家助言組織の参画
のもと，政府主導でパンデミック対策が始まっ
た．そこには新しい取り組みが多数含まれてい
た．実効再生産数を見ながらのリアルタイムで

の流行分析や，数理モデルに基づいた流行予測
が行われ，人と人との接触の制限の提案がなさ
れた．実地疫学や公衆衛生の専門家が流行の現
場に入り，感染経路を分析しながらの地道な感
染制御が進められた．クラスターの分析から“3
つの密”対策が提案された10，11）．このような日
本社会全体を巻き込んだ，科学的且つ大規模な
感染制御は，我が国では初めての試みであった
のではないだろうか．
　国を挙げて賛否両論の沸き起こった，さまざ
まな対策ではあったが，多くの国民の努力の結
果，我が国では，いわゆる厳格なロックダウン
等の措置を行うことなく，第 1 波の“オーバー
シュート”をなんとか回避することができた．

5．COVID-19 のもたらしたもの

　しかし，強力な感染対策は，社会に多くの負
の影響ももたらした．国際的には，自国第一主
義や反グローバル主義が力を得，差別や社会の
分断が顕在化したとも言われる．我が国でも国
際交流はほぼストップし，訪日外国人数は前年
比マイナス 99％以上となり1），社会経済活動は
大きく停滞した．東京 2020 大会は延期され，
教育，スポーツならびに文化活動も制限を受
け，倒産や失業も増えた．しかし，一方では，
トレードオフの関係にあると思われた感染制御
と社会活動とを両立させる“新しい行動様式”
の提案や，テレワーク，社会のデジタル化なら
び に ビ ッ グ デ ー タ の 感 染 対 策 へ の 応 用 等，
COVID-19 流行の長期化を前提とした積極的且
つ前向きの対策も進められている．既存の薬の
なかから有効性のあるものを探索する試みやワ
クチン開発は，世界中で恐るべきスピードで進
められている．

6．COVID-19 と共にある内科診療

　患者がわざわざ医療機関を受診しなくても済
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むリモート診療や，サーベイランスシステムの
デジタル化は，今後急速に進む可能性がある．
我々内科医は，この社会の流れに積極的に関わ
り，良い意味で受け入れていく必要があろう．
今また毎日の新規患者数はゆっくり増加してい
るように見えるが，まもなく季節性インフルエ
ンザの流行シーズンを迎える．COVID-19とイン
フルエンザの同時流行についても想定して準備
する必要がある．

本特集によせて

　1918年のインフルエンザパンデミック，いわ
ゆる“スペイン風邪”の教訓が，100 年以上を
経 た 現 在 で も 引 用 さ れ る よ う に，2020 年 の
COVID-19 パンデミックは 100 年後にも語られ

るであろう．2020年は，世界中で電子媒体，紙
媒体等合わせて膨大な数のCOVID-19 に関する
情報が発出された．日本内科学会雑誌も流行初
期の段階で知見を掲載した12）が，この 1 年間の
知見を改めてまとめておく必要があると考え，
本特集を企画した．
　この 1 年，我が国のCOVID-19 対策の先頭に
立ってこられた先生方にご執筆をお願いしたの
で，2020 年時点でのCOVID-19 の知見を概観す
るのに大変有用であると確信している．これま
での我が国の対策の歩みを振り返り，次の対策
の参考としていただければ望外のことである．
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はじめに

　2019年末に中国湖北省武漢市において，重篤
な非定型肺炎を発症した患者の集団発生が報告
され，本肺炎がこれまで知られていなかった新
型コロナウイルス（重症急性呼吸器症候群コロ
ナウイルス2（severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2：SARS-CoV-2））の感染によって起
こることが明らかにされた．COVID-19（corona-
virus disease 2019）と名付けられた本感染症の
流行は，2020年2月以降，中国以外の国々にも
急速に拡大し，3 月上旬には世界規模の流行に
発展したことから，世界保健機関（World Health 

Organization：WHO） は，3 月 11 日 に 2009 年
の新型インフルエンザ以来となるパンデミック
を宣言した．本稿では，COVID-19のモデル動物
を用いて得られた最近の研究成果について紹介
する．

1．SARS-CoV-2 の分類・増殖

　SARS-CoV-2は，コロナウイルス科のコロナウ
イルス亜科βコロナウイルス属に属す．このウ
イルス属には，2003年に中国で出現した重症急
性呼吸器症候群コロナウイルス（SARS-CoV-1），
2012 年に中東地域で出現した中東呼吸器症候

新型コロナウイルス 
（SARS-CoV-2）の 
感染モデル動物と病原性
	 要　旨

今井 正樹
河岡 義裕

　新型コロナウイルス（SARS-CoV-2（severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2））感染症（coronavirus disease 2019：COVID-19）
に対する効果的な治療法や予防法を開発するには，ヒトの症状を再現でき
るモデル動物が必要である．SARS-CoV-2をハムスターに感染させたと
ころ，同動物は重い肺炎症状を呈する等，ヒトに類似した病態を示すこと
がわかった．扱いやすく飼育コストの低い小型げっ歯類をCOVID-19の動
物モデルとして利用することにより，本感染症の病態解明と，それに対す
る薬剤とワクチンの開発が進展することが期待される．
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群（Middle East respiratory syndrome：MERS）
コロナウイルス，風邪症候群の原因ウイルスで
ある2種のヒトコロナウイルス（OC43，HKU1）
が含まれる．SARS-CoV-2は，これらウイルスの
なかでSARS-CoV-1 と遺伝的に最も近い1）．
　SARS-CoV-2は，おおよそ30キロベース（kb）
のプラス鎖一本鎖RNA（ribonucleic acid）をゲ
ノムとして有するエンベロープウイルスであ
る．その粒子の直径はおおよそ 80～125 nmで
球状を呈し，その表面にはスパイク（S）タンパ
ク質が配列している．ネガティブ染色したコロ
ナウイルスを電子顕微鏡で観察すると（図 1），
そのSタンパク質の形態が王冠に似ていること
から，ラテン語で王冠を意味する“corona”と
いう名前が付けられた．
　コロナウイルスは，宿主細胞表面のレセプ
タ ー 分 子 に 結 合 し て 感 染 を 開 始 す る．SARS-
CoV-2 は，SARS-CoV-1 と同様にヒトのアンジオ
テンシン変換酵素2（human angiotensin-convert-
ing enzyme 2：hACE2）をレセプターとして利
用する2，3）．コロナウイルスはレセプターに結合

した後，ウイルスエンベロープと細胞膜との膜
融合により侵入，あるいは細胞のエンドサイ
トーシスによってエンドソーム内に運ばれたウ
イルスはエンドソーム膜と融合することでウイ
ルスゲノムを細胞質に放出する．ウイルスゲノ
ムの複製とタンパク質合成は細胞質で行われ，
ウイルス粒子は小胞体とゴルジ体の間に存在す
る小胞体－ゴルジ体中間区画（ER（endoplasmic 
reticulum）-Golgi intermediate compartment）と
呼ばれるオルガネラで形成され， 出芽する4） 

（図 2）．

2．SARS-CoV-2 の感染モデル動物

　COVID-19の病態を理解し，それに対する効果
的な治療法や予防法を確立するには，ヒトの症
状を再現できるモデル動物が不可欠である．ハ
ムスターは，SARS-CoV-1感染に対して感受性を
示すことが先行研究で明らかにされている5，6）．

図1　新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）
粒子のネガティブ染色像

SARS-CoV-2粒子の表面には，コロナウイ
ルスに特徴的な冠状のスパイク（S）タン
パク質が多数観察される（撮影：今井正
樹，東京大学博士課程4年・氏江美智子）．

図 2　新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染 
Vero/TMPRSS2 細胞

コロナウイルスは，細胞の小胞体－ゴルジ体中間区
画（ER-Golgi intermediate compartment：ERGIC）と
呼ばれる細胞小器官の膜から出芽する．透過型電子
顕微鏡を用いて，SARS-CoV-2 感染後 2 日目のVero/
TMPRSS2細胞（国立感染症研究所より分与された）を
観察した．小胞膜から出芽するウイルス粒子（矢印）
と小胞内に集積したウイルス粒子が認められた（撮
影：今井正樹，東京大学博士課程4年・氏江美智子）．

特集　COVID-19

2261日本内科学会雑誌 109 巻 11 号



そ こ で， 著 者 ら は， 患 者 か ら 分 離 し たSARS-
CoV-2 をハムスターの鼻腔内に接種し，本ウイ
ルスがハムスターの呼吸器で増殖して肺炎等の
呼 吸 器 症 状 を 引 き 起 こ す の か ど う か を 調 べ
た7）．SARS-CoV-2 感染動物と非感染動物（対照
群）の体重を 2 週間測定したところ，対照群で
は体重が増加したのに対して，感染群では体重
減少が認められた（図 3）．また，本ウイルス
は，肺や鼻腔等の呼吸器でよく増殖することも
わかった．さらに，CT（computed tomography）

を用いて，感染動物の肺を解析したところ，
COVID-19 患者肺でみられたのと同様の病変が
観察された．このように，SARS-CoV-2に感染し
たハムスターは，COVID-19患者の肺炎に類似し
た病像を呈することが明らかになった．
　著者らは，さらに，SARS-CoV-2感染症から回
復したハムスターが，その後の再感染に対して
抵抗性を示すのかどうかを調べた．初感染から
回復したハムスターに同ウイルスを再感染させ
た後（初感染後 20 日目），呼吸器におけるウイ
ルス量を測定した．その結果，再感染させた群
の呼吸器からはウイルスは全く検出されなかっ
たのに対して，対照として用いた初感染の群（対
照群）の呼吸器からは高濃度のウイルスが検出
された（図 4）．このことは，感染によってウイ
ルスに対する抗体が体内で産生されれば，ウイ
ルスが体内に入ってきても感染あるいは発症し
ないことを示している．すなわち，ワクチン接
種により，感染時と同様の免疫応答を誘導する
ことができれば，ウイルスの増殖及び発症を抑
制する可能性が高いことが明らかになった．
　SARS-CoV-2 感染症から回復した動物の血清
投与が治療法として有効なのかどうかを調べ
た．回復期に採取した血清を感染後 1 日目ある
いは 2 日目のハムスターに投与したところ，肺

図 3　ハ ム ス タ ー に 対 す る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
（SARS-CoV-2）の病原性（文献7より改変）

SARS-CoV-2 をハムスターの鼻腔内に接種した．その
後，非感染動物（対照群）と感染動物の体重を毎日測
定した．対照群（n＝4）では体重が増加したが，感染
群（n＝4）では体重減少が認められた．
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図 4　新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染症から回復した 
ハムスターの再感染（文献7より作成）

初感染から回復したハムスターの鼻腔内にSARS-CoV-2を再び接種した．再
感染後 4 日目の呼吸器におけるウイルス量を測定したところ，再感染させ
たハムスターの呼吸器からはウイルスは全く検出されなかった．初感染後
産生されたウイルスに対する抗体を有するハムスターは，再感染しないこ
とがわかった．

初感染

回復 感染しない

再感染

ウイルスに対する抗体新型コロナウイルス
（SARS-CoV-2）
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におけるウイルス増殖が顕著に抑制されること
がわかった（図 5）．このことは，回復期血清

（あるいは血漿）に含まれるウイルスに対する
抗体が患者の治療に有効であることを示唆して
いる．

おわりに

　COVID-19 の感染モデル動物として，ハムス
ターが有用であることが示された．一方，ヒト
のACE2 を発現するトランスジェニックマウス
もSARS-CoV-2 感染に対して高い感受性を示す
ことが明らかにされた8，9）．扱いやすく飼育コス
トの低いこれら小型げっ歯類をCOVID-19 の動
物モデルとして活用することで，本感染症の病
態解明と，それに対する薬剤とワクチンの開発
が大きく進展することが期待される．

著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容
に関連して特に申告なし

図 5　新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）
感染に対する回復期血清の効果

（文献7より改変）
SARS-CoV-2 をハムスターの鼻腔内に接種
した．感染後1日目あるいは2日目に回復期
血清を投与して，感染後4日目の肺における
ウイルス量を測定した．対照として，非感
染動物から採取した血清を投与した．回復
期血清投与群（n＝3）の肺で検出されたウ
イルス量は，対照血清投与群（n＝3）と比
較して少なかった．
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はじめに

　本稿では，2019年末に中国において（と考え
られている）新たに発生した新型コロナウイル
ス 感 染 症（coronavirus disease 2019：COVID-
19）に関して，主に国内でどのような出来事が
生じてきたか，時系列的に記した．あくまで著
者のメモに残されているものからの抜き書きで
あり，全てを網羅しているわけではないこと，
また，引用先を明記しているわけではないこと

（そのほとんどはホームページ等で検索可能）
等をご了解いただきたい．

1．事の発端：2019 年 12 月末～2020 年 1 月

　著者が初めて「中国湖北省武漢市での原因
不 明 肺 炎 の 発 生 」 の 報 に 接 し た の は， 著 者
が ネ ッ ト 情 報 と し て よ く み て い るProMED

（ ＜promed@promedmail.org＞Date：2019年12
月31日（火）14：02　Subject：PRO/AH/EDR＞
Undiagnosed pneumonia - China（HU），RFI）で
あり，中国英字紙が武漢市衛生当局の発表を掲
載したものをProMEDが翻訳発表したもので，
2003 年 に 世 界 が 震 撼 し たSARS（severe acute 
respiratory syndrome）が2002年12月末あたり
から感染症の専門家たちをざわつかせていたこ
とを彷彿させるものであった．
　日本のメディア数社も，この情報をネット

これまでの出来事の総括
（chronology）
	 要　旨

岡部 信彦
　2019年末，中国武漢市から報告された原因不明肺炎は，新たなコロナ
ウイルスが原因であることが判明したが，世界各地に拡大，2020年1月
30日，WHO（World Health Organization）は「国際的に懸念される公
衆衛生上の緊急事態」を，3月11日には「パンデミック」の宣言をした．
国内では，3月下旬から4月上旬にかけて感染者数が急増したが，5～6月
には一旦減少，7～8月には5～6月を上回る感染者数となったが，9月中
旬現在，減少傾向にある．本稿では，新たに発生した新型コロナウイルス
感染症に関して，主に国内でどのような出来事が生じてきたか，時系列的
に記した．

〔日内会誌　109：2264～2269，2020〕

Key words 新型コロナウイルス感染症（COVID-19），緊急事態宣言

川崎市健康安全研究所
COVID-19. Topics：II. Summary and chronology of COVID-19 in Japan.
Nobuhiko Okabe：Kawasaki City Institute for Public Health, Japan.
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ニュース等で取り上げていたが，世の中は落ち
着いて正月を迎えていた．著者は，この情報を
川崎市内関係者で共有し，注意を喚起していた．
　2020年1月6日，厚生労働省健康局結核感染
症課は，各都道府県・保健所設置市・特別区衛
生主管部（局）ならびに日本医師会に対して「中
華人民共和国湖北省武漢市における非定型肺炎
の集団発生に係る注意喚起について」とする事
務連絡を発している．
　WHO（World Health Organization）は，この
情報を在中国WHO事務所が把握し，1月1日に
中国に対して情報提供を求め，1月3日に中国か
ら武漢市のクラスターに関する情報提供があ
り，1月5日，国際保健規則（International Health 
Regulations：IHR）に基づいて世界にこの状況
を公表した．
　1月9日，WHOは，中国より原因ウイルスは
新たなコロナウイルスであるとの情報，1月11
日にはその全遺伝子配列の情報を受け，1月12
日に公表．1月13日には，タイで武漢旅行歴の
ある感染者を検知，中国外では第 1 例目となっ
た．我が国では，このウイルス遺伝子情報が公
開されたことによって，国立感染症研究所で
PCR（polymerase chain reaction）検査法につき
マニュアルを作成，全地方衛生研究所に配布後
の1月16日，神奈川県内で国内第 1 例目となる
武漢旅行歴のある感染者を発表した．1月19日
には韓国第 1 例目，1月21日には米国での第 1
例目が報告された．WHOは1月22日，1月30日
に緊急委員会会議を開催，中国国内において症
例数が増加し，また，他国でもヒト―ヒト感染が
確認されたことから，1月30日，新型コロナウ
イルスによる感染症のアウトブレイクが，国際
的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（Public 
Health Emergency of International Concern：
PHEIC）であると宣言された．
　1月28日，我が国では，新型コロナウイルス
について，感染症法に基づく「指定感染症」（二
類相当）及び検疫法に基づく「検疫感染症」に

指定し，1月28日公布，2月1日より実施とし
た．また，それに先立って1月30日，日本政府
は，新型コロナウイルス感染症対策本部を設置
した．

2．  国内くすぶり状態から増加への懸念：
2020 年 2 月～3 月中旬

　海外では，中国武漢では患者急増と医療崩壊
から1月23日に武漢市の封鎖を決定．北イタリ
ア，韓国，イラン，スペインならびにニューヨー
クを中心とした米国での患者急増に比して，日
本国内での感染者発生状況は，2月1日で 14～
15 例目，2月13日に国内初の死亡例，3月1日
で 約 250 例（ 死 亡 6 例 ），3月10日で 約 500 例

（死亡 24 例）とくすぶり状態から次第に微増傾
向となってきた．また，香港から日本に向かっ
た大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」
で感染者発生が確認され，2月3日に横浜港に停
泊して検疫が開始された．船内隔離，感染者の
国内医療機関への入院等が行われ，残念ながら
死亡者の発生等もあったが，本船に関連した国
内での二次感染の発生はなかった．一方，2月4
日～11日に開催されたさっぽろ雪まつりに関
連したクラスター発生，2月13日に明らかに
なった1月18日に行われた屋形船での新年会に
端を発したクラスター発生例（東京），和歌山県
内の医療機関での国内初の院内感染事例が確認
された．
　ダイヤモンド・プリンセス事例及びその後の
国内発生に備えるため，厚労省内に専門家会議
として「アドバイザリーボード」が設置され，
第1回が2月7日，第2回が2月10日に開催され
た．その後，アドバイザリーボードは，厚労省
から政府対策本部に移行する形で「新型コロナ
ウイルス感染症対策専門家会議」（以下，専門家
会議）となり，2月16日に第 1 回会議が行われ
た．同専門家会議は，2月24日会議において「こ
れから1～2週間が急速な拡大に進むか，収束で
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きるかの瀬戸際」との見解を発表した．また，
2月25日には，新型コロナウイルス感染の集団
発生の原因調査，拡大防止の提言のためのクラ
スター対策班が厚労省内に設置された．
　2月27日，安倍首相は全国小中学校の一斉休
校の要請を行い，2月28日，北海道 鈴木知事は

「北海道緊急事態宣言」を行い，週末の外出自粛
等を要請した．
　3月11日，WHOは，新型コロナウイルス感染
症（2月11日にCOVID-19（coronavirus disease 
2019）と命名．ウイルスについては，国際ウイ
ル ス 分 類 委 員 会 がSARS-CoV-2（severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2）と命名）に
ついて，パンデミック（世界的大流行）とみな
した．

3．  国内増加，緊急事態宣言から解除まで：
2020 年 3 月中旬～5 月下旬

　3月13日，新型インフルエンザ等対策特別措
置法が改正され，COVID-19対策は同法に基づい
て行われることになり，3月14日施行となった．
　関東首都圏・関西での感染者増加傾向から，
3月19日，大阪府 吉村知事の「週末の大阪神戸
往来自粛」，3月23日，東京都 小池知事による

「ロックダウンの可能性」，3月25日，「週末外出
自粛」等が行われた．3 月 20 日の連休前には一
時的な患者数の低下もみられたが，連休後に再
び感染者数は増加傾向に転じたため，医療機関
の逼迫（医療におけるオーバーシュート）の回
避等を目的として，4月7日，政府は7都府県を
対象に5月6日までの緊急事態宣言を発令し，4
月16日には，その対象を全都道府県に拡大した．
　なお，3月29日，タレントの志村けんさんが
新型コロナウイルス感染による重篤化から死亡
されたことは，多くの人々に衝撃を与え，本症
を身近なものとして捉える人が急増した．
　4月15日，官邸・厚労省は「3 密の回避」の
ポスターを発行，4月22日，専門家会議は，行

動の変容，人流の 8 割減，不要不急の外出自粛
ならびにテレワークの導入等を政府に提言，5
月1日には「新しい生活様式」例等を示している．
　緊急事態宣言前後より感染者数は下降傾向と
なったが，患者・感染者等を受け入れる医療状
況は依然厳しい状況が続いており，5 月の連休
の影響の評価も加える必要があることから，政
府は，5月6日が期限の緊急事態宣言を5月31日
まで延長することを5月4日に決定した．
　その後，新規感染者数は減少し，入院病床，
宿泊療養施設等にも余裕が出てきたため，5月
14日に39県での非常事態宣言の解除，5月25日
に全面的解除が行われた．また，この頃に，各
業種別の感染対策ガイドライン等も各業種に
よって発行されるようになった．
　なお，5月7日には，レムデシビルが治療薬と
して国内初の承認薬となっている．

4．  国内小康状態： 
2020 年 5 月下旬～6 月中旬

　国内の新規感染者数は全国的に少数で推移し
たが，アメリカ，ブラジルならびにロシア等の
国では感染者数が多くなっている．北米や欧州
については，4 月上旬をピークに緩やかに減少
しつつある一方で，ブラジル，チリ，メキシコ
ならびにペルー等の南米諸国，南アジア・中近
東，アフリカ等の新興国で感染拡大が続き，世
界全体としては感染拡大が続いている．

5．  国内再拡大から再び減少傾向へ： 
2020 年 6 月下旬～9 月中旬

　一旦落ち着いた状況から，7 月下旬，東京都
新宿区等，いわゆる夜の街における接待を伴う
飲食店でのクラスター発生が明らかとなり，ま
た恐らくはそこを起点として全国都市圏への拡
大傾向が7月から8月にかけて顕著となった．7
月2日には，東京都 小池知事が「感染拡大，要
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警戒」と説明している．
　7月3日に，これまでの専門家会議は廃止さ
れ，これまでは，主に医学系専門家による会議
体であったものが，経済系・社会学系・自治体
関係者等を加え，特措法に基づいた新型コロナ
ウイルス感染症対策分科会として設置された．
なお，2 月に厚労省内に専門家会議として設置
されていた「アドバイザリーボード」が復活し，
主に医学的事項について議論を行い，厚労省及
び分科会に意見・提言することになり，第 1 回
が7月3日に開催されている．
　7月15日には，東京都は警戒度を最高レベル
に引き上げた．別稿で記載があると思われる
が，新規感染者数は3～5月の状況を大きく上回
るものであるが，20～40歳代の若年者層を中心
としていることから重症者は少なく，致死率も
低下していること，早期発見・早期治療につな
がっていること，多くの人の理解と協力から大
きなクラスターとはなっていないこと等から，
4～5 月のような緊急事態宣言は行わないとさ

れた．感染の拡大は7月末～8月初頭をピークと
して，その後，微減から 9 月中旬現在，減少傾
向となっている．
　この間，7月21日にデキサメタゾンの治療薬
としての承認が行われた．ワクチンについて
は，国内開発が促されている一方，7月31日，
ファイザー社とmRNA（messenger RNA）ワクチ
ンを，8月7日，アストラゼネカ社とアデノウイ
ルスベクターワクチンを，開発製造に成功すれ
ばそれぞれ約 6,000 万人分の供給を得ることに
合意が行われたと発表されている．
　ところで，感染症の発生時には，優しい人の
気持ちが表に出る一方，残念でありまた悲しい
ことに，誹謗・差別・中傷・攻撃等も必ず現れ
てくる．8月25日，萩生田文部科学大臣は，児
童・生徒・学生，教職員・学校関係者，保護者・
地域の人々それぞれに対して，COVID-19に関す
る差別・偏見の防止に向けて，文部科学大臣
メッセージを発表している．
　また，9月11日に行われた分科会では，これ

図 1　Number of COVID-19 cases reported weekly by WHO region, and total deaths, 30 December to 6 
September 2020

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200907-weekly-epi-update-4.pdf?sfvrsn=f5f607ee_2
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までの大規模イベントに関する制限を，9 月 19
日から11月末までは，プロスポーツ等について
は収容人数の 50％まで観客が入れるよう緩和
すること，クラシックコンサートや観劇等観客
が静かに参加するもの等については満席とする
ことも可能とし，一方，ロックコンサートや格
闘技等声援が伴うイベントでは 5,000 人または
収容人数の半分までという制限を維持するとす
る政府提案に同意し，Go To Eatキャンペーンの
ポイント事業，Go To トラベルの東京発着につ
いて，感染状況をみながら，10 月 1 日から始め
ることも了承した．ただし，分科会では，感染
が再び急増した場合には事業の中断も検討する
よう，政府に提言している．
　なお，安倍総理大臣は体調の問題から8月28
日に退陣を表明（その後，9 月に辞任）したが，

その折に，政府対策本部として，1）感染症法
における運用の見直し，2）検査体制の拡充，
3）医療提供体制の確保，4）治療薬・ワクチン
の開発・確保，5）保健所体制の整備，6）感染
症危機管理体制の整備，7）国際的な人の往来
にかかる検査能力・体制の拡充等が取り組むべ
きこととして述べられている
　また，9月4日には，東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会における新型コロナウイル
ス感染症対策調整会議（内閣官房）が発足した．

おわりに

　2019 年末に中国において（と考えられてい
る）新たに発生したCOVID-19に関して，主に国
内でどのような出来事が生じてきたか，時系列

図 2　新型コロナウイルス感染症の国内発生動向
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000670659.pdf
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※1　都道府県から数日分まとめて国に報告された場合には，本来の報告日別に過去に遡って計上している．なお，重
複事例の有無等の数値の精査を行っている．
※2　5月10日まで報告がなかった東京都の症例については，確定日に報告があったものとして追加した．
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的に記した．
　図 1 は，2020年9月6日までのWHOの地域別
の累積COVID-19例，図 2は，同9月10日時点で
の国内でのCOVID-19（新規陽性患者）の報告日

別の流行曲線であり，これまでの発生動向の流
れを知る参考のために示した．
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はじめに

　新型コロナウイルス感染症（coronavirus dis-
ease 2019：COVID-19）は，2019年12月31日，
中国湖北省武漢市から原因不明の肺炎の集団感
染事例として世界保健機関（World Health Orga-
nization：WHO）へ報告された1）．中国における
症例数増加に加え，当時，日本を含む19カ国に
おいて症例が発生し，また，一部の国ではヒト―
ヒト感染が確認されていることを受け，2020年
1 月 30 日，WHOは，COVID-19 が国際保健規則

（International Health Regulations：IHR）におけ
る「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事
態 」（Public Health Emergency of International 
Concern：PHEIC）に該当すると宣言した2）．そ
の後，3 月 11 日，WHOは，COVID-19 をその感

染拡大状況や重症度から世界的な大流行（パン
デミック）とみなせると表明した3）．

1．日本国内の状況

　日本では，武漢市での原因不明の肺炎の集団
感染事例を受け，2020 年 1 月 6 日より，疑似症
サーベイランス（感染症法第14条第1項に規定
する厚生労働省令で定める疑似症）の枠組みの
なかで，武漢市に関連した肺炎の患者を探知す
ることとなった．また，同時期，厚生労働省か
ら地方自治体，検疫所ならびに医師会への注意
喚起が行われた．国内での発生が確認されてい
なかったこの時期，重症度や感染性を含めた本
症のインパクトは不明であった．このため，空
港等検疫所における水際対策の強化，国内で発

日本と世界における
新型コロナウイルス感染症の流行
	 要　旨

土橋 酉紀
砂川 富正

鈴木 基

　2020年1月上旬，新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 
2019：COVID-19）が国内で確認された．本稿では，2020年9月21日現
在，国内のCOVID-19の流行状況及びその疫学の概要，世界の流行状況の
概要を紹介する．国内では，これまで4月上旬と8月上旬をピークとする
流行が認められ，9月21日現在，減少/横ばい傾向である．一方，世界全
体では，週別報告数は増加しており，最多を記録する等，感染拡大傾向で
ある．
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症する患者を発見するため，前述の重症患者を
対象とした疑似症サーベイランスによる疑い例
の探知，急性呼吸器症状を有する者の集団発生
の探知，検査体制の構築，院内感染対策の強化
ならびに基本的な感染予防策の周知強化等の対
応の準備が進められた．また，2月1日，COVID-19
は感染症法上の指定感染症に指定された．

1）  4月上旬をピークとする流行：1月～5月（図1）

　1月15日，武漢市の滞在歴がある肺炎の患者
が，国内初の症例として神奈川県内にて探知さ
れた．COVID-19が指定感染症に指定される2月
1 日より以前に，疑似症サーベイランスの枠組
みで探知された確定症例は 12 例であり，12 例
中 9 例は武漢市への渡航歴または滞在歴があっ
たが，3 例は中国への渡航歴がなかったことか
ら，国内でのヒト―ヒト感染の可能性が高いと考
えられた4）．
　1月末から2月にかけては，武漢からのチャー
ター便での帰国者とクルーズ船（ダイヤモン
ド・プリンセス号）での乗客・乗務員から感染
者が報告された．3 月上旬は，海外での感染が
疑われる感染者の増加が認められ，3 月中旬か
らは，感染源不明の感染者が散発的に発生し
た．さらに，3 月下旬には，主に都市部におい
て集団発生が報告され，感染者数は急増し，4
月初旬をピークとした大きな流行となった．
　このような状況を受け，3月10日，COVID-19

が新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定
する新型インフルエンザ等とみなされることに
なった．3 月 28 日には「新型コロナウイルス感
染症対策の基本的対処方針」が発表され，この
なかでは，国民の生命を守るためには，感染者
数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を
維持することが重要であり，「3 つの密」（密閉
空間・密集場所・密接場面）を避けること，積
極的疫学調査等による集団感染事例（クラス
ター）の封じ込めが推進されることとなった．
その後，肺炎等の重篤な症例の発症頻度が相当
程度高く，国民の生命及び健康に著しく重大な
被害を与える恐れがあり，且つ感染経路が特定
できない症例が多数に上っていること，且つ急
速な増加が確認されており，医療提供体制も
ひっ迫してきていることから，4月7日には7都
府県（東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県，大
阪府，兵庫県ならびに福岡県）に対して，4 月
16日には全都道府県を対象に，緊急事態宣言が
発出された．国の対策と並行して，各地方自治
体は，その地域の状況に合わせたさまざまな対
策を実施した5）．
　4 月初旬をピークとした流行は，その後，減
少に転じ，5 月中旬に落ち着いた．5 月 14 日，
感染の状況，医療提供体制及び検査体制の構築
等の点が総合的に判断され，8 都道府県（北海
道，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，京都
府，大阪府ならびに兵庫県）を除く，39県にお

図 1　新型コロナウイルス検査陽性者数（9 月 20 日現在）（参照：厚生労働省による集計；各自治体公表数）
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html
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いて緊急事態宣言の解除が行われた．その後，
同様に，分析・評価が行われ，5 月 21 日に京都
府，大阪府ならびに兵庫県，5 月 25 日には全て
の都道府県で緊急事態宣言が解除となった．各
自治体は，発生状況を監視のもと，一定の移行
期間を設け，外出の自粛や施設の使用制限の要
請等を緩和しつつ，段階的に社会経済の活動レ
ベルを引き上げた5）．
　COVID-19 が指定感染症となった 2 月 1 日以
降，診断週第 22 週（5 月 31 日）までに感染症
発生動向調査（National Epidemiological Surveil-
lance of Infectious Diseases：NESID）へ 17,154
例（患者 15,236 例，無症状病原体保有者 1,886
例，感染症死亡者の死体32例）が届け出られた

（8月5日時点）．性別は，男性9,376例（54.7％），
女性 7,778 例（45.3％）であった．年齢中央値
は，49歳（範囲：0～104歳），20歳未満699例

（4.1％），20～50 歳代 10,772 例（62.8％），60
歳以上 5,683 例（33.1％）であった．20～50 歳
代が同程度に多く報告されているが，高齢者の
報告が多かったことがわかる（図 2）．主な症状

（ 重 複 あ り ） は， 届 出 時 点 で 発 熱 12,805 例
（74.6％），咳7,312例（42.6％），咳以外の急性

呼吸器症状1,514例（8.8％），重篤な肺炎1,178
例（6.9％）であった．

2）  8 月上旬をピークとする流行：6 月以降（図1）

　6月中旬から，再び報告数の増加が始まった．
この増加は，主に大都市及びその周辺自治体に
おける20～30歳代を中心としており，同様の増
加が，続いて地方都市でも始まることとなった．
　診断週第 23～31 週（6 月 1 日～8 月 2 日）で
は，NESIDへ12,447例（患者10,566例，無症状
病原体保有者 1,878 例，感染症死亡者の死体 3
例）が届け出られた（8 月 5 日時点）．性別は男
性 7,525 例（60.5％），女性 4,919 例（39.5％），
不明/その他3例であった．年齢中央値は，30歳

（範囲：0～105 歳），20 歳未満 756 例（6.1％），
20～50歳代10,552例（84.5％），60歳以上1,169
例（9.4％）であった．特に 20 歳代，30 歳代が
多く，5月までと比較すると，流行の中心であっ
た年代が大きく変化したことがわかる（図 2）．
主な症状（重複あり）は，届出時点で発熱8,592
例（69.0％），咳 4,206（33.8％），咳以外の急
性呼吸器症状875例（7.0％），重篤な肺炎50例

（0.4％）であった．5 月までと比較すると，届

図 2　報告月別新型コロナウイルス感染症届出数 
（年代別，2020 年 2 月 1 日～8 月 2 日，n＝29,601，感染症発生動向調査事業：8 月 5 日時点）
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出時点ではあるが，症状を呈する割合がやや低
下し，重篤な肺炎が大きく減少した．
　また，業種を，第 26 週（6 月 22 日～6 月 28
日）～第 31 週（7 月 27 日～8 月 2 日）に診断さ
れた患者及び感染症死亡者の死体について検討
したところ，第26週（432例）と第31週（3,119
例）を比較すると，「接待を伴う飲食業」（ホス
トクラブ，キャバクラ，スナックならびにバー
等）は 54 例（13％）から 110 例（4％）と，届
出数は増加したが，それぞれの診断週における

届出数に占める割合は減少した（図 3）．一方，
「その他の職業」（接待を伴う飲食業，風俗，飲
食業・接客業，医療・福祉関係を除く自営業，
会社員ならびに公務員等）は 128 例（30％）か
ら 1,081 例（35％）と，届出数・割合共に増加
した（図 3）．この頃には，報告数が再度増加し
始めた 6 月中旬と比べると，次第にさまざまな
業種に広がってきたと考えられた．

図 3　診断週別・業種別新型コロナウイルス感染症届出数（無症状病原体保有者を除く， 
2020 年第 26 週～第 31 週，n＝9,921，感染症発生動向調査事業：8 月 5 日時点）

（引用：IDWR 2020 年第 31・32 合併号＜注目すべき感染症＞国内における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況（第 31
週現在））
＊1ホストクラブ，キャバクラ，スナック，バー等
＊2不特定多数の人と接する機会のある店員，営業職等（「接待を伴う飲食業」「風俗」に分類されるものを除く）
＊3「接待を伴う飲食業」，「風俗」，「飲食業・接客業」及び「医療・福祉関係」に分類されない自営業・会社
員・公務員等

＊4未就学児を含む
※業種の分類は，発生届の当該者職業（自由記載）欄に基づく．
※発症から報告に時間を要することから，直近の発症はグラフに反映されにくいため，解釈には注意が必要である．
※HER-SYS導入以降，過小評価になっている．
HER-SYS：HealthCenterReal-timeinformation-sharingSystemonCOVID-19，新型コロナウイルス感染者等情
報把握・管理支援システム
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2．世界の状況6）

　9月21日現在，WHOの分類する6地域全てに
おいてCOVID-19患者が確認されており，感染者
数（死亡者数）は世界で30,675,675例（954,417
例）であった．日本の属する西太平洋地域（West-
ern Pacific Region：WPR）は，感染者数・死亡
者 数 共 に 最 も 少 な い 地 域 で あ り，577,905 例

（12,667 例）であった．感染者数の最も多い地
域は，アメリカ大陸地域（Pan American Health 
Organization/Americas：PAHO/AMR） で あ り
15,466,584 例（527,837 例），続いて，南東ア
ジア地域（South-East Asia：SEAR）6,073,462例

（101,700例），ヨーロッパ地域（Europe：EUR）
5,195,853例（229,802例），東地中海地域（East-
ern Mediterranean：EMR）2,215,733例（57,641
例），アフリカ地域（Africa：AFR）1,145,397例

（24,757 例）の順であった．
　WPRでは，フィリピン283,460例（4,930例），
中国90,840例（4,744例），日本78,657例（1,500
例）の順に感染者数及び死亡者数が多かった．
PAHO/AMRで は， 米 国 6,662,003 例（197,442
例），ブラジル4,495,183例（135,793例），SEAR
では，インド5,400,619例（86,752例），バング
ラデシュ347,372 例（4,913 例），インドネシア
240,687 例（9,448 例 ），EURで は， ロ シ ア
1,103,399例（19,418例），スペイン640,040例

（30,495 例 ），EMRで は， イ ラ ン 419,043 例
（24,118 例 ）， イ ラ ク 315,597 例（8,491 例 ），
AFRでは，南アフリカ 659,656 例（15,940 例），
エチオピア 68,131 例（1,089 例）等が感染者数
の多い国であった．
　また，週別報告数から，各地域の流行をみる
と，WPRは，1 月下旬から増加し，2 月初旬を
ピークとした後に減少，その後，横ばい状況が
続いていたが，7月から再び増加し，8月上旬を
ピークとする流行が認められている．PAHO/
AMRは，3月下旬に増加し，7月下旬をピークと
した流行，SEARは，3 月下旬から増加し，現在

も増加傾向が続いている．EURは，3月上旬から
増加し，3 月下旬，4 月上旬をピークとした後，
減少傾向となったが，7 月中旬から再び増加が
始まり，現在，4 月のピークより大きな流行と
なっている．EMRは，3 月初旬から増加が始ま
り，6 月上旬/中旬をピークとした後，減少傾向
にあったが，8 月に入り，再び増加傾向となっ
ている．AFRは，3 月中旬から増加が始まり，7
月中旬をピークとし，減少傾向となっている．
世界全体として，週別報告数は，前週と比較し
て 6％の増加が認められ，最多を記録する等，
感染拡大が続いている．

おわりに

　2019 年 12 月に始まったCOVID-19 は，2020
年 1 月中旬に日本国内で探知され，日本におい
て，大きな二峰性（4月上旬と8月上旬）のピー
クを呈する流行が認められた．9 月 21 日現在，
新規報告者数は減少/横ばい傾向にあるものの，
一定程度の感染者が全国各地で報告され，予断
を許さない状況が続いている．
　今後，冬季を迎えるにあたり，COVID-19の季
節性や，季節性インフルエンザ流行状況とその
関係性が懸念されている．感染拡大を防ぐため
に，引き続き，厚生労働省を中心とした必要な
情報（3 つの密の回避，手指衛生，咳エチケッ
トならびにマスクの着用等）の周知と市民の行
動，医療体制の確保，有効な薬剤やワクチン等
の研究開発を進めていくことが重要である7）．
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はじめに

　感染症数理モデルは，ある集団における感染
症の拡がりを数式を利用して記述したものであ
る．感染症数理疫学は18世紀に遡る歴史の長い
研究分野であるが，近年は計算機の処理能力や
計算統計学の発展に伴って，その社会実装のた
めの研究手法が飛躍的に進歩している1）．これ
までも感染症数理モデルは，欧州を中心に保健
医療政策の形成過程で重要な研究手法として活
用されてきたが，新型コロナウイルス感染症

（coronavirus disease 2019：COVID-19）の世界
的な流行により，さらに注目を集めてきた．本
稿では，COVID-19の疫学的知見について紹介し
つつ，感染症数理モデルの基礎的な考え方につ
いて解説する．

1．感染症数理モデルの基礎

1）SIRモデル

　人から人へ直接伝搬する感染症の流行動態を
捉えた基本的な数理モデルはSIRモデルと呼ば
れる．SIRのそれぞれの文字は英語の頭文字を
取ったものであり，人口集団を感染のステージ
により，感受性（susceptible），感染性（infectious）
ならびに隔離や回復（removed/recovered）の 3
つのコンパートメントに分け，感染に係る状態
の時間的な変化をボトムアップ式にモデル化し
たものである2）．SIRモデルの模式図を図 1 に示
す．最も単純なSIRモデルは系（1）で示す常微
分方程式系で記述される．

感染症の数理モデルと対策
	 要　旨

鈴木 絢子

西浦 博

　新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 2019：COVID-19）
のような新興感染症の流行下においては，感染症数理モデルを用いた流行
データ分析やシナリオ分析が政策判断の核をなす重要なエビデンスとな
る．日本ではこれまで広く取り上げられることが少ない領域であったが，
COVID-19の世界的な流行により注目の集まる研究分野である．本稿で
は，COVID-19の疫学的な知見に加えて，感染症数理モデルの基礎的な考
え方について述べる．

〔日内会誌　109：2276～2280，2020〕

Key words 新型コロナウイルス感染症（COVID-19），感染症数理モデル，基本再生産数

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻環境衛生学分野
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dS（t）　　　=－βS（t）I（t） dt
dI（t）　　 = βS（t）I（t）－γI（t）　（1） dt
dR（t）　　　 = γI（t） dt

　ここで，S（t），I（t），R（t）は集団のなかで
ある時刻における感受性者，感染者ならびに回
復/隔離者の割合を表している．βは単位時間あ
たりの感染率を表す係数であるが，βI（t）は時
刻tにおける感染力（force of infection）を与え
る．つまり，人口が一定である場合，ハザード
である感染力は集団内の感染者数に比例するこ
とがわかる．γは単位時間あたりの回復や隔離に
よる除去率であり，この逆数γ－1は感染から回復
もしくは隔離されるまでの平均感染性期間を与
える．ここで，式（1）の第2式を変形すると次
の式（2）が得られる．

dI（t）　　  = （βS（t）－γ）I（t）　（2） dt

　新規感染者が増加している場合はβS（t）－γ＞
0 となり，これが感染症流行の条件となる．さ

らに，この式は
βS（t）＞1    γ と変形することがで

きる．時刻 0 においては集団の全員が感受性人

口であるため，S（0）=1 と置くことができ，
β
γ

が感染症流行の閾値となる．この値は，基本再
生産数（basic reproduction number：R0）と呼ば
れている．

2）基本再生産数と実効再生産数

　基本再生産数（R0）は，感染症疫学で最も基
本となる感染性の指標であり，ある感染症に対
して全員が感受性を持つ集団のなかで，典型的
な 1 人の感染者が感染性を有する期間に再生産
する二次感染者数の平均値と解釈される2）．基
本再生産数が 1 より大きい場合は大規模な流行
が発生し得るが，1 より小さい場合には流行は
自然消滅する．基本再生産数の値は，人口密度
や社会構造，個体間の接触様式に関係している
ため，分析を行う地域の状況により推定値に変
動があるが，COVID-19の基本再生産数は中国の
流行初期のデータから 1.5～3.5 と推定されてい
る3）．
　他のコロナウイルス感染症の類に漏れず，
COVID-19 では二次感染に係る異質性が高いこ
とが知られており，1 人の感染者が再生産する
二次感染者の分布のばらつきが大きい．つま
り，ほとんどの感染者は二次感染者を生み出し
ておらず，一部の感染者がスーパー・スプレッ
ダーとなり，多くの二次感染者を生み出してい
る．中国国外の疫学データを分析した研究で
は，感染者の80％は少数の感染者（～10％）か
ら発生していると推定されている4）．また，無
症候者や軽症患者が多く，重症度にかかわら
ず，多数の二次感染者を発生させている5）こと
が感染制御の難しい要因の1つである．一方で，
二次感染者が多く発生する状況として，閉鎖空
間に密集して集まるような環境が観察データか
ら明らかになっており6），このような環境を徹
底して避けることで流行を抑えることが可能な
感染症でもある．
　対策実行下における再生産数は，実効再生産
数（effective reproduction number）と呼ばれ，
実効再生産数を 1 以下にすることが感染症制御
の目安となる．ここで基本再生産数と実効再生
産数について数式を用いて考えてみよう．基本
再生産数（R0）は数式（3）の右辺のように分解

図 1　SIRモデルの模式図

βI γ
S I R
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して考えることが可能とされる7）．

R0=cbd　（3）

　ここで，cは1人が単位時間あたりに感染が成
立するような有効な接触（effective contact）を
行う平均の回数（率），bは有効な接触 1 回あた
り感染者から感受性者への感染確率，Dは感染
性期間の平均にあたる．マスク着用，手洗いや
接触削減等の感染症対策による感染力の低下率
をpとした場合，実効再生産数（R）は以下の数
式（4）で表される．

R=（1－p）R0　（4）

　ワクチン接種による介入効果も同様に考える
ことが可能である．全体の集団人口を 1，集団
のワクチン接種比率をxと置く．ワクチン接種者
を一様に免疫化できると仮定した場合に，実効
再生産数（R）は式（4）の右辺pをxに置き換え
て表すことができる．感染症根絶のための条件
は，実効再生産数（R）が 1 を下回ることであ
り，（1－x）R0＜1 となる．この式をxについて
解いた場合の割合 1－1/R0 は臨界免疫割合と呼
ばれ，ワクチン接種率の目標値に用いられるこ
とが多い．
　感染症流行下で実際に観察データを用いてリ
アルタイムで実効再生産数をモニタリングする
場合，報告に関わるさまざまなバイアスを考慮
する必要がある．代表的なものが感染から実際
に検査が陽性となり感染者として報告されるま
での時間の遅れ（reporting delay）であり，現在
観察されている感染者は実際の感染者より少な
く報告されているため8），統計的推定により報
告遅れを調整し計算を行っている．

3）世代時間

　世代時間（generation time）は，一次感染者
の感染から二次感染者が感染するまでの期間を

表し，感染症の拡がりを特徴づける重要な指標
である．実際の感染イベントは通常観測するこ
とが難しく，一次感染者の発症時刻から二次感
染者の発症時刻の時間間隔を意味する発症間隔

（serial interval） で 近 似 さ れ る こ と が 多 い．
COVID-19では発症間隔が平均4.8日（95％信用
区間：3.8，6.1），標準偏差は 2.3 日（95％信用
区間：1.6，3.5）9）と推定されている．COVID-19
では，発症前から二次感染者を発生させている
ことが指摘されているが，発症間隔と感染から
発 症 ま で の 期 間 を 表 す 潜 伏 期 間（incubation 
period）の関係を考えることで実証可能である．
図 2 からわかるように，発症前から感染性を持
つ場合，発症間隔は潜伏期間より短くなる．新
型コロナウイルスの潜伏期間の推定値は平均
5.6日10）であり，発症前から感染性を持つことが
疫学モデルを用いた研究でも示されている．

2．SEIRモデルを用いたシミュレーション

　SEIRモデルとは，前項で紹介したSIRモデル
に，感染してから感染性を持つまでの感染性待
ち時間（latent period）の状態（exposed）を加
えたモデルである．SEIRモデルは式（5）で表さ
れる．

dS（t）　　　 = －βS（t）I（t） dt
dE（t）　　　 = βS（t）I（t）－εE（t）　（5） dt
dI（t）　　  = εE（t）－γI（t） dt
dR（t）　　　 = γI（t） dt

　ここで，εは感染性待ち時間の逆数である．次
にSEIRモデルを用いて感染症の拡がりと介入の
効果をシミュレーションで考える．図 3 は基本
再生産数が2.5とした場合に，4つの感染ステー
ジの人口の時間変化を表した典型的なシミュ
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レーション結果である．このモデルでは人口の
出入はないと考えており，定常状態になり感染
は収束する．次に基本再生産数の違いによる新
規感染者の数とスピードを比較する．図 4 に示
したように，感染力が低いほど流行のピークは
低く，且つ遅れることがわかる．さらに，基本
再生産数が2.5とし，感染症流行開始から3カ月
目に外出自粛の介入を行った場合を考えてみる

（図 5）．60％以上接触を減少させることができ
た場合には，式（4）からわかるように，実効
再生産数は 1 以下となり，感染の流行は速やか
に収束に向かうことがわかる．

おわりに

　感染症数理モデルの基礎となるSIRモデルと
疫学的に重要となる感染性の指標を解説した．
加えて，シミュレーションの 1 例を紹介した．
本稿で紹介したモデルは，多様な感染症数理モ
デルのなかで最も簡単なモデルであるが，感染
の拡がりや介入効果についてさまざまなシナリ
オを考えるために有用である．また，近年は数
理モデルを観察データに適合する研究手法が一
般的となり，リアルタイムでデータを分析し，
感染症の流行状況の定量化や予測，介入効果の
評価を行うことが可能であり，感染症対策には
欠かせないツールとなっている．日本ではこれ
まで広く取り上げられることは少なかった専門
分野で，理論疫学の研究者は限られている．理

図 2　発症間隔と潜伏期間の関係
A：発症時から感染性を持つ場合，発症間隔は潜伏期間より長くなる．
B・C：発症前から感染性を持つ場合，発症間隔は潜伏期間より短くなる．
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図 3　SEIRモデルによるシミュレーション 
（R0＝2.5，γ－1＝10）
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論疫学は，数学，統計学，医学，獣医学や公衆
衛生学等複数の領域にまたがる学際的な学問分
野であり，今後はさまざまな領域から研究者が
増え，日本でも活発に研究が行われることが期
待される．

著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容
に関連して特に申告なし

図 4　基本再生産数を 3.5，2.5，1.5 とした場合の 
SEIRモデルによるシミュレーション
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図 5　政策介入による新規感染者数の動向 
（R0＝2.5，γ－1＝10）

感染流行開始から 3 カ月後に政策介入を行った場合の
SEIRモデルに基づくシミュレーション．60%以上接触
を減少させることができた場合，感染の流行は速やか
に収束に向かうことがわかる．
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はじめに

　新型コロナウイルス感染症（coronavirus dis-
ease 2019：COVID-19）は，2019 年 12 月に中
国湖北省武漢市で初めて確認され，その後，急
激に世界中に広がっていった．日本国内では，
2020 年 8 月 25 日現在で，60,000 例以上の感染
例が確定されており，死亡者数は 1,200 例以上
となっている．2020 年 2 月 16 日には第 1 回新
型コロナウイルス感染症対策専門家会議が開
催，2月25日には厚生労働省内にクラスター対
策班が設置，同日に新型コロナウイルス感染症
対策本部から「新型コロナウイルス感染症対策
の基本方針」1）が発表された．それ以降，厚生労
働省をはじめとする政府機関，全国保健所，地
方衛生研究所，医療機関と研究者が協力して新
型コロナウイルス対策を行ってきた．本稿で

は，日本が取ってきた対応と，その中心的役割を
果たしてきた積極的疫学調査について述べる．

1．日本のCOVID-19に対する積極的疫学調査

　2月中旬，日本においてCOVID-19の輸入例と
の疫学的リンクのはっきりしない市中感染例が
次々に報告され，それまで輸入例とその接触者
での感染が散発的に報告されていた状態から，
国内での伝播が続いていることが明白になっ
た．これらの感染者を詳細に調べた結果，多く
の感染者は，それぞれの濃厚接触者に対して感
染を起こしていないのに対し，一部の感染者が
多くの二次感染者を生み出しているということ
が明らかになった2）．さらに，二次感染者を多
く生み出したことが判明した場，いわゆる「ク
ラスター」のほとんど全てが閉鎖空間において

COVID-19に対する 
疫学調査と日本の対応
	 要　旨

髙 勇羅 1）2）

押谷 仁 2）

　新型コロナウイルスに対する日本の対策，特に積極的疫学調査に基づく
クラスター対策は，このウイルスに対して一定の効果をあげてきたと考え
られる．しかし，これまでの対応からさまざまな課題も明らかになってき
ている．このウイルスの流行は今後も続く可能性があり，より効率的な対
応の確立が求められる．

〔日内会誌　109：2281～2283，2020〕

Keywords 新型コロナウイルス，クラスター対策，疫学調査
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起きていたことが判明した2）．この知見に基づ
き，2 月 27 日に国立感染症研究所により「新型
コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学
調査実施要領」3）において，従来の積極的疫学調
査に加えて，クラスターの検出と対応を重視す
る情報が新たに加えられた．ここで注意したい
のは，それより前の積極的疫学調査の実施要項
でも感染源調査を行うことは記載されていたこ
と，また，もともと日本の保健所が行う疫学調
査として，多くの感染症に対して感染源調査は
重視されてきたということである．代表的なの
は結核であり，「結核集団発生調査の手引」（日
本医学研究開発機構（AMED）新興再興感染症
研究 結核低蔓延化に向けた国内の結核対策に
資する研究（加藤）班）4）によると，結核のアウ
トブレイクが地域で起きた場合に，原因である
感染源を特定することが集団発生調査の主目的
の1つと明記されている．しかし，COVID-19の
疫学的特徴として，多くの感染者が症状を呈さ
ないか，または軽症であるために，感染連鎖の
全てを捉えることは不可能であることから，大
きな感染連鎖のきっかけを見逃さないために，
この感染源調査はさらに重要なものとなってい
る．また，さらにCOVID-19の特徴として，潜伏
期間，つまり，感染してから発症するまでの間
にも感染性を有することが挙げられる5）．感染
症のアウトブレイクを封じ込めること（contain-
ment）が可能かどうかを決定する要因は，2003
年の重症急性呼吸器症候群（severe acute respi-
ratory syndrome：SARS）の後に研究がなされて
おり，そのなかで明らかな臨床症状が出る前の
感染（pre-symptomatic transmission）がないこ
と が 非 常 に 重 要 で あ る と 結 論 付 け ら れ て い
る6）．日本における2月中旬までのアウトブレイ
ク初期の感染者の解析から，発症前または無症
状病原体保有者からの感染が起きていることは
ほぼ間違いないという確信を得て，その結果，
前述の知見から，COVID-19の封じ込めは中国武
漢市のように都市機能を完全に停止させるよう

なロックダウンを行わない限り，ほぼ不可能に
近いという結論に至った 7）．

2．日本のクラスター対策

　感染症の封じ込めができないのであれば，ど
うすれば重症者の発生を最小限に食い止め，同
時に社会・経済へのインパクトを最小限にとど
めるという目標を果たすことができるかという
ことを考えた結果として取られた対策がクラス
ター対策である．クラスター対策では，各国で
行われている前向きの接触者調査により，二次
感染を起こす可能性の低い感染者を全て捉えよ
うとするのではなく，クラスターからクラス
ターへの連鎖によって感染爆発が起きることを
防ぐことに注力するという方針であった．この
クラスター対策にとって最も重要なものが保健
所による積極的疫学調査であった．積極的疫学
調査は，主に保健師によって患者に対する直接
の聞き取り調査を行うという非常にクラシカル
な 手 法 で 行 わ れ て い る が， そ れ が 日 本 の
COVID-19 対策にとっては重要な位置を占めて
きている．COVID-19の新規陽性者が確認される
と，その患者の発症 2 日前からの濃厚接触者を
特定し，前向きに追跡するだけでなく，患者の
発症前14日間の行動を調査し，感染源・経路の
推定を行うということが行われてきている8）．
このような方法は，感染者が増えると保健所へ
の負荷を極端に増やしてしまうという根本的な
課題があり，保健所の負荷を軽減しながら効率
良く流行を制御していく方法を探っていく必要
がある．一部の国では，個人のプライバシーを
犠牲にした，アプリや監視カメラの情報，クレ
ジットカードの履歴等で得られる行動履歴を疫
学調査に利用しているが，日本では，プライバ
シーの観点から，これらの方策が取られていな
い．現在は，厚生労働省によって「COCOA」と
いう新型コロナウイルス接触確認アプリが開発
されたが，プライバシーに最大限考慮がなさ
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れ，普及が進めば，疫学調査にとって有用なツー
ルとなることが期待される．

おわりに

　流行初期の頃に最悪のシナリオとして危惧し
ていた東京等の大都市圏を中心とした医療崩壊
による数万人規模の死亡といった可能性は，本
稿を執筆している8月において，3～4月の時点
よりもかなり低くなっていると考えている．し
かし，依然としてCOVID-19による死亡者は出続
けており，この現実を重く受け止めて，さらに
リスクを低減する対策を考えていく必要があ

る．非常に厄介な疫学的特性を有するこのウイ
ルスに対して，今までの経験で得られた知見を
活かして，日々変わる現状に対して柔軟に対応
していくことが最も重要である．その根幹をな
すのが疫学調査であり，実際に聞き取り調査を
行う保健師はもとより，医師や看護師をはじめ
とする医療従事者，さらには実際に疫学調査を
受ける可能性のある全国民が，その意義を理解
し調査を進めていくことが重要である．一方
で，流行状況によっては，保健所の負荷を軽減
するための方法も考えておく必要がある．
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はじめに

　我々は今，新型コロナウイルス感染症（coro-
navirus disease 2019：COVID-19）という，今後
も長く世界の歴史に刻まれることになる，新た
な感染症に対峙している．中国から発生し，次々
と多くの国を巻き込んでいった新型コロナウイ
ルス（SARS-CoV-2（severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2））は，今もパンデミックと
なって世界中の国々に多くの感染者と死亡者を
もたらしている．日本も例外ではなく，その医
療体制や経済活動，そして，一人ひとりの日常
生活にも大きな影響を受けてしまっている．
　当初は「未知の感染症」であったCOVID-19
も，厳しい経験のなかからさまざまな知見が得
られてきたことによって，次第に「既知」の感
染症へと変わろうとしている．その一方で，未
だ明らかとなっていない部分も多く残ってお
り，この感染症が描く将来の世界さえ見えてき

ていないというのも事実である．
　最前線にいる感染症の専門医には，この新た
な感染症がどのように見えているのか．本稿で
は，感染症指定医療機関で対応してきた感染症
医の1人として，COVID-19という感染症の現在
地を確認しつつ，その将来像についても俯瞰し
てみたい．

1．未知の感染症からパンデミックへ

　COVID-19は，原因不明のウイルス性肺炎とし
て中国湖北省武漢市から報告され，その後は中
国大陸から世界の国々へと急速に拡大していっ
た．そして，世界保健機関（World Health Orga-
nization：WHO）は，2020年1月30日に「国際
的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」（Public 
Health Emergency of International Concern：
PHEIC）を宣言，さらに，3 月 11 日には「パン
デミック」（世界的流行）との認識を発表するこ

臨床像：感染症内科の立場から
	 要　旨

今村 顕史
　新型コロナウイルス感染症は，未知の感染症として世界に拡大してパン
デミックとなり，国内においても，医療体制，経済活動ならびに社会生活
等に大きな影響を与えてきた．その経験のなかで，高齢者における重症率
の高さや無症状でも感染を拡大させる若年者の存在，クラスターを発生さ
せやすい3密環境等，多くの知見も得られてきている．現在は，感染対策
と経済活動との両立を目指し始めているが，そこには未だ多くの課題も
残っている．
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ととなった．COVID-19 では，「重症急性呼吸器
症 候 群 」（severe acute respiratory syndrome：
SARS） や「 中 東 呼 吸 器 症 候 群 」（Middle East 
respiratory syndrome：MERS）とは異なり，無
症状や軽症でありながらも感染力を有する患者
も多く存在していた．このことによって，ウイ
ルスは人の移動と共に効率的に感染を拡大さ
せ，世界の国々で感染者の急増と重症者の増加
による医療崩壊の危機をもたらしたため，多く
の国々が「ロックダウン」（都市封鎖）という緊急
的な対策を選択して乗り越えることになった．
  米ジョンズ・ホプキンス大学によると，米東
部時間9月22日午後3時（日本時間23日午前4
時）時点の世界の累計感染者数は約3,142万人，
死者数は 96 万 6,000 人となっている1）．パンデ
ミックとなったCOVID-19は，今も世界中で指数
関数的な増加を続けており，各国の医療や経済
に重大な影響を与え続けている．

2．国内における感染の拡大

　国内においては，武漢からの帰国者を搬送す
るチャーター便の受け入れ，横浜港のクルーズ
船内での大規模な患者発生等があり，さらに，
海外からの感染者入国等をきっかけとして，国
内に多くのクラスター（感染リンクによる関連
が認められた感染者の集団）が発生するように
なった．また，複数のクラスターが連鎖するこ
とによって，大きなクラスターを形成する事例
も頻繁に発生し始め，都市部を中心として国内
の感染者が急増してきた．そのため，4月7日に
は政府が 7 都府県を対象とした緊急事態宣言を
発出．さらに，4 月 16 日には緊急事態宣言が全
国に拡大されることとなった．日本では，法律
的な問題もあり，海外諸国で行われたような厳
密な「ロックダウン」は行われなかった．自粛
の要請を基本とした対策のみで患者数が減少傾
向となり，5月25日には緊急事態宣言も解除さ
れている．しかし，その後も散発的な発生は持

続し，全国における感染者の再増加もみられ
た．9 月 25 日の時点では，国内での感染者数は
80,497例，死亡者数は1,532名となっている2）．

3．駒込病院における第1波の経験（図1，2）

　COVID-19 が医療に大きな負担を与える原因
の1つが，感染者の増加スピードの速さである．
通常の病院では，人員を充てて病棟を空けてい
くためには，最低でも1～2週間程度の期間は必
要となる．そのため，流行地域においては，感
染者の増加スピードに，入院患者を受け入れる
ための医療を拡充させていくスピードが間に合
わなくなってしまうのである．
　第一種・第二種感染症指定医療機関である都
立駒込病院でも，国内での第 1 波への対応は非
常に厳しいものであった．そのときの入院患者
の増加への病床対応の状況を示したのが図1，2
である．当院では，元々感染症病棟となってい
る「A病棟」を全てCOVID-19 専用病床とするこ
とで，クルーズ船から搬送される患者等，多く
のCOVID-19患者を受け入れ始めた．その後，海
外から帰国してくる邦人からの感染者，都心の
繁華街での感染者等，散発的なクラスターの発
生による患者増加がみられ，3 月後半には都内
の総合病院における大規模クラスターも発生し
た．都内における感染者の急増に伴い，「A病棟」
もCOVID-19の患者で満床の状況となり，通常病
棟として運用されていた「B病棟」，そして「C
病棟」と，次々とCOVID-19専用病棟を追加する
ことになった．感染防御を行いながら重症例も
含めた患者対応を継続するため，通常の病棟運
営よりも多くのスタッフが必要となり，看護師
の確保のために病院内ではさらに 2 病棟を閉鎖
して対応せざるを得なかった．

4．COVID-19 の臨床的な特徴

　COVID-19においては，ウイルス（SARS-CoV-2）
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図 1　駒込病院におけるCOVID-19 専門病棟の病棟別利用率
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図 2　駒込病院におけるCOVID-19 専門病棟：入院患者数の推移
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に感染して 1～14 日（5 日前後が多い）の潜伏
期間で，感冒様症状等で発症することが多い．
初期には，発熱，咳嗽，咽頭痛，鼻汁，頭痛な
らびに倦怠感等の症状が多く，嗅覚障害や味覚
障害を伴うこともある．肺炎によって重症化す
ると，呼吸困難感や呼吸苦を伴うようになる．
また，重症化に伴い，血栓症を起こしやすくな
り，それによって，肺梗塞，脳梗塞ならびに心
筋梗塞等の合併症を発症することもある．ま
た，感染症の改善後も，倦怠感，呼吸困難感，
関節痛，胸痛ならびに味覚・嗅覚異常等の後遺
症が比較的長期に残る例もあることが指摘され
ている．
　臨床的な経過については，80％が軽症のまま
治癒，20％が増悪して入院，5％で集中治療が
必要となり，2～3％で致死的な経過をとるとさ
れた3）．しかし，本感染症が発生した当初の情
報よりも，はるかに多い無症状例も存在してい
ることもわかってきている．さらに，若年者の
多くが軽症である一方で，高齢者においては極
めて重症化しやすく，慢性呼吸器疾患，糖尿病，
高血圧，心血管疾患ならびに肥満等のある患者
でも致死率が高い等，クラスター集団の背景に
よって重症化率や致死率も大きな影響を受ける
ことになる4，5）．

5．COVID-19 の感染症としての特徴

　COVID-19では，肺炎を起こしている感染者の
下気道だけでなく，無症状感染者の鼻咽頭，鼻
腔ならびに唾液からもウイルスが検出される．
感染可能期間は，発症 2 日前から発症後 7～10
日程度であり，発症直前から発症後間もない時
期の感染性が非常に高い．無症状病原体保有者
からも感染するリスクが高いということは，過
去に新型のコロナウイルスによって流行を起こ
したSARSやMERSとは大きく異なる点であり，
COVID-19 が世界的に流行している重要な要因
となっている．

　感染経路としては，飛沫感染が主体であり，
患者や汚染された環境を介した接触感染も重要
である．さらに，換気の悪い環境で大きな声を
出す等，条件によっては，咳がなくてもエアロ
ゾルが発生して感染する可能性も指摘されてい
る．我が国でのクラスター対策の情報集積に
よって，（1）換気の悪い密閉空間，（2）多数が
集まる密集場所，（3）間近で会話や発声をする
密接場面を集団感染の発生しやすい条件として
まとめ，いわゆる「3つの密：3密」として注意
喚起が行われるようになった．また，複数の人
に感染を拡大させているのは一部の感染者であ
り，それによってクラスターが連鎖することで
大規模な感染へと拡大されていることもわかっ
てきた．このことは，多くの感染者が複数の人
に感染させるインフルエンザのような感染とは
異なる特徴であり，現在でも積極的疫学調査よ
るクラスター対策を継続している根拠となって
いる．

6．感染症法における位置付け

　我が国の「感染症法」は，患者の人権を保ち
ながら，各感染症の特徴やリスクに合わせた措
置を迅速に行うためにつくられた．この感染症
法においては，各感染症が 1 類～5 類感染症，
新型インフルエンザ等感染症，新感染症，そし
て，指定感染症という各カテゴリーに分類され
ている．このうち，「指定感染症」とは，新たに
生じた未知の感染症に対して，迅速に法的な対
応を行うためにつくられた特別な枠組みであ
る．COVID-19は，2020年2月1日から当面は1
年間の期限付きで，この「指定感染症」に分類
されることとなった（注：感染症法での名称は

「新型コロナウイルス感染症」となっている）．
COVID-19を診断した医師は，直ちに最寄りの保
健所に届け出ることが義務付けられており，届
出に基づいて患者に対して入院勧告の措置が行
われている．
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　「指定感染症」は，あくまでも仮置きの場所で
あり，SARSやMERSが 2 類感染症となったよう
に，COVID-19 も最終的には 1 類～5 類のいずれ
かのカテゴリーに組み込まれる前提である．当
初は，2 類感染症相当の措置をイメージした対
応が開始されたが，既に感染症指定医療機関以
外の一般病院への入院あるいは宿泊療養や自宅
療養等の対応も行われている等，現状に合わせ
た運用も組み込まれている．

7．現在の問題点と今後の課題

　医療においては，重症者や死亡者数を減らす
ことで，医療現場への圧迫を軽減していくこと
も重要である．そのためには，重症化しやすい
高齢者や基礎疾患のある人への感染を少しでも
防ぐことが課題となる．抗ウイルス薬として
は，現時点でレムデシビルが承認されている．
ファビピラビル，シクレソニド，トシリズマブ
ならびにナファモスタット等も評価されている
段階であり，さらに，回復者の血漿による治療
も検討されている．また，全身性炎症反応に対
するデキサメタゾンの投与，血栓症を予防する
ための抗凝固療法も重症例を中心に行われてい
る6）．
　ワクチンの承認と接種も，今後の大きな課題
となる．新たにつくられるワクチンについて
は，その効果と副反応が十分に評価されないま
ま，世界で接種が始まることとなる．効果につ
いては，重症化予防は期待できても，感染予防
効果は持たない可能性がある．また，効果の持
続も短期間であるかもしれない．迅速に多くの
人へ接種する方法や優先順位，効果や副反応に
関する国民の理解，重大な副作用が生じたとき
の対処等，多くの課題も残っている．
　医療体制においては，入院患者による病床へ
の負担を軽減させるために，軽症例や無症状例
に対する宿泊療養や自宅療養の体制整備も必要
となった．さらに，今後は，指定感染症という

法律的な対応の見直しも行っていくことにな
る．COVID-19は，病院や施設での感染を起こし
やすく，高齢者や基礎疾患の多いクラスターの
発生で重症者が急増しやすいため，これまで以
上に病院や施設内での感染対策を徹底しなが
ら，早期の発見と対応を行っていくことも求め
られる．

おわりに

　未知の感染症として発生したCOVID-19 は世
界的な大流行となっており，その終息も未だに
見えてきていない．COVID-19は，社会の弱点と
なっている部分を巧妙につきながら感染を持続
させ，これまで人類がつくりあげてきた生活様
式にも大きな影響を与えてきた．
　そのような状況のなか，日本においては，感
染対策と経済活動との両立を目指し，新たな

「with コロナ」の生活をつくろうとしている．
日本においては，法律的な問題もあり，海外諸
国で行われたような厳密な「ロックダウン」は
行われなかった．しかし，「自粛要請」を基本と
した対策のみで，ロックダウンに近い効果をあ
げたという事実は驚くべきことである．このよ
うな経験のなかで，マスクや手洗いだけでな
く，3 密の回避及び社会的な距離の確保等，個
人のレベルでの対策を学んだことは，これから
の対策にもつながっていくはずである．
　COVID-19との闘いは未だ道半ばであり，その
半年後や1年後の姿さえ見えていない．しかし，
過去の長い歴史のなかにおいて，終わりのな
かったパンデミックはない．このCOVID-19 も，
重症例の発生率が極めて低くなってくれば，単
に感染しやすいだけの一般的なコロナウイルス
の種類の 1 つとなるかもしれない．我々が多く
の経験を活かしながら，人類の叡智をもって乗
り越えていけば，その先にはきっと新たな未来
が待っているはずである．

トピックスⅥ

2288 日本内科学会雑誌 109 巻 11 号



著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容
に関連して特に申告なし

文 献

1） COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering（CSSE）at Johns Hopkins University （JHU）. 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

2） 厚 生 労 働 省： 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に つ い て．https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 
0000164708_00001.html

3） Wu Z, McGoogan JM : Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019（COVID-19）
outbreak in China : summary of a report of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Pre-
vention. JAMA 2020.

4） 国立感染症研究所．感染症発生動向調査及び積極的疫学調査により報告された新型コロナウイルス感染症確定症例
516 例の記述疫学（2020 年 3 月 23 日現在）．

5） 加藤康幸，他：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き　第3版．https://www.mhlw.go.jp/content/ 
000668291.pdf

6） 日本感染症学会：COVID-19に対する薬物治療の考え方　第6版（2020年8月13日）．http://www.kansensho.or.jp/
uploads/files/topics/2019ncov/covid19_drug_200817.pdf

　

特集　COVID-19

2289日本内科学会雑誌 109 巻 11 号



はじめに

　「臨床像：呼吸器内科の立場から」に，2010
年に執筆した総説と同じ「―感染症と特発性間
質性肺炎の接点―」1）というサブタイトルを付
した．サブタイトルを付けたのは，新たなウイ
ルス感染症である新型コロナウイルス感染症

（coronavirus disease 2019：COVID-19）の出現
が，10 年前に著した総説1）の内容を再確認する
と共に，特発性間質性肺炎の病態を明らかにす
る可能性を示したからである．

1．COVID-19が特発性間質性肺炎の病態を
明らかにした

　特発性間質性肺炎の病態は，「特発性」という
名称からわかるように未だ不明である．この疾
患名においてポイントになるのは，間質という
用語と，肺炎という用語である．肺における間
質の定義は，狭義の間質であれば肺胞胞隔のこ
とを指す．広義の間質には，血管・気管支周囲，
小葉間隔壁ならびに胸膜が含まれる．後述する
ように，本疾患の病変の場は間質のみではな
く，実質細胞（すなわち肺胞上皮細胞）も含ま
れる．すなわち，間質性という用語は必ずしも

臨床像：呼吸器内科の立場から
―感染症と特発性間質性肺炎の
接点―
	 要　旨

藤田 次郎
新型コロナウイルス感染症を意識し，特発性間質性肺炎の臨床像との類似
性について記載した．SARS-CoV-2（severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2）による感染症であるコロナウイルス肺炎の画像所見が，
原因不明の疾患群である特発性間質性肺炎と類似していることが示され
た．これらの疾患の接点が上皮細胞傷害であり，上皮細胞傷害の程度が画
像所見を反映する．特発性間質性肺炎の病態がウイルス感染症であると解
明されることで，新たな治療戦略の可能性が開かれた．

〔日内会誌　109：2290～2296，2020〕

Keywords 新型コロナウイルス感染症（COVID-19），SARS-CoV-2，特発性間質性肺炎，上皮細胞傷害，
膠原病肺

琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科）
COVID-19. Topics：VII. Clinical features of COVID-19 from the view point of respiratory physician―point of crossover between infectious dis-
eases and idiopathic interstitial pneumonia―.
Jiro Fujita：Department of Infectious, Respiratory, and Digestive Medicine, Control and Prevention of Infectious Diseases, Graduate School of 
Medicine, University of the Ryukyus, Japan.
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適切ではない．一方，肺炎という言葉は，日本
人の死因の第 5 位である感染症としての肺炎

（誤嚥性肺炎を加えると死因の第3位となる）を
イメージさせることから，この言葉も適切では
ない．
　すなわち，間質性肺炎という用語では，本疾
患の本態を正確に表すことは困難であった．た
だし，ウイルス性肺炎の生体反応と理解すると
解釈が容易となる．

2．コロナウイルス肺炎の画像所見

　我が国には，我が国で開発された胸部高分解
能CT（computed tomography）があり，画像所
見と病理所見が対比されてきたという歴史があ
る．また，胸部CTが比較的容易に撮影できるこ
とから，胸部画像のパターン解析がなされてき
た．このため，経験のある呼吸器内科医であれ
ば，胸部CTの画像パターンである程度疾患を絞
り込むことが可能になる．以下の琉球大学病院
で経験した症例は，全てCOVID-19 症例である
が，それを忘れて，画像所見を解析してみたい．
　図 1 は，若年女性である．無治療での経過も
含めて非定型肺炎が最も適切な診断であろう．
ウイルス性肺炎と言っても矛盾はない．もしこ
れで陰影の消退が悪ければ，特発性器質化肺炎

（cryptogenic organizing pneumonia：COP）も鑑
別に挙げられる．
　図 2 は， 典 型 的 なphotographic negative of 
pulmonary edemaの所見であり，慢性好酸球性
肺炎，またはCOPを考える所見である．
　図 3 は，subpleural curvilinear shadowのよう
にも見え，やはりCOPを考慮する．塵肺（特に
石綿肺）等も鑑別に挙げられる．
　図 4 は， 発症直後はCOVID-19 に典型的であ
る．ただし，経過で線維化が進行すると，薬剤
性間質性肺炎を第一に考える所見である．漢方
薬の副作用でみられるパターンである．組織所
見は線維化を伴った器質化肺炎であろう．
　図 5 は， 発症直後は典型的なCOVID-19 であ
る．ただし，経過から非特異性間質性肺炎（non-
specific interstitial pneumonia：NSIP）を第一に
考える所見である．
　図 6 は，画像パターンからはNSIPを第一に考
える．本症例は死亡例であるが，経過を加味す
ると，NSIPの急性増悪，または急性間質性肺炎

（acute interstitial pneumonia：AIP）も鑑別に挙
げ ら れ， そ の 組 織 所 見 で はdiffuse alveolar 
damageで あ ろ う． 急 性 線 維 素 性 器 質 化 肺 炎

（acute fibrinous and organizing pneumonia）も鑑
別に挙げられる．
　以上の症例を通して，画像パターンから鑑別

図 1　20 歳代女性の胸部CT所見の経時的変化
米国から帰国後に上気道炎症状出現，発熱なし．軽症例であり，経過観察のみで軽快した．

day 1 day 3 day 10
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に挙げられた疾患群は，もし原因が不明であれ
ば特発性間質性肺炎に分類される疾患群とな

る．すなわち，コロナウイルス肺炎の画像所見
を，特発性間質性肺炎の分類を用いて解析する

図 3　60 歳代男性（中等症）の胸部CT所見の経時的変化
subpleural curvilinear shadowの経時的変化を示す．favipiravir＋nafamo-
stat＋azithromycin等の投薬で軽快した．

day 1 day 8

図 2　40 歳代男性（他院のCOVID-19 対応看護師）の胸部X線写真と胸部CT所見
ECMO（extracorporeal membrane oxygenation）管理となったものの，ステロイド
が著効し，軽快した．本症例においては，経過を通してKL-6の上昇を認めなかった4）．
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と，重症のものから，AIP，急性線維素性器質化
肺炎，NSIPならびにCOPを示唆する画像所見を
呈することになる．
　ただし，これらの画像パターン以外に，胸部

CTにて明らかな陰影を認めないにもかかわら
ず，低酸素血症を呈する症例があり，肺微小血
栓がその病態であると考える．このような症例
では血痰を伴うことが多い．

図 5　60 歳代女性（中等症）の胸部CT所見の経時的変化
favipiravir＋nafamostat＋azithromycin＋tocilizumab等の投薬で軽快した．

day 1 day 7

図 4　40 歳代男性（中等症）の胸部CT所見の経時的変化
nafamostat＋azithromycin等の投与で軽快した．

day 1 day 3 day 9
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3．COVID-19の病態における
肺胞上皮細胞の関与

　なぜ同じ病原体でありながら，さまざまな特
発性間質性肺炎のパターンを示すのであろう
か．COVID-19 はその病態まで明らかにした．
COVID-19の病原ウイルスであるSARS-CoV-2は，
肺 胞II型 上 皮 細 胞 の 表 面 に 発 現 す るangioten-
sin-converting enzyme 2（ACE2）を受容体とし
ている2）．すなわち，COVID-19 による肺炎の重
症化機序は，II型上皮細胞傷害の程度による．
これは，10年前に私の総説で示した特発性間質
性肺炎の病態と全く同じである1）．
　間質性肺炎の疾患活動性のマーカーとして，
KL-6（Krebs von den Lungen-6），SP（surfactant 
protein）-AならびにSP-D等が臨床応用されるよ
うになり，狭義の間質に含まれないII型上皮細
胞の重要性が示された．実際に，acute respira-
tory distress syndrome（ARDS，急性呼吸窮迫症
候群），またはAIPの病理所見であるdiffuse alve-
olar damageにおいて形成される硝子膜の成分

は肺胞上皮細胞の死骸であることが明らかに
なっている3）．これらの事実は，特発性間質性
肺炎の病態に肺胞上皮細胞傷害（アポトーシス
も含め）が深く関与していることを示すもので
ある．実際にCOVID-19に合併する肺炎において
は，KL-6 が上昇し，さらには予後と関連するこ
とが示唆されている4）．
　SARS-CoV-2 の 受 容 体 が 肺 胞II型 上 皮 細 胞 の
ACE2であり，且つ，コロナウイルスの画像所見
が特発性間質性肺炎に類似することは，特発性
間質性肺炎の「特発性」を取る大きなヒントと
なる．また，ウイルス感染症は細胞内抗原を露
出することで，二次的に自己免疫性疾患を惹起
することも知られており，膠原病関連の間質性
肺疾患もウイルス感染症で説明し得る可能性が
ある．

4．感染症と特発性間質性肺炎の接点（表）5，6）

　次に感染症と特発性間質性肺炎との接点につ
いて検討したい．まず病理学的にusual intersti-

図 6　70 歳代男性（重症例）の胸部X線写真と胸部CT所見
琉球大学病院で唯一の死亡例であり，さまざまな治療への反応性に乏しく，KL-6が
経時的に上昇した4）．
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tial pneumonia（UIP）パターンの組織所見は，
結核またはアクチノマイコーシス等で認められ
ることがある．次にNSIPについて考えたい．例
えば，HTLV-1（human T-cell leukemia virus type 
1）のcarrierにおいては，高率に間質性肺炎を呈
することが知られている．この組織像を解析し
たところ，NSIPの比率が高く，稀にLIP（lympho-
cytic interstitial pneumonia）を呈することがある7）．
　COPに関しては，もちろんcryptogenicという
用語がついていることから原因不明のものを
指すことになるものの，Mycoplasma pneumo-
niae，Cryptococcus neoformans な ら び にinflu-
enza virus等による肺炎において，COP様の画像
所見及び病理所見を呈することがある6）．また，
Legionella pneumophilaによる肺炎においては，
COP様の所見を呈することがあり，さらにレジ
オネラ肺炎の経過中に線維化が進行し，KL-6が

上昇することがある．
　AIPは，以前はHamman-Rich症候群と呼ばれて
いた．このHamman-Rich症候群の原著論文をみ
ると，病理所見は，動物実験におけるインフル
エンザウイルス肺炎と同じであると記載されて
いる8）．アジア風邪の流行に際して，Louriaらに
よって記載された純インフルエンザウイルス肺
炎もこの病理所見と同じものであるし9），SARS
ウイルス及び鳥インフルエンザ等も同様の所見
を呈するし10），多くの重症ウイルス肺炎がこの
パターンを呈する6）．
　表にまとめて示したように，感染症を惹起す
るさまざまな病原体は，気道側から肺胞上皮細
胞傷害を惹起する結果，特発性間質性肺炎に類
似した画像所見を呈する5，6）．

表　感染症が惹起する組織学的所見と特発性間質性肺炎の類似性（文献6より引用）

間質性肺炎の分類 UIP AIP DIP NSIP BOOP/COP LIP GIP
結核 ＋
慢性細菌性肺炎 ＋
インフルエンザ ＋ ＋
パラインフルエンザ ＋ ＋
ヘルペス/水痘 ＋
サイトメガロウイルス ＋
アデノウイルス ＋ ＋
麻疹ウイルス ＋ ＋
respiratory syncytial virus ＋ ＋ ＋
severe acute respiratory syndrome virus ＋
Epstein-Barr virus ＋
human immunodeficiency virus ＋ ＋ ＋
クラミジア ＋
マイコプラズマ ＋ ＋
Rhodococcus equi ＋
Tropheryma whippelii ＋
Mycobacterium avium ＋
ヒストプラスマ ＋ ＋
ニューモシスチス ＋ ＋ ＋ ＋
DIP：desquamative interstitial pneumonia，BOOP：bronchiolitis obliterans organizing pneumonia，
GIP：giant cell interstitial pneumonia
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おわりに

　COVID-19 が特発性間質性肺炎の病態を解明
する可能性に関して述べた．また，膠原病関連
の間質性肺疾患もウイルス感染症で説明し得る

可能性がある．今後，COVID-19 に関連する病
態・合併症の解明が求められる．
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はじめに

　2020年初頭から，誰も予想すらできなかった
新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 
2019：COVID-19）パンデミックに世界が陥っ
ている．2020年8月20日の時点で，全世界216
カ国で感染者は2,000万人，死亡者も80万人を
超える状況に達しようとしている．日本国内で
も感染者は 6 万人を超え，死亡者数も 1,000 人
を超える状況に達している．緊急事態宣言が全
国で出される等，社会全体が大変な不安と混乱
に陥ったが，医療体制もこれまで日本の医療界
は体験したことのない崩壊の危機に瀕した．そ
の理由の1つとして，COVID-19の病態や臨床像
があらゆる医学領域において新規であり，論文
や報告も日進月歩で混乱を生じたことがある．

特に，高血圧や年齢が感染及び重症化のリスク
であるかどうかや，レニン・アンジオテンシン
系阻害薬を中心とした降圧薬の使用可否，さら
には血栓症との関係は，パンデミックとなった
2020年春と数カ月後で見解が変化している．そ
こで，本稿では，COVID-19と降圧薬・老年学・
血栓症について概説する．

1．COVID-19 と血栓

　COVID-19患者において，静脈血栓塞栓症や虚
血性脳卒中，虚血性心疾患の発症が多いことが
報告されている1）．特に，静脈血栓塞栓症の発
症 はSARS-CoV-2（severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2） 感染による入院患者の
20％にも認められ，死亡に対するハザード比も

臨床像：血栓・老年内科・ 
高血圧治療の立場から
	 要　旨

岸 拓弥 1）

野出 孝一 2）

　新型コロナウイルス感染症パンデミックにおいて，高血圧症あるいは降
圧薬であるレニン・アンジオテンシン系阻害薬が感染及び重症化のリス
クかどうかが懸念されたが，結果的には問題ないことが明らかとなった．
血栓症のリスクは否定できず，抗凝固療法の推奨が注目されている．さら
には年齢との関連があり，高齢者医療における問題点は重要な医学的問題
として注目されている．
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2.4 である1）．また，Dダイマーが上昇している
ことも多く，入院時のDダイマー上昇がSARS-
CoV-2 感染の予後規定因子であるとの報告もあ
る1）．従って，抗凝固療法がCOVID-19 患者の予
後を改善する可能性が示唆されている2）．
　なお，血栓については，日本血栓止血学会か
ら提言が出されており，1）凝固異常に伴う血
栓 症 発 症 と は 播 種 性 血 管 内 凝 固 症 候 群 が
COVID-19 の予後増悪因子である，2）軽症患者
においてDダイマーの上昇等の血栓症の陽性所
見のある場合は，抗凝固薬による血栓症予防療
法を考慮し，陽性所見のない場合は，理学的予
防法が推奨される，3）中等症患者においては，
本邦における血栓症発症の頻度及び治療効果の
エ ビ デ ン ス は 未 だ 報 告 さ れ て い な い が，
COVID-19 が血栓症発症の重要なリスクである
ことを考慮し，臨床症状，Dダイマー値，フィ
ブリノゲン値ならびに血小板数を考慮して抗凝
固療法を実施する，4）重症患者においては，
動静脈血栓症発症の高～最高リスクであり，臨
床症状，Dダイマー値，フィブリノゲン値なら
びに血小板数を考慮して抗凝固療法を実施する
ことが推奨される．

2．COVID-19 と老年内科

　COVID-19 流行期の高齢者の医療・ケアにお
いては，COVID-19は高齢者で高い致死率が報告
されていることが大きな問題となっている3）．
また，急激に症状が悪化して病院搬送される場
合や入院中に病状が急速に悪化することがあ
り，医療現場では，本人，医療者ならびに家族
等との十分な話し合いをする余裕もなく，場合
によっては，既にその時点で本人の意思を十分
確かめることさえできない場面もある．特にア
ドバンス・ケア・プランニング（advance care 
planning：ACP）が十分に行われていないケース
では，本人の事前の意思の確認ができないまま
に，その方針は主に家族によって不安と共に決

定されることになり，本人を最期まで人として
尊重する医療・ケアの実現が困難になる．また，
高齢者自ら，感染予防のために，また，緊急事
態宣言発令により外出の自粛が求められたこと
もあり，多くの高齢者が外出を控えたことによ
り，活動量の低下のみならず，近隣や親族・知
人との交流が減り，社会的な孤立が進んだり，
抑うつ状態に陥ったりするリスクも看過できな
い．この状況を踏まえ，日本老年医学会より「新
型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行期に
おいて高齢者が最善の医療およびケアを受ける
ための日本老年医学会からの提言―ACP実施の
タイミングを考える―」が出され，「『最善の医
療およびケア』の提供と共同意思決定の推進」，

「COVID-19 流行期におけるACPの具体的実践」，
「適切な医療・療養環境の提供と家族・介護者
への支援」ならびに「COVID-19 関係者への偏
見・差別の撤廃」を提言している．

3．COVID-19 と高血圧治療

　中国を中心とするCOVID-19 パンデミック初
期において，高血圧症がSARS-CoV-2感染及び重
症化のリスクである可能性に加え，降圧薬，特
にアンジオテンシン変換酵素（angiotensin-con-
verting enzyme：ACE）阻害薬やアンジオテンシ
ン II 受 容 体 拮 抗 薬（angiotensin II receptor 
blocker：ARB）内服がSARS-CoV-2感染リスクで
ある可能性を示唆する論文が発表され1），ACE阻
害薬やARBを中止すべきかどうか議論となっ
た．鼻粘膜や2型肺胞上皮細胞表面のACE2を介
してSARS-CoV-2 が感染することが報告され1），
ACE阻害薬やARBがACE2 を増加させる可能性に
ついて以前に報告されていたからである．これ
らの報告は，心臓や血管・腎臓におけるレニ
ン・アンジオテンシン系阻害薬によるACE2 増
加を示しているが，肺においても同様の報告が
ある．一方で，逆にACE2活性をレニン・アンジ
オテンシン系阻害薬が減弱させるという報告も
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あり，一貫した見解は得られていない．しかも，
臨床的に使用されているレニン・アンジオテン
シン系阻害薬の用量がACE2 活性を変化させ得
るかどうかも確定的ではない．SARS-CoV-2感染
そのものは細胞表面のACE2 活性を抑制する可
能性が提唱されている1）．つまり，SARS-CoV-2
感染によるACE2活性低下は，感染に対して拮抗
的に作用する可能性がある．しかし，ACE2 は，
レニン・アンジオテンシン系に対して抑制的に
作用することが知られており，ACE2活性が下が
ることはアンジオテンシンIIによる炎症機転を
悪化させる可能性がある．
　しかし，その後の検討では，ACE阻害薬やARB
がSARS-CoV-2 感染や重症化のリスクであると
の結論は得られていない．武漢における 126 名
の高血圧症を既往症として有しACE阻害薬や
ARBを内服していたCOVID-19 患者での後ろ向
き コ ホ ー ト 研 究 で は， 高 血 圧 を 有 さ な い
COVID-19 患者と比較して予後に違いは認めら
れ な か っ た4）． ス ペ イ ン か ら の 1,139 名 の
COVID-19患者における解析でも，ACE阻害薬や
ARB内服によるSARS-CoV-2 感染や重症化のリス
ク上昇は認められなかった5）．中国での2本の後
ろ向きコホート研究でも，ACE阻害薬やARBに
伴うSARS-CoV-2 感染による死亡リスク上昇は
認められていない6，7）．さらに，イタリア及び米
国でのCOVID-19患者における解析でも，ACE阻
害薬やARBによる感染や重症化リスク上昇は認
められなかった8，9）．さらに，メタ解析でもACE
阻害薬やARB内服がSARS-CoV-2 感染リスクや重

症化とは関係していないことが示唆された10）．
これら一連の報告から，降圧薬としてのACE阻
害薬やARBの内服は中止する必要はないと判断
でき，国際高血圧学会を中心に，日本高血圧学
会も含めて，世界のあらゆる高血圧関連学会
は，COVID-19 患者においてACE阻害薬やARBは
継続することを推奨している．さらに，我が国
からの，ACE阻害薬やARBがSARS-CoV-2 感染重
症化を防ぐ可能性が示唆される報告もある11）．
なお，ACE阻害薬やARB以外の降圧薬について
は，カルシウム拮抗薬・β遮断薬・サイアザイド
系利尿薬・ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
は，感染及び重症化リスクとの関係は示されて
い な い8，9）． ル ー プ 利 尿 薬 に つ い て は，SARS-
CoV-2 感染重症化との関連が懸念される報告も
あるが，心不全や腎不全等を併発している重症
COVID-19 患者に多く用いられている背景もあ
り，明確な結論は得られていない8）．

おわりに

　COVID-19に関しては，論文報告が依然として
非常に多く，見解が変わっている可能性もある
ため，今後も引き続き，最新情報の整理が必要
である．また，本稿詳細については，本稿著者
も執筆している日本高血圧学会のレビュー論文
を熟読していただきたい．

著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文内容に関
連して特に申告なし
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はじめに

　リウマチ性疾患（rheumatic disease：RD）は
慢性炎症性疾患であり，近年のリウマチ・膠原
病診療の発展は，炎症性サイトカイン及びその
シグナル伝達をピンポイントで制御する薬物療
法の導入によりもたらされた．薬物療法は，炎
症性病態の抑制により，臨床症状や臓器障害の
改善が得られる一方で，免疫抑制により，ウイ
ルス感染を代表とするさまざまな感染症が増加
することが臨床的にも問題となる．今般の新型
コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症（coronavirus disease 
2019：COVID-19）は，さまざまな側面から社
会的にも大きな影響をもたらしているが，RD診
療に与える影響も例外ではない．本稿では，リ

ウマチ・膠原病内科の立場から，RDとCOVID-19
について述べる．

1．COVID-19の鑑別疾患としての
リウマチ性疾患

　SARS-CoV-2（severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2）に限らず，一般にウイル
ス感染症では，筋骨格症状を呈することがよく
知られている．その様式は，慢性関節炎や一過
性の関節炎等ウイルスにより異なる．COVID-19
患者の 15％で関節痛を認め，44％で筋肉痛が
あったと報告されている．RDの多くが炎症性病
態を伴うため，発熱等の症状がCOVID-19と重複
することが多い1）．また，RDは間質性肺病変を

リウマチ・膠原病診療と
COVID-19
	 要　旨

木本 泰孝
堀内 孝彦

　新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 2019：COVID-19）
の危険因子として，加齢や高血圧，性別等が知られている．現在得られる
情報からは，リウマチ性疾患（rheumatic disease：RD）のCOVID-19発
症リスクや症状，経過は，非RD患者と大差がないと考えられているが，
判断材料となる症例の蓄積は未だ十分とは言えない．COVID-19重症化に
はサイトカインストームが関与していると考えられるが，RD治療に使用
される複数の免疫抑制薬がサイトカインストームを抑えて重症化を防ぐ
可能性があり，多くの臨床試験が進められている．
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伴いやすく，呼吸器感染からの呼吸器症状，肺
炎像といった変化も鑑別を要する例が多い（表
1）2）．このような理由で，RDの診断時及び治療
経過中に発熱や呼吸器症状を呈する際には，的
確に鑑別を行う必要がある．そのためには，病
歴，地域の感染流行状況ならびに家庭・職場等
の発生状況等十分な問診を行うことが必要とな
る．COVID-19を疑う場合には，病原体の検索が
重要であることは言うまでもない．

2．RDはSARS-CoV-2易感染リスクになるか

　SARS-CoV-2感染を起こしても，大半が無症候
または軽症で治癒する．実臨床では，重症例を
中心に診断されていることから，RDの存在が
SARS-CoV-2 感染リスクを上げるかについて評
価可能なデータは限られている．
　COVID-19 の既知の重症化リスクである高齢，
肺疾患，腎疾患，心血管合併症，高血圧，肥満
ならびに糖尿病等因子は，RD患者に同時に併存
する例が多い．従って，RD自体及びRDに対する
薬物療法がSARS-CoV-2 への易感染性あるいは
重症化にどのように影響するかは未だ不明な点
が多い．
　RD患者は，一般的に感染症発症のリスクが高
いことが知られているが，ニューヨークにおい
て，COVID-19が確定または推定されていると診
断された関節リウマチ（rheumatoid arthritis：

RA）や炎症性腸疾患（inflammatory bowel dis-
ease：IBD）等の免疫介在性疾患の患者 86 人の
ケースシリーズでは，入院を要する患者の割合
は一般集団と同様であった3）．その一方で，中
国において，RD患者のCOVID-19 の発生率は，
同居家族よりも高かった（63％vs. 34％）との報
告もあり4），RD患者におけるCOVID-19リスクに
ついては定まった見解がないのが現状である．

3．RDにおけるCOVID-19の臨床像

1）COVID-19 の症状

　RDを基礎疾患に有するCOVID-19 患者の症状
は，味覚・嗅覚障害が多いとの報告が一部であ
るが，2,500 例以上を集積した欧州リウマチ学
会のCOVID-19 データベースでは，発熱 71％，
咳嗽 65％，息切れ 46％，嘔吐下痢 25％，倦怠
感 22％の順に高頻度な症状が挙げられ，非RD
群と大差ないという報告が多数を占める．

2）COVID-19 の重症度

　RDを基礎疾患に有するCOVID-19 患者の重症
度については，死亡率には差がないとされる一
方，RDではICU入室が必要となる例，つまり，重
篤な呼吸不全を呈し得る頻度が高いとされる．
　その他，COVID-19による入院のリスク因子と
して，基礎疾患による違いが複数報告されてい
る．RAや乾癬性関節炎等の炎症性関節炎では入
院リスクは上昇せず，全身性エリテマトーデス

（systemic lupus erythematosus：SLE）や強皮症，
血管炎といった全身性自己免疫疾患で 3.5 倍と
有意に上昇するというもので，一言にRDと一括
りにすることはできない可能性がある．いずれ
もスペインからの報告であり，地域特有の要因
が関与しているかどうかは明らかでない5）．

表 1　リウマチ性疾患と類似するCOVID-19 の 
症状及び検査異常（文献2より一部改変）

・発熱
・急性間質性肺炎のような急速に進行する呼吸不全
・関節痛及び筋肉痛
・心筋炎
・静脈血栓塞栓症のリスク上昇
・��血球減少症：�白血球減少症（主にリンパ球減少症），�

血小板減少症
・サイトカインストーム
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3）RD患者における治療薬とCOVID-19

（1）ヒドロキシクロロキン（HCQ）
　抗 マ ラ リ ア 薬 の ヒ ド ロ キ シ ク ロ ロ キ ン

（hydroxychloroquine：HCQ）は，海外を中心に
SLE等の自己免疫疾患に長期間使用され，本邦
でも2015年SLEに適応追加され，使用例も増加
している．COVID-19治療目的のランダム化比較
試験では，治療効果が得られないことが複数報
告 さ れ， 現 在， 複 数 の 診 療 ガ イ ド ラ イ ン で
COVID-19治療としては推奨されていない．一方
で，RDに対する治療薬として使用されたHCQの
COVID-19 の予防効果の有無については交絡因
子も多く，十分な定まった評価が得られていな
い．しかし，実際にCOVID-19 を呈したRD症例
の多くがHCQを投与されていたという事実も看
過できない．

（2）ステロイド
　我が国でも，COVID-19に合併するARDS（acute 
respiratory distress syndrome）に対する治療薬
として，デキサメタゾンが承認された（2020年
7 月 17 日）．一方で，ステロイドはCOVID-19 に
よる入院リスクにもなることには注意が必要で
ある．600 例のRDを有するCOVID-19 患者によ
る入院リスク検討において，プレドニゾロン

（prednisolone：PSL）10 mg以上/日で入院リス
クがオッズ比2.05と有意に上昇していることが
報告された6）．

（3）  抗リウマチ薬（DMARDs）及び 
非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）

　同研究で非ステロイド性抗炎症薬（non-ste-
roidal anti-inflammatory drugs：NSAIDs），生物
学的抗リウマチ薬（biological disease-modifying 
antirheumatic drugs：bDMARDs）や標的型合成
抗リウマチ薬（targeted synthetic disease-modi-
fying antirheumatic drugs：tsDMARDs）を含む
DMARDsについても検討されたが，入院リスク
の上昇はないとされている．サブグループ解析
では，TNF（tumor necrosis factor）-α阻害薬群で

オッズ比0.40と入院リスクが有意に減少すると
報告されている6）．

4．RD患者のSARS-CoV-2感染に関する対応

　SARS-CoV-2 に曝露された患者やCOVID-19 発
症患者に対する対応については，高いレベルの
エビデンスはないが，専門家のコンセンサスに
よるガイダンスが海外から発表されている7）．
本邦の承認薬の状況に基づいて紹介する．
　まず，RAの活動性と易感染症には相関がある
ことは既に知られており，RDの疾患活動性のコ
ントロールが重要である．副腎皮質ステロイド
は，可能な限りRDをコントロールできる必要最
低用量で使用し，SARS-CoV-2曝露や感染状態に
関係なく，突然中止しないことが強く推奨され
ている．
　ACE阻害薬またはアンジオテンシンII受容体
拮抗薬は，必要であれば通常どおり継続または
開始する．

1）SARS-CoV-2 曝露及び感染症状がないRD患者

　基 本 的 に， 流 行 期 に お い て も 感 染 兆 候 や
SARS-CoV-2 曝 露 が な け れ ば 通 常 ど お りb/tsD-
MARDsを含む既に治療中の薬物療法を継続す
ることが推奨されている．NSAIDsも使用可能で
ある．
　SLE患者においては，妊婦を含めて，通常ど
おりにHCQを使用すべきであり，必要時にはベ
リムマブ（抗BLyS抗体）は開始可能とされる．
　新規診断または活動性の関節炎に対しては，
tsDMARDsを除いたbDMARDsを含む通常どおり
のDMARDs治療が可能とされ，必要であれば，
低用量の副腎皮質ステロイド（PSL換算 10 mg/
日以下）は使用可能とされる．
　その他のRDについても，全身性炎症や腎炎，
血管炎等臓器障害の恐れのある病状に対して
は，高用量副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬を
開始する．

特集　COVID-19

2303日本内科学会雑誌 109 巻 11 号



2）SARS-CoV-2 に曝露後（無症状）の患者

　HCQ，サラゾスルファピリジン（salazosulfapy-
ridine：SASP）ならびにNSAIDsは継続可能であ
る．免疫抑制薬，IL（interleukin）-6阻害薬以外の
bDMARDs，tsDMARDsは一旦休薬し，COVID-19
検査が陰性であることを確認する，または無症
状で 2 週間経過するまでの間は，一旦休薬した
薬剤の投与を留保すべきである．bDMARDsのな
かでもIL-6 阻害薬は継続され得る．

3）COVID-19 患者

　COVID-19の重症度に関係なく，HCQは継続可
能であるが，SASP，MTX（methotrexate），LEF

（leflunomide），免疫抑制薬，IL-6 阻害薬以外の
bDMARDsならびにtsDMARDsは中止または保留
する必要がある．重度の呼吸器症状のある患者
の場合，NSAIDsを中止する必要がある．IL-6 阻
害薬は継続される場合がある．

4）SARS-CoV-2 感染後のRD治療

　無症候性PCR陽性者は，診断後（PCR陽性の日
から）10～17 日後に治療再開が可能とされる．
重症化しなかったRD患者については，症状軽快
から7～14日後に治療を再開する．COVID-19が
重症であった患者の治療再開は，症例毎に検討
すべきである．

5．従来のリウマチ性疾患診療の知見が
教えてくれること

　HCQやJAK（Janus kinase）阻害薬のバリシチ
ニブ（baricitinib：BAR）といった薬剤において
は，基礎的な知見からSARS-CoV-2の細胞内への
侵入を阻害することが期待されているが，薬物
動態や用量面の検討は不十分であり，臨床的に
有効性が示されているとは言い難い．特にBAR
をはじめとするJAK阻害薬は，ウイルス感染の
生 体 防 御 に 大 き な 役 割 を 果 た す 1 型IFN

（interferon）のシグナル伝達を抑制し，実際に
帯状疱疹の発生が多いことがよく知られてい
る．十分なエビデンスがあるわけではないが，
ウイルス感染予防の観点からは使用に注意が必
要である．また，HCQはCOVID-19 に対しては
SLE治療時の 2 倍程度の用量で使用されており，
マクロライド系抗菌薬との相互作用とも相まっ
てQT延長症候群に関する注意喚起がなされて
いる．
　SARS-CoV-2 感染者の大半が無症状もしくは
軽症にとどまる一方で，一部の患者は発症から
一定期間後に重症化し，ARDSに陥ることが知ら
れる．これにはサイトカインストームが関与し
ていると考えられ，肺局所で増加するサイトカ
インのパターンは，RAの関節炎に関与するサイ
トカインと類似している．そのため，既にRD治
療 に 臨 床 導 入 さ れ て い る 免 疫 抑 制 薬 が
COVID-19 重症化予防に有用である可能性が期
待されている．IL-6 阻害療法を中心に有効性を
示す観察研究の報告がなされ，臨床試験が精力
的に行われている8）（表 2）．
　一方，成人Still病（adult Still’s disease：ASD）
やCAR-T（chimeric antigen receptor T-cell）療法
に関連するサイトカイン放出症候群に対して，
抗IL-6 受 容 体 抗 体 の ト シ リ ズ マ ブ（tocili-
zumab：TCZ）が既に臨床導入されている．ASD
は，マクロファージ活性化症候群（macrophage 
activation syndrome：MAS）を呈する基礎疾患
として知られ，サイトカインストームがMASの
病態と考えられる．サイトカイン放出症候群や
MASは，複数のサイトカインが関与しており，
ASDの治療経験からは，TCZ治療中にMASを呈し
た例も知られており，ASDに伴うMASに対して
TCZ治療を行う際には，高用量のステロイド治
療 の 併 用 が 考 慮 さ れ る． こ れ と 同 様 に，
COVID-19に対して抗IL-6療法を行う際にも，ス
テロイドとの併用を行うことが重要であるかも
しれない．
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6．withコロナ時代のRD診療

　新規ウイルスであるSARS-CoV-2 に対しては，
一般集団では免疫を有しないため，接触感染・
飛沫感染対策が不十分な場合に集団感染が生じ
るのは周知のとおりである．RD患者において

も，社会的距離の確保や手指衛生等の予防策を
講じることが重要である．また，既に疾患活動
性が安定したRD患者の診察間隔を延長するこ
とは検討すべきと考える7）．
　その他の方策として，オンライン診療等の遠
隔医療についても検討は必要と考えるが，RD診
療については，身体所見や検体検査が治療方針
に与える影響は大きく，診断過程にある患者や
病状が安定していない患者に適用することは困
難であり，未だ課題も多い．
　また，COVID-19 パンデミックの影響により，
COVID-19 治療薬としての需要が増加し，RDに
対する薬剤の供給が逼迫する可能性も指摘さ
れ，既に欧米では，HCQ，TCZ等供給不安が現
実のものとなっている．爆発的に患者が増加し
た場合に，継続治療患者や治療導入が必要な患
者の処方変更の必要性が生じる可能性がある．
通常の医療体制では救われるRD患者が，コロナ
禍において十分な診療が受けられないことによ
る被害を受けることのないように最善を尽くさ
ねばならない．

おわりに

　本稿では，感染の流行地域である中国や欧米
からの報告を参考に述べた．疾患の頻度の面か
ら，未だRD患者集団におけるCOVID-19 感染は
ごく一部に過ぎない．現時点では，十分な質の
高いエビデンスがあるとは言い難く，今後の報
告を見極めていく必要がある．
　また，一般集団でも地域差が考えられてお
り，遺伝的背景・環境要因・生活習慣等さまざ
まな要素の影響があり，日本人でのデータが求
められる．現在，日本リウマチ学会を中心に，
RD患者に発生したCOVID-19 の患者レジストリ
において症例を集積中である．今後の報告を期
待されたい．
　公衆衛生上の緊急事態であることから，各学
会・医学雑誌が積極的に情報を発信している．

種類 薬剤名

NSAIDs
アセチルサリチル酸 

（アスピリンⓇ等）
インドメタシン

ステロイド

デキサメタゾン（デカドロンⓇ等）＊

メチルプレドニゾロン 
（メドロールⓇ等）＊

プレドニゾン
免疫グロブリン 免疫グロブリン静注療法

免疫調節薬・ 
抑制薬

アプレミラスト（オテズラⓇ）
コルヒチン＊

シクロスポリン（ネオーラルⓇ等）
ヒドロキシクロロキン

（プラケニルⓇ）＊

イカチバント（フィラジルⓇ）
レフルノミド（アラバⓇ）
タクロリムス（プログラフⓇ等）

抗補体薬 エクリズマブ（ソリリスⓇ）

IL-1 阻害薬
anakinra＊

カナキヌマブ（イラリスⓇ）

IL-6 阻害薬

clazakizumab＊

olokizumab
サリルマブ（ケブザラⓇ）
sirukumab
トシリズマブ（アクテムラⓇ）＊

IL-17 阻害薬 セクキヌマブ（コセンティクスⓇ）
TNF阻害薬 インフリキシマブ（レミケードⓇ）

JAK阻害薬
バリシチニブ（オルミエントⓇ）＊

トファシチニブ（ゼルヤンツⓇ）
ルキソリチニブ（ジャカビⓇ）＊

アルファベット順に記載
太字は本邦でCOVID-19 に保険収載，英字は本邦未承認
＊は 5 件以上の臨床試験が計画されている薬剤

表 2　COVID-19 治療薬として期待され、 
世界的に臨床試験が実施中・予定中の 
リウマチ性疾患に対する薬剤 

（https://clinicaltrials.gov/より抜粋）
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そのため，内容が十分に検証される前に公表さ
れる論文もあり，最新の情報をご参照いただく
ようご留意いただきたい．
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はじめに

　SARS-CoV-2（severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2）によって引き起こされる
新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 
2019：COVID-19）の集中治療管理において，
現時点で明らかになっている重症患者の病態と
推奨される集中治療管理について述べる．

1．重症化リスク因子と炎症反応

　年齢（65歳以上）や慢性呼吸器疾患，慢性腎
疾患ならびに糖尿病等の基礎疾患は，COVID-19
陽性患者が重症化するリスク因子とされてい
る1）．また，白血球やアルブミン，血清フェリ
チン，Dダイマー，高感度トロポニンI等の検査
値は，生存例と死亡例で有意に差があると報告

されている．炎症反応に関連するサイトカイン
の生成においては，COVID-19陽性で症状のない
患 者 と， 挿 管 人 工 呼 吸 が 必 要 と な っ たICU

（intensive care unit）入室患者を比べた場合，有
意にインターロイキン 6，インターロイキン 1β
ならびに可溶性TNF（tumor necrosis factor）レ
セプター1 等が上昇しており，強い炎症反応は
重症化につながっていることが示唆されてい
る2）．また，これらサイトカインの上昇は，市
中肺炎でICU管理となっている患者よりも有意
に高いと報告され，COVID-19肺炎患者における
病勢の強さを示している．一方で，入院する病
期が患者個々で違っており，重症化するタイミ
ングは予測できないため，バイタルサインや酸
素化悪化に留意し，早めのICU入室や挿管のた
めの人員確保が必要である．挿管操作において
は，感染拡大防止の観点から，気道管理に熟練

重症COVID-19肺炎患者の
集中治療管理
	 要　旨

庄野 敦子

小谷 透

　SARS-CoV-2（severe acute respiratory syndrome coronavirus 2）に
よって引き起こされる新型コロナウイルス感染症の流行は，世界中の集中
治療の現場に大きな衝撃を与えた．本稿では，少しずつ解明されつつある
その病態と治療を中心に，自施設での経験を踏まえつつ，実践的な集中治
療管理について述べる．
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した医師による手技が推奨されている．呼吸機
能の重症化と共に，呼吸器以外の臓器障害が発
生した場合は，予後悪化につながる．

2．重症例の病態及び管理

1）呼吸

（1）肺メカニクスの変化と肺保護戦略
　通常の酸素療法で酸素化が保てない場合は，
挿管人工呼吸管理となる．高流量鼻カニューレ
酸素療法や非侵襲的陽圧換気は，環境汚染（患
者飛沫による医療従事者及びデバイスの汚染
等）が懸念されるため，人口あたりの集中治療
ベッド数の少ない我が国では，現段階では推奨
されていない1）．初期のCT（computed tomogra-
phy）画像では，肺全体に広がるすりガラス陰
影が特徴的で，肺酸素化能は著明に低下してい
るが，肺容量は減少しておらず，胸郭肺コンプ
ライアンスが保たれていることが多い3）．この
場合，高い呼気終末陽圧（positive end-expiratory 
pressure：PEEP）は必要でなく，むしろ，肺の
過膨張を引き起こす可能性があるため，PEEPは
5～8 cmH2Oとし，代わりにFIO2の上昇で対応す
る．一方で，死腔率は高いことが報告され，呼
吸性アシドーシスを回避するために代償性に高
い分時換気量を必要とする．この結果，呼吸仕事
量が著しく増加すれば，呼吸補助が必要となる
場合がある．すなわち，重症化初期の対応は，い
わゆる肺保護戦略よりも換気補助が中心となる．
　しかし，肺における強い炎症反応が持続すれ
ば，血管透過性が亢進し，肺水腫，背側肺の虚
脱が進行，肺容量，胸郭肺コンプライアンスは
低下，いわゆるARDS（acute respiratory distress 
syndrome）の状態となる3）．この病態では，人
工 呼 吸 器 関 連 肺 損 傷（ventilator-induced lung 
injury：VILI）を避けるため，1回換気量（≤6 ml/
kg/理想体重）やプラトー圧（≤ 30 cmH2O）の
制御，高いPEEPの使用（10～15 cmH2O），不均

一換気の是正等ARDSの肺保護戦略に沿った呼
吸管理を目指す．このように，COVID-19肺炎患
者の肺メカニクスは病状の進行に伴い刻々と変
化するため，呼吸器パラメータを注意深く観察
し，その変化を迅速に捉え，治療戦略を選択す
ることが求められる．
　酸素化の改善が乏しければ（P/F比＜150），
積極的に腹臥位療法を考慮する．COVID-19患者
の 腹 臥 位 療 法 は 有 効 で あ る と 報 告 さ れ て お
り4），当院においても，人工呼吸管理症例 10 例
中 6 例に腹臥位呼吸療法を施行したが，全例に
おいて腹臥位中の酸素化の改善を認めた．しか
し，仰臥位に戻ると，酸素化が再度悪化する症
例もあり，腹臥位前後の呼吸状態の評価を連続
的に行うことが重要である．ECMO（extracorpo-
real membrane oxygenation）導入基準について
は，各施設により異なるが，遷延する著明な低
酸素血症（P/F比＜100），重度の呼吸性アシドー
シスがあれば，ECMOによるサポートが必要に
なる．ECMOのカニューレ挿入に伴う合併症（血
管誤穿刺，腹腔内出血等）のみならず，カニュ
レーションのための血管造影室への患者搬送の
リスク（呼吸器変更時の感染拡大のリスク）も
伴うため，施行にあたっては，各部署と連携を
密に取り，計画を立ててから実践する．腹臥位
呼吸療法やECMOの使用においては，普段から
の教育やシミュレーション等，実践を想定した
トレーニングが必須である．

（2）鎮静レベルの調整と筋弛緩薬
　通常，人工呼吸管理中の鎮静はRichmond Agi-
tation-Sedation Scale（RASS）等のスケールを用
い，先に鎮痛を行い，必要に応じて浅い鎮静を
追加する．COVID-19肺炎患者の特徴として，急
性期には鎮静レベルの調節に苦慮する症例が多
い．非常に強い炎症反応，呼吸努力に対し，通
常使用量では患者のストレスを軽減することが
できず，オピオイドや鎮静薬の投与量は増加す
る．深い鎮静には多剤併用が必要となる．また，
過度な吸気努力が持続すると自己肺の肺傷害を
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招くため5），P0.1（吸気の開始から0.1秒後の気
道閉塞圧で吸気努力の強さ，呼吸仕事量を反
映）や，経肺圧等を用いて呼吸努力の強さを評
価する．また，強すぎる場合には，躊躇せず筋
弛緩薬を投与する．当院においても，ECMO実
施症例のうち，1例は筋弛緩薬2日間の使用で1
カ月後には独歩退院できたが，もう1例は25日
間の使用を余儀なくされた．長期の筋弛緩薬投
与は，横隔膜の萎縮やICU-acquired weaknessが
懸念されるが，COVID-19患者においては，肺保
護のために呼吸努力を抑える最終手段として投
与せざるを得ない症例が存在する．筋力低下に
対しては，呼吸管理中からのリハビリテーショ
ンの実施により，早期回復が可能である．

2）凝固亢進と血栓塞栓

　COVID-19陽性患者においては，凝固異常，微
小血栓形成が各臓器における臓器障害の引き金
となり得る．血栓症のリスクは高く，オランダ
の報告では，標準的な抗凝固療法を行っていて
もなお，31％において深部静脈血栓，肺塞栓な
らびに脳梗塞等を認めたと報告されている6）．
また．フランスの報告でも，150例中64件の臨
床的血栓のイベントを認め，非COVID-19患者に
比べて有意に高率に発症し，持続濾過透析の回
路やECMOのポンプにも高率に発症すると報告
された7）．従って，より厳重な抗凝固療法を行う
ことが提案されている．当院の重症患者におい
ても，挿管人工呼吸患者は，全例ヘパリン投与を
行い，連日APTT（activated partial thromboplas-
tin time）を参考に投与量を増減（10,000 単位/
日～25,000 単位/日）していたが，投与量を増や
してもAPTTの延長が得られない症例が多く，退
院前の造影CTにて3例において肺塞栓を認めた．
　肺塞栓の存在は，肺循環を障害し，右心負荷
となり，右心不全を助長する可能性がある．肺
血管拡張薬や一酸化窒素吸入が右心不全治療に
有効であった症例報告はあるものの，COVID-19
患者の肺高血圧，右心不全に対する統一された

治療指針は現段階で示されていない．また，肺
組織における微小血管内の血栓の存在（38例中
31例）が死亡検体の解剖にて明らかになってい
る8）．臨床における肺微小血栓の評価は困難で
あるが，これらは，呼吸メカニクスにおける死
腔率の上昇や，低酸素血症との関連が推測され
ている．一方で，抗凝固療法や抗血小板療法が
どの程度，換気血流不均衡を改善し，酸素化の
改善に寄与するかは明らかにされていない．

3）その他の臓器機能障害

　ウイルス感染によって心臓や腎臓に与える影
響も報告されている．心血管障害においては，
トロポニンIの上昇や心電図変化等，ICU入室患
者の22％に認められ，既往に心血管系の合併症
がない患者であっても，その12％にトロポニン
Iの上昇や心停止がみられたと報告された9）．ま
た，急性腎障害は，重症度が高くなるほどその
発生率は上昇し，血清クレアチニンや尿素窒素
の上昇は院内死亡のリスク因子であることが判
明している．これらの臓器障害の機序として，
ウイルスによる直接的な心筋傷害，腎傷害，あ
るいはサイトカインストームや低酸素血症との
関連が示唆されているが，その機序は明らかに
はなっていない9）．

4）  集中治療後症候群 
（post-intensive care syndrome：PICS）

　PICSは，ICUに入室中あるいは退室後に生じ
る身体障害，認知機能・精神障害を示し，その
予防にはABCDEFGH（awaken the patient daily，
breathing，coordination，delirium monitoring and 
management，early mobility and exercise，family 
involvement，good handoff communication，handout  
materials on PICS and PICS-F（PICS-Family）） 
バンドルの遵守が推奨される10）．COVID-19肺炎
患者においては，ウイルスの直接的侵入や炎症
性メディエータによる中枢神経系への影響，長
期の人工呼吸管理，家族との隔離等，せん妄を
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助長する因子が多い．早期リハビリテーション
や睡眠の質の向上等がPICS発生にどのような影
響を与えるか，今後の研究課題である．

まとめ

　以上，COVID-19 肺炎の重症患者管理におい

て，現在明らかになっている病態，実践的な治
療についてまとめた．今後，重症患者の予後改
善につながる病態の解明，治療薬の開発等を期
待したい．

著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容
に関連して特に申告なし

文 献

1） 令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 一類感染症等の患
者発生時に備えた臨床的対応に関する研究：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き 第2.2版．2020.

2） McElvaney OJ, et al : Characterization of the inflammatory response to severe COVID-19 illness, Am J Respir Crit 
Care Med, 2020. doi : 10.1164/rccm.202005―1583OC.

3） Gattinoni L, et al : COVID-19 pneumonia : different respiratory treatments for different phenotypes? Intensive 
Care Med 46 : 1099―1102, 2020.

4） Coppo A, et al : Feasibility and physiological effects of prone positioning in non-intubated patients with acute 
respiratory failure due to COVID-19 （PRON-COVID）: a prospective cohort study. Lancet Respir Med 8 : 765―
774, 2020.

5） Yoshida T, et al : The comparison of spontaneous breathing and muscle paralysis in two different severities of 
experimental lung injury. Crit Care Med 41 : 536―545, 2013.

6） Klok FA, et al : Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. Thromb Res 
191 : 145―147, 2020.

7） Helms J, et al : High risk of thrombosis in patients with severe SARS-CoV-2 infection : a multicenter prospective 
cohort study. Intensive Care Med 46 : 1089―1098, 2020.

8） Carsana L, et al : Pulmonary post-mortem findings in a series of COVID-19 cases from northern Italy : a 
two-centre descriptive study. Lancet Infect Dis, 2020. https://doi.org/10.1016/S1473―3099 （20） 30434―5

9） Clerkin KJ, et al : COVID-19 and cardiovascular disease. Circulation 141 : 1648―1655, 2020.
10） 日本集中治療医学会：PICS 集中治療後症候群．https://www.jsicm.org/provider/pics.html
　

トピックスⅩ

2310 日本内科学会雑誌 109 巻 11 号



はじめに

　新型コロナウイルス感染症（coronavirus dis-
ease 2019：COVID-19）とインフルエンザの同
時流行の可能性が否定できないなか，検査実施
キャパシティーの増加及び新しい検査法の開発
が急ピッチで進行中である．感染症の制圧にお
いて迅速且つ正確な診断は必須であり，その結
果に基づく適切な治療と効果的な感染対策が重
要になる．COVID-19の診断においては，検体採
取者にとって感染リスクを伴う鼻咽頭拭い液を
使用しなければいけないことが検査実施の高い
ハードルとなっていた．しかし，本ウイルスが
唾液中にも高濃度に存在することが明らかとな
り，唾液を用いた検査法の開発が大きな変化を
もたらしている．さらに最近では，鼻腔（鼻の
入り口）から患者自身が検体を採取する方法も
承認された．本稿では，COVID-19の診断に用い
られる検査の適応に関する基本的考え方，検査

法の特徴と注意点について概説する．

1．検査の適応に関する基本的考え方

　新型コロナウイルス感染症対策分科会から，
本感染症に対する検査の基本的考え方が示され
ている（表 1）1）．①はCOVID-19を疑う症状があ
る患者であり，速やかな検査が求められる集団
である．②―aは無症状者で感染リスク・検査前
確率が高い集団，②―bは感染リスク・検査前確
率が低い集団としている．②―aは，クラスター
発生時の濃厚接触者，高齢者施設の入所者や職
員等が該当する．②―bは，社会経済活動の観点
から，あるいはスポーツ選手や文化・芸能に関
わる人等マスク着用等の適切な感染対策をとる
ことの難しい集団である．ビジネスで海外出張
が必要な方や，特に症状はないが，不安で検査
を希望する方等は②―bに分類される．
　厚生労働省が発表した検査法毎に使用できる

検査診断
	 要　旨

舘田 一博
　新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 2019：COVID-19）
の診断において，遺伝子検査が最も重要であることに疑いはないが，最近
では簡易・高感度抗原検査も開発され，利用可能となっている．さらに，
鼻咽頭拭い液だけでなく，唾液や鼻腔（鼻の入り口）検体を用いた検査法
も承認されている．感染症の制圧において迅速且つ正確な診断は必須であ
り，COVID-19においても適切な検査が速やかに実施できるような体制づ
くりが求められている．
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Key words 新型コロナウイルス感染症（COVID-19），遺伝子検査，抗原検査，抗体検査
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検体及びその対象者を表2に示した2）．症状を有
する方で発症から 9 日以内の人に対しては，遺
伝子検査，高感度抗原検査ならびに簡易抗原検
査のいずれもが利用できる．検体としても，簡
易抗原検査の唾液を除き，鼻咽頭拭い液，唾液
ならびに鼻腔（鼻の入り口）のいずれを用いて
もよいことになっている．また，無症状者にお
いては，鼻咽頭拭い液と唾液を用いた遺伝子検
査及び高感度抗原検査が承認されている．特に
インフルエンザ流行の秋冬においては，鼻腔検
体を用いてインフルエンザとCOVID-19 の検査
を同時に実施することも想定している．インフ
ルエンザとCOVID-19 の流行時期における検査
の基本的考え方に関しては，日本感染症学会が
発表している提言も参考にしていただきたい3）．

2．各種検査法の種類と注意点

1）遺伝子検査法

　新型コロナウイルスに特異的なRNA（ribonu-
cleic acid）配列をRT-PCR（reverse transcription 
polymerase chain reaction）法等で増幅し，これ
を検出する方法が用いられる．数十コピーのウ
イルス遺伝子を検出できるほど感度が高いこと
が本法の特徴であるが，検査時間が比較的長い

（1～5 時間），専用機器・熟練した人材が必要，
高コストといった点が普及のハードルとなって
いる．これまでに利用可能となっている遺伝子
検査法を表3に示す4）．それぞれの検査法毎に感
度・特異度に差がみられるが，概ね感度90％以
上，特異度はほぼ 100％と考えてよい．遺伝子
検査法では増幅に必要なサイクル数（Ct（thresh-
old cycle）値）等をもとに，検体中に存在する
ウイルス遺伝子数を推定することができる．少
ないサイクル数で陽性になる場合にはウイルス
遺伝子が多く，逆に陽性となるまでに要するサ
イクル数が多い場合にはウイルス遺伝子数が少
ないと判断する．さらに，Ct値が高い（ウイル
ス遺伝子数が少ない）場合には，たとえ遺伝子
検査が陽性であっても，その検体から感染性を
示すウイルスが分離されにくくなることに注意
する必要がある5）．COVID-19患者の典型的な検

表 1　COVID-19 検査の基本的な考え方
（新型コロナウイルス感染症対策分科会（第 2 回）： 

2020 年 7 月 16 日）

① 有症状者
② 無症状者
　a 感染リスク及び検査前確率が高い場合

・ クラスター発生時，医療機関や高齢者施設など
　b 感染リスク及び検査前確率が低い場合

・ 海外渡航時，スポーツ選手，文化・芸能など
・ 社会・経済を円滑に維持するため
・ 一般市民の安心のため

表 2　COVID-19 検査法ごとに使用できる検体及び対象者
（第8回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（2020年9月10日）資料より）

遺伝子検査 高感度抗原検査（定量） 簡易抗原検査（定性）
鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液

有症状者
発症から 9 日以内 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×
発症から 10 日以降 〇 〇 ― 〇 〇 ― △　 △ ×

無症状者 〇 ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ×
― 推奨されない
△ 使用可能だが陰性の場合には遺伝子検査が必要
× 現在検討中
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査結果をシェーマで図に示した6）．鼻咽頭拭い
液の遺伝子検査陽性は数週間に亘って持続する
ものの，感染性のあるウイルスが分離されるの
は発症から約 1 週後となっていることが重要で
ある．

2）抗原検査法

　新型コロナウイルス特異蛋白を迅速に検出す

る方法が承認されている．イムノクロマトグラ
フィー法を用いた定性の簡易検査法（エスプラ
イン®：富士レビオ，クイックナビ™-COVID19 
Ag：デンカ株式会社）と高感度で定量性を持た
せた検査法（ルミパルス®：富士レビオ）が利用
可能となっている．イムノクロマトグラフィー
法では，検体採取の後，約30分で目視による判
定が可能である（定性試験）．ただし，イムノク

表 3　COVID-19 に対する遺伝子検査法
（厚生労働省健康局結核感染症課，国立感染症研究所　2020年9月25日版）
https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/2019-nCoV-17-current.pdf

Ⅰ．通常の検査方法（逆転写及び遺伝子増幅に 1 時間以上かかるもの）

1．LightMixR Modular SARS-CoV（COVID-19）E-gene，N-gene ロシュ・ダイアグノスティックス

2．新型コロナウイルス検出 RT-qPCRキット BGI社

3．FLUOROSEARCHTM Novel Coronavirus Detection Kit 株式会社医学生物学研究所

4．TaqMan SARS-CoV-2 Assay Kit v2（Multiplex） ライフテクノロジーズジャパン株式会社

5．新型コロナウイルス 2019-nCoV 核酸検査キット（蛍光PCR法） 中山大学達安基因株式有限会社

6．2019 新型コロナウイルス検出試薬キット 株式会社島津製作所

7．BD MAXTM ExK TNA-3 セット 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

8．新型コロナウイルス検出キット 東洋紡株式会社

9．GoTaq®　Probe 1-Step RT-qPCR System プロメガ株式会社

10．Aptima SARS-CoV-2 ホロジックジャパン株式会社

11．VIASURE SARS-CoV-2 PCR CerTest社

12．i-densy Pack UNIVERSAL SARS-CoV-2 キット アークレイ株式会社

13．エリート MGB SARS-CoV-2 キット ELITech社

14．PowerChek 2019-nCoV Real-time PCR Kit KogeneBiotech社

15．Standard M nCoV RT-PCR検出キット SD Biosensor社

Ⅱ．迅速な検査法（逆転写及び遺伝子増幅が 1 時間未満のもの）

1．Loopamp 2019-nCoV検出試薬キット 栄研化学株式会社

2．SARS-CoV-2 GeneSoc ER 杏林 杏林製薬株式会社

3．SmartAmp 2019 新型コロナウイルス検出試薬 株式会社ダナフォーム

4．新型コロナウイルスRNA検出試薬 Genelyzer KIT キヤノンメディカルシステムズ株式会社

5．SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit タカラバイオ株式会社

6．SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit 富士フイルム和光純薬株式会社

7．SUDx-SARS-CoV-2 detection Kit 株式会社スディックスバイオテック

8．スマートジーン新型コロナウイルス 株式会社ミズホメディー
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ロマトグラフィー法による抗原検出は，遺伝子
検査法に比べて感度が低いことに注意しなけれ
ばならない．イムノクロマトグラフィー法によ
る抗原検査が陰性であっても，臨床症状や疫学
的背景からCOVID-19を疑う場合には，再度遺伝
子検査を実施する必要がある．一方で，富士レ
ビオ社が開発したルミパルス®は，高感度・定量
的抗原検出を可能とする検査法であり，遺伝子
検 査 に 近 い 感 度 が 得 ら れ る と さ れ て い る．
RT-PCR検査との比較では，行政検査検体を用い
たときの陽性一致率が 66.7％，陰性一致率が
100％であるとされている．高感度抗原検査は，
無症状者の鼻咽頭拭い液及び唾液を用いた検査
としても承認されている（表 2）．

3）抗体測定法

　患者血液中の特異抗体を検出する方法が多数
開発されている．通常，特異抗体の産生には感
染後 2～3 週間が必要であるが，COVID-19 の場
合には，感染から発症まで，発症から受診まで
で 2 週間ほど経過している症例もあり，このよ
うな場合，患者血液の抗体の検出が診断に役立

つと考えられる．ただし，前述した理由により，
感染・発症していても抗体検査が陽性にならな
い症例があることに注意しなければならない．
イムノクロマトグラフィー法を用いた簡易抗体
測定キットが多数開発されているが，キットに
よっては，信頼性のある結果が得られないもの
があることに注意しなければならない．一方，
抗体価を定量測定する検査法も開発されている

（アボット社，ロシュ社）．ELISA（enzyme-linked 
immunosorbent assay）法等を用いて定量的に特
異抗体を検出する方法であり，専用機器が必要
であるが，多数の検体を迅速・正確に検査する
ことが可能である．抗体価測定は，診断に加え
て，感染の既往者を把握するための疫学調査に
おいても有用である．図にみられるように，特
異抗体の上昇は発症 1 週前後から観察される．
興 味 深 い こ と に，COVID-19 患 者 で は，IgM

（immunoglobulin M）とIgG（immunoglobulin G）
の上昇がほぼ同時に進行することが報告されて
いる．新型コロナウイルスに類似したウイルス
の先行感染の影響ではないかとする考え方もあ
るが，詳細は不明である．また，抗体が検出さ

図　COVID-19 発症前後で予測される検査結果（文献6を一部改変して引用）

発症前 発症後

鼻咽頭PCR

ウイルス分離

IgM抗体

IgG抗体

１週前 発症 1週後 2週後 4週後 5週後 6週後3週後
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れる時期と一致して感染性のあるウイルスが分
離されなくなることにも注目する必要がある．
中和抗体の出現と感染性との関連に関しては，
今後，詳細に検討していく必要があるであろう．

おわりに

　COVID-19に関する検査の考え方，検査法の種
類と特徴に関して概説した．本感染症に対する

検査診断法は，新しいエビデンスの創出によ
り，未だ改訂の途中であることを認識する必要
がある．検査実施者が安全に検体を採取し，迅
速且つ正確な検査ができる体制の確立が求めら
れる．特に秋冬のインフルエンザシーズンにお
いて，臨床現場が混乱しないよう産官学の連携
による準備が必要になる．

著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容
に関連して特に申告なし
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はじめに

　政府による緊急事態宣言の発令（2020年4月
7 日）後，一旦は減少傾向に転じた新型コロナ
ウ イ ル ス 感 染 症（coronavirus disease 2019：
COVID-19）の新規感染者数は，2020 年 6 月中
旬以降，首都圏を中心に再び増加を続け，同 7
月末以降，ゆっくり減少に転じたものの，9 月
23日時点においても，全国的に1日500人程度
の新規感染者数の報告がなされている．
　欧 州 等 外 国 の 感 染 状 況 も 踏 ま え， 今 後 も
COVID-19 と共に暮らす新たな日常がしばらく
続くことを覚悟しなければならない．
　日本医師会は，中華人民共和国湖北省武漢市
において，COVID-19患者の集団発生が報告され
て以降，地域の医療提供体制，さらには，国民

の健康を守るという観点から，地域の医療現場
における問題点を把握し，国に対し必要な要望
を行ってきた．
　また，COVID-19に対応する医療機関のみなら
ず，COVID-19以外の疾病等に対応する医療機関
の医療機能を維持するため，都道府県医師会及
び郡市区医師会の協力のもと，必要な体制整備
を行ってきた．
　本稿では，COVID-19に対する日本医師会のこ
れまでの主な対応について振り返ると共に，今
秋・冬に向けた課題について述べたい．

1．日本医師会の対応

　日本医師会では，危機管理の観点から，各種
の感染症に対して迅速且つ適切な対策を講ずる

日本医師会の
これまでの対応・今後の方針
	 要　旨

釜萢 敏
　日本医師会は会員への新型コロナウイルス感染症情報伝達に注力し，地
域の医療現場の窮状を把握し，国に対してさまざまな要望を行った．既に
船内で感染が拡大したクルーズ船が横浜港に入港し，乗客・乗員への緊急
対応のため，災害時と捉えて特例的にJMAT（Japan Medical Association 
Team）チーム派遣を実施した．医師が必要と判断した場合の検査体制の
整備や病床確保が困難で医療崩壊の危機に直面し医療危機的状況宣言を
出す等，全力で対策に取り組んだ．引き続き，withコロナが続くなかで今
後の方針を示した．

〔日内会誌　109：2316～2318，2020〕

Key words 日本医師会，新型コロナウイルス感染症（COVID-19），医療崩壊，PCR検査

日本医師会　常任理事
COVID-19. Topics：XII. Japan Medical Association’s previous response and future policy.
Satoshi Kamayachi：Executive Board Member, Japan Medical Association, Japan.
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ことができる体制を整備するため，O157 によ
る集団食中毒をきっかけに，1997年に感染症危
機管理対策室を設置した．
　今回のCOVID-19 についても，1 月 7 日に「中
華人民共和国湖北省武漢市における非定型肺炎
の集団発生に係る注意喚起について」の通知を
発出し，これ以降，都道府県医師会，郡市区医
師会ならびに日本医師会ホームページ等を通じ
て医療機関等に対する迅速な情報提供に努めて
きた．
　1 月 28 日には政令が公布され，COVID-19 が
感染症法上の「指定感染症」（2 類感染症相当）
に位置付けられた（施行日：2月1日）が，日本
医師会は同日，会内に新型コロナウイルス感染
症対策本部を設置し，第 1 回本部会議を開催し
た．同会議は，現在も週 1 回の頻度で開催し，
地域の感染状況に応じた日本医師会の対応方針
等について検討を重ねている．
　また，2月3日，横浜港に寄港したクルーズ船

（ダイヤモンド・プリンセス号）で発生した集団
感染事例に対しては，本来は災害時に派遣する
JMAT（Japan Medical Association Team）チーム
について，COVID-19 への対策を災害対策と捉
え，「COVID-19 JMAT」として特例的に派遣する
ことを決定し，乗客・乗員に対する健康観察・
臨時応急の診療，検査のための検体採取等を実
施する等，迅速な支援に努めた．
　また，2 月に入り，COVID-19 患者への診療だ
けでなく，通常診療に必要なマスク，手指衛生
用アルコール等の医療資機材が全国的に不足し
ている状況が生じたほか，当時の検査体制の問
題から，医師が必要と認めたPCR（polymerase 
chain reaction）検査が実施できないといった問
題が発生した．
　感染拡大防止のため，医師の判断によるPCR
検査の確実な実施，また，医療資機材の医療機
関への配備等，COVID-19対策の一層の充実を求
める要望書を取りまとめ，適時政府等に提出
し，速やかな改善を求めた．日本医師会は，現

在においても，COVID-19の拡大防止と医療提供
体制の維持に向けた取り組みについて，政府に
繰り返し要望している．
　3 月には，新規感染者の増加が顕著になり，
各地域においてCOVID-19 の患者に対する診療
体制の強化が求められた．
　日本医師会においても，3 月 11 日，発熱患者
等に対する電話トリアージ等のため，都道府県
医師会及び郡市区医師会に対して，自治体等と
の連携による支援体制の構築を依頼した．
　3 月末には，特に首都圏，都市部での大幅な
感染増がみられたことから，4 都県（東京都，
千葉県，埼玉県ならびに神奈川県），また，5 都
府県（東京都，神奈川県，愛知県，大阪府なら
びに兵庫県）との間で緊急会議を行い，地域の
感染状況，医療提供体制に係る喫緊の課題等に
ついて，詳細な報告を受けた．
　国の緊急事態宣言は，国民生活及び国民経済
への影響を踏まえて発令されるが，現在行って
いる感染症対策は，2 週後に新規感染者数の増
減として結果が表れることから，感染爆発が起
こってからでは遅く，今のうちに対策を講じる
必要性があるとの判断から，日本医師会は 4 月
1日，国の決断を待たずに，医療現場として「医
療危機的状況宣言」を発令し，国民に対して，
自身の健康管理，感染を広げない対策ならびに
適切な受診行動を要請した．
　さらに，4月4日，同6日と続けて，加藤厚生
労働大臣（当時）に要望し，医療が危機的状況
にある現状について意見交換を行った．
　時を同じくして，各地域からも，東京都医師
会「医療的緊急事態宣言」，福井県医師会「医療
提供体制緊急事態宣言」，福岡県医師会「医療危
機的状況宣言」が出された．
　これら国内の感染状況に鑑み，4月7日，安倍
内閣総理大臣（当時）から 7 都府県を対象に緊
急事態宣言が発令され，その後，同 16 日には，
緊急事態宣言の対象地域は全国に拡大された．
　緊急事態宣言と同時に「新型コロナウイルス
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感染症緊急経済対策」も示され，日本医師会の
要望も踏まえ，医療機関の支援については，「緊
急包括支援交付金」，「地域医療確保支援」，「診
療報酬」の3本立てで対応されることになった．
　一方で，COVID-19に対応する医療機関はもち
ろんのこと，COVID-19以外の疾病に対応する医
療機関においても，医師・看護師等の医療従事
者の疲弊は非常に大きいものがあった．
　日本医師会は，地域の医療提供体制を維持
し，国民の生命と健康を守るため，安倍総理大
臣（当時），加藤厚労大臣（当時）等と会談し，
医療機関の窮状を訴えると共に，2020年度第2
次補正予算に医療機関等の支援を盛り込むこと
を求めた．
　その結果，6 月 12 日に成立した第 2 次補正予
算では，新型コロナウイルス感染症緊急包括支
援交付金として，第1次補正予算を上回る約2.2
兆円の財政措置がなされた．
　2 次補正予算では，新型コロナウイルス感染
症対応従事者慰労金として，医療機関の役割に
応じて，医療従事者，職員に対して 1 人あたり
5万円，10万円，20万円が給付されることとな
る等，さらなる支援策が講じられた．
　また，COVID-19の患者が増加し始めた3月以
降，国民の間で，COVID-19 への警戒や不安か
ら，元々通院されていた方が受診を控える，子
どもの予防接種を控える，また，健康診断を取
りやめる等，健康状態の悪化や重大な病気の発
見が遅れることが強く危惧された．
　そのような状況から，日本医師会では，8 月
7 日から，適切な感染防止対策を講じている医
療機関に対して，厚生労働省の協力を得て「み

んなで安心マーク」の発行を開始した．
　この取り組みは，医療機関にとって，改めて
自院の院内感染対策を確認するきっかけになる
と同時に，患者さんにとって，安心して受診し
てもらう目安になるものである．

2．今秋・冬に向けて

　例年，秋・冬には季節性インフルエンザが流
行するが，今期はCOVID-19と関連してこれまで
以上に多くの発熱患者等への対応が求められる
ことが想定される．医療現場では，季節性イン
フルエンザとCOVID-19 を臨床症状から鑑別す
ることは難しいため，各地域において，発熱患
者等に対応できるなるべく多くの相談・診療・
検査体制の整備が必要となってくる．地域の医
療体制には違いがあるため，これまで以上に自
治体・地域医師会等の関係者が連携・協力し，
各都道府県の「協議会」等において協議を行い，
地域の実情に応じた体制を構築しなければなら
ない．感染防止策を講じていても，医療従事者の
感染による健康被害が生じた場合の対応につい
て，さらに行政による強力な支援が求められる．
　日本医師会としても，都道府県医師会及び郡
市区医師会に協力いただきながら，国民の生
命・健康を守るため，COVID-19はもちろんのこ
と，COVID-19以外の疾病に対応する医療機関へ
の支援を継続していく所存である．

著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容
に関連して特に申告なし
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はじめに

　2019 年末に中国で確認された新型コロナウ
イルス（severe acute respiratory syndrome coro-
navirus 2：SARS-CoV-2）は全世界に拡散し，そ
の後も大規模なパンデミックが続いている．
SARS-CoV-2 による新型コロナウイルス感染症

（coronavirus disease 2019：COVID-19）の治療
法の開発にあたっては，時間的制約から，まず
は既存薬で抗ウイルス活性を有する薬剤の転用

（drug repositioning）が試みられているほか，重
症例等に対しては，病態への関与が疑われる過
剰免疫の抑制も大きなテーマとなっている．本
稿では，現時点で国内においてCOVID-19を治療
する際に考慮される治療法を概説する．

1．既存の抗ウイルス薬

1）レムデシビル

　レムデシビルは，元々はC型肝炎，その後，
エボラ出血熱に対して開発されたRNA（ribonu-
cleic acid）ポリメラーゼ阻害薬で，SARS-CoV-2
に対しても良好な活性を示す．COVID-19に対す
る抗ウイルス薬としては，現時点で最もエビデ
ンスが蓄積されている薬剤である．肺炎を合併
したCOVID-19 患者を対象としたランダム化比
較 試 験（randomized controlled trial：RCT） で
は，退院可能となるまでの日数が 15 日から 11
日に有意に短縮された1）．ただし，本剤の投与
による院内死亡率の低下への効果は示されてい
ない 2）．原則的には，5 日間の投与が推奨され
る．COVID-19 に対して特例承認を受けている
が，今のところ供給が限られるため，医療機関

治療薬と臨床試験
	 要　旨

土井 洋平
　新型コロナウイルスは中国から全世界に拡散し，その後も大規模なパン
デミックが続いている．新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 
2019：COVID-19）の治療法の開発にあたっては，主に既存薬で抗ウイル
ス活性を有する薬剤の転用（drug repositioning）が試みられているほか，
重症例に対しては，過剰免疫の抑制も大きなテーマとなっている．
COVID-19に対する治療法は未だ黎明期にあるが，臨床研究等に基づく知
見がかつてない速度で蓄積されつつある．

〔日内会誌　109：2319～2322，2020〕

Key words 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2），抗ウイルス薬，既存薬，抗炎症薬

藤田医科大学微生物学講座・感染症科，ピッツバーグ大学感染症科
COVID-19. Topics：XIII. Pharmacotherapy and clinical trials.
Yohei Doi：Departments of Microbiology and Infectious Diseases, Fujita Health University School of Medicine, Japan and Division of Infectious 
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から厚生労働省に依頼し，薬剤提供を受ける形
になっている．

2）ファビピラビル

　ファビピラビルは，日本で開発されたRNAポ
リメラーゼ阻害薬で，新型または再興型インフ
ルエンザウイルス感染症に適応承認されてい
る．動物において催奇形性がみられていること
から，妊婦または妊娠している可能性のある女
性への投与は禁忌である．ロシアで製造された
ファビピラビルによるCOVID-19 患者のRCTで
は，投与5日目でのPCR（polymerase chain reac-
tion）陰性化率が無投薬群の30％に対し，62.5％
と有意に低かった3）．
　藤田医科大学を中心に，無症状から軽症の
COVID-19患者を対象に行われたRCTでは，投薬
群で投与 6 日目までのPCR陰性化率が高く，発
熱期間が短い傾向があったものの，事前に規定
された統計解析では有意差には達しなかった．
一方，ファビピラビルの開発元である富士フイ
ルム富山化学が，肺炎患者 156 名において症状

（体温，酸素飽和度，胸部画像）の軽快且つウイ
ルスの陰性化までの時間を比較した企業治験で
は，ファビピラビル投与群で11.9日，プラセボ
投与群では14.7日と，統計的有意差（調整後ハ
ザード比1.593，95％信頼区間1.024 – 2.479) が
得られた．この結果をもって承認申請を予定す
ることがプレスリリースで発表されている．
　ファビピラビルは執筆時点ではCOVID-19 に
は未承認であるが，臨床的判断によりCOVID-19
患者にファビピラビルを適応外投与する場合，
富士フイルム富山化学から薬剤の供給を受ける
ことができる．この際には，投与後の転帰情報
等を集積するために，国立国際医療研究セン
ターが行うレジストリ研究と藤田医科大学が行
う抗ウイルス薬研究への参加をお願いしてい
る．

2．抗ウイルス薬以外の既存薬

1）ネルフィナビル

　ネ ル フ ィ ナ ビ ル は 古 典 的 なHIV（human 
immunodeficiency virus）のプロテアーゼ阻害薬
で，HIV感染症の治療にはほとんど使われなく
なっているが，SARS-CoV-2に対して増殖抑制活
性があることが東京理科大学・国立感染症研究
所のグループから報告された4）．現在，長崎大
学を中心に，軽症患者のPCR陰性化までの期間
を評価するRCTが開始されている．

2）シクレソニド

　喘息の吸入治療薬であるシクレソニドには，
抗SARS-CoV-2 活性があることが国立感染症研
究所より報告されている5）．実際にCOVID-19患
者で奏効したとの症例報告をもとに，特に軽症
患者での適応外使用が始まっている6）．また，
肺炎発症の予防効果を検証するためのRCTが国
立国際医療研究センターを中心に進められてい
るほか，米国でも外来患者の重症化予防を評価
するRCTが進行中である．

3）ナファモスタット

　ナファモスタットは，国内で膵炎，DIC（dis-
seminated intravascular coagulation）に適応のあ
るプロテアーゼ阻害薬であるが，東京大学医科
学研究所から，ナファモスタットが気道上皮細
胞のTMPRSS2を阻害し，SARS-CoV-2のスパイク
蛋白の活性化を防ぐことで，抗SARS-CoV-2活性
を示すことが報告された7）．人工呼吸器患者や
ECMO（extracorporeal membrane oxygenation）
患者で良好な治療成績を得たとの症例報告があ
り8），東京大学を中心に，ファビピラビルにナ
ファモスタットを併用した際の臨床的軽快，ウ
イルス学的治癒への有効性を検証するRCTが開
始されている．
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4）カモスタット

　慢性膵炎等に適応のあるプロテアーゼ阻害薬
であり，ナファモスタットと同じく，抗SARS-
CoV-2 活性を示すことが報告されているが，経
口薬である点が異なる．小野薬品工業による企
業治験が検討されている他，国際医療福祉大学
を中心として，他の既存薬との併用効果を検討
するRCTが計画されている．

5）イベルメクチン

　日本で開発され，世界的に糸状虫症等の治療
に広く使われているマクロライド系抗寄生虫薬
であるイベルメクチンに抗SARS-CoV-2 活性が
あることが報告されている．米国での査読前観
察 研 究 で， イ ベ ル メ ク チ ン を 投 与 さ れ た
COVID-19 患者で死亡率が低下している可能性
が示唆されており9），北里大学を中心に，軽症
患者を対象にウイルス学的治癒への有効性を検
証するRCTが開始されている．

3．抗炎症薬

1）デキサメタゾン

　英国でCOVID-19患者6千名以上が参加した大
規模RCT（リカバリー試験）で，28 日総死亡率
が標準治療群に比べ，デキサメタゾン群で有意
に低下したことが報告された．特に酸素投与患
者で死亡率が 20％，挿管患者では 35％低下し
た10）．この結果をもとに，厚生労働省の「新型
コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引
き 第 2.2 版」には，レムデシビルと並んで承認
薬として収載されていることから，中等症以上
の症例では当面の標準治療となる可能性がある．

2）メチルプレドニゾロン

　ブラジルで行われたRCTで，メチルプレドニ
ゾロン群の 28 日総死亡率は標準治療群と差が

みられなかったが，60歳以上ではメチルプレド
ニ ゾ ロ ン 群 で 有 意 に 低 か っ た と の 報 告 が あ
る11）．国内では，名古屋大学を中心に，重症化
予防効果を検証する単群試験が行われている．

3）トシリズマブ

　重 症COVID-19 患 者 で は，T細 胞 や 単 球 がIL
（interleukin）-6 を大量に産生し，これがサイト
カインストームに寄与し，死亡率を押し上げて
いるとの考え方に基づき，IL-6 受容体モノク
ローナル抗体であるトシリズマブやサリルマブ
の投与が行われている．イタリアや米国の大規
模な観察研究では，トシリズマブの投与と死亡
率の低下の相関が示唆されているが，その後発
表された中等症患者を対象としたRCTでは，挿
管や死亡，臨床的悪化のリスクは低減されな
かった 12）．

4．有効性が示されなかった既存薬

1）ヒドロキシクロロキン

　抗マラリア薬・免疫調節薬であるヒドロキシ
クロロキンは，SARS-CoV-2に対して良好な活性
を 示 す こ と か ら， 一 時 は 世 界 的 に 盛 ん に
COVID-19の治療に用いられたが，高用量の投与
で心停止等の心毒性が多発したこと，また，リ
カバリー試験をはじめとするRCTで有効性が示
されなかったことから，COVID-19に対する治療
薬としては用いられなくなりつつある．

2）ロピナビル・リトナビル

　ロピナビル・リトナビルは，2000年代前半に
ネルフィナビルと並びHIV感染症の治療に頻用
されたプロテアーゼ阻害薬で，SARS-CoV-2に対
し て 増 殖 抑 制 活 性 が み ら れ た こ と か ら，
COVID-19の治療薬としても期待されたが，リカ
バリー試験で有効性が示されず，また，忍容性
も低いことから，使用されなくなってきている．
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5．臨床研究のあり方

　COVID-19は発生から未だ1年に満たない疾患
であるが，低分子，抗体ならびに血液製剤等さ
まざまな治療法が急ピッチで臨床研究に供され
ている．このなかには，RCTで有効性が検討さ
れているもの，観察研究で有効性の類推を試み
ているもの等，さまざまなエビデンスレベルの
ものが混在している．公衆衛生上の緊急性を考
慮すると，全ての有望な治療法をRCTで検証す
ることは現実的でないかもしれないが，医療者
としては，それぞれの治療法を巡るエビデンス

レベルをよく理解したうえで治療法を選択して
いく必要があると考える．

おわりに

　COVID-19 に対する治療法は未だ黎明期にあ
るが，臨床研究等に基づく知見がかつてない速
度で蓄積されつつある．実臨床でのアプローチ
も，特に中等症以上の患者では刻々と変化して
いることから，最新の情報に注意を払いつつ，
診療にあたっていきたい．

著者のCOI (conflicts of interest)開示：土井洋平；研究
費・助成金（関東化学，ヤンセンファーマ）
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はじめに

　新興ウイルス感染症が発生した場合，医療
機関には，その時点で最善と考えられる医療を
患者に提供する役割がある．2003 年の重症急
性呼吸器症候群（severe acute respiratory syn-
drome：SARS）や 2014 年のエボラ出血熱の流
行のように，医療従事者の感染を含めた院内感
染が大規模に発生することもある1）．このよう
な場合，感染症患者の医療を維持するために
は，行政機関の総合調整下に，施設の整備や個
人防護具等の配備が行われると共に，医療従事
者に適切な情報が提供される必要がある．本稿
では，このような役割を担ったと考えられる「新
型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手
引き」について紹介する．

1．診療の手引きの作成の経緯

　著者は，2011年度から厚生労働科学研究費補
助金事業の研究代表者として，1 類感染症等の
患者が国内で発生した場合に備える感染症指定
医療機関の支援に関わってきた．この間，「重症
熱性血小板減少症候群（SFTS）診療の手引き」

（2013 年），「ウイルス性出血熱 診療の手引き」
（2014 年）を作成し，改訂を行ってきたところ
である．
　1 類感染症等の患者発生時には，症例定義に
基づいて疑い患者をスクリーニングし，適切な
検体が採取され，地方衛生研究所に検体を搬送
する必要がある．患者は感染症指定医療機関に
移送され，治療を受けることが想定される．こ
れら一連の行政対応のなかで患者の診療が行わ
れることが特徴と考えられる．症例定義やオペ
レーションに関するルールは，厚生労働省（以

新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）診療の手引き
	 要　旨

加藤 康幸
　新興ウイルス感染症が発生した場合，医療機関には，院内感染を防止し
ながら，その時点で最善と考えられる医療を患者に提供する役割がある．
「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き」は，2020年3月
に公表されて以降，改訂されてきた．行政機関と医療機関をつなぐコミュ
ニケーションのツールとしても一定の役割を果たしたと考えられる．

〔日内会誌　109：2323～2326，2020〕

Key words 新型コロナウイルス感染症（COVID-19），診療の手引き，インフォデミック

国際医療福祉大学成田病院感染症科
COVID-19. Topics：XIV. A guide on clinical management of patients with COVID-19 for front-line healthcare workers.
Yasuyuki Kato：Department of Infectious Diseases, International University of Health and Welfare Narita Hospital, Japan.
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下，厚労省）担当部局から地方自治体衛生部宛
に文書で発出される．このため，医療従事者が
全体のオペレーションを理解し，最新情報にア
クセスすることができる媒体が求められる．
　2019 年末に中国湖北省武漢市で発生した新
型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 
2019：COVID-19）は，2020年1月15日には早
くも日本国内で1例目の患者が発生した．2月1
日には指定感染症に指定されることとなり，流
行拡大に伴って，厚労省から多数の通知や事務
連絡が発出された（図）．関連学会の指針や学術
論文も同様であり，いわゆるインフォデミック
の状況にあると考えられ，診療の手引きを作成
することとした2）．

2．診療の手引きの作成と改訂

　医療従事者を対象に，厚労省からの通知や事
務連絡，世界保健機関等の専門機関・団体が発
行する暫定ガイドラインならびに学術論文等の
公開情報を簡潔にわかりやすくまとめることを
主眼とした．項目は，病原体・臨床像，症例定
義・診断・届出，治療，抗ウイルス薬，院内感

染防止，退院・生活指導とした．治療と抗ウイ
ルス薬を分けたのは，呼吸不全に対する支持療
法が治療の中心になると判断したためである．
多忙な医療従事者が理解しやすいよう，図表を
多用することとした．文献も記載し，読者がさ
らに情報を深められることとした．研究班員の
クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」で
発生した患者等の診療経験も反映させ，第 1 版
を 3 月 17 日に公表した．
　4 月に入り流行が拡大すると，厚労省新型コ
ロナウイルス感染症対策推進本部が事務局の役
割を担い，情報収集と事実確認が容易になった
ほか，日本感染症学会，日本呼吸器学会ならび
に日本集中治療医学会から委員の推薦を受け，
診療の手引き検討委員会を構成することができ
た．呼吸不全に着目した重症度分類を設定し，
それに応じた治療の考え方を整理したのが，5
月18日に公表した第2版の特徴である．委員間
の意見のすり合わせはオンライン会議を通じて
行ったが，迅速性の観点から極めて有効な方法
であった．なお，英語版も作成し，世界保健機
関西太平洋地域事務局等に提供された．その
後，新規検査試薬や退院基準の変更等に応じ

図　厚生労働省から発出された自治体・医療機関向けの情報数の推移
厚生労働省ホームページ：自治体・医療機関向けの情報一覧（新型コロナウイルス感染症）
から著者が集計．
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
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て，約 1 カ月毎に改訂を繰り返した（表）3）．

まとめ

　本来，診療に関する指針の作成は時間と労力
を要するものであり，迅速性が要求される新興
感染症発生時特有の課題もある4）．第一線の臨
床医を中心とした委員は最新の治療動向を知る
立場にあるが，多忙でもあり，文献等の吟味に
おいて不十分な面があったかもしれない．情報
の正確さが求められるため，編集における事務
局機能が極めて重要である．また，COVID-19の
検査試薬や承認薬は第 3 版の公表時点で限られ
ているが，今後，選択肢が増え，それぞれの推
奨度を検討する場合には，適切な利益相反管理
が委員には求められるであろう．
　残念に思うのは，日本発の臨床データを診療
の手引きに未だ十分に反映できていないことで
ある．新興感染症が発生した場合，国として臨
床情報を収集し，速やかに公表されることが望
ましい．医師の発生届に基づく現行の感染症発
生動向調査では，患者の診断時の状態しかわか
らず，経過や予後を追える仕組みになっていな
い．このため，諸外国から報告され，国民の関
心も高いと考えられる重症患者のリスク因子，
PCR（polymerase chain reaction）再陽性症例な

らびに症状の遷延（いわゆる後遺症）等の国内に
おける分析が迅速にできなかったと考えられる．
　このような限界はあっても，COVID-19の国内
流行において，診療の手引きは一定の役割を果
たしたと考えられる．流行初期においては，感
染症指定医療機関や関連学会の専門家のコンセ
ンサス形成を促したとも言えるであろう．今後
もOne stopで最新情報にアクセスできるという
特徴を保ちながら，行政機関と医療機関をつな
ぐコミュニケーションの媒体として，改訂を続
けたいと考えている．

謝辞　本稿をまとめるにあたり，下記の診療の手引き
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表　「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き」の改訂内容

第1版 第2版 第2.1版 第2.2版 第3版
公表日 3/17 5/18 6/17 7/17 9/4
ページ数 17 32 35 39 43

主な改訂内容

・�抗原定性検査/抗体
検査

・�軽症者の宿泊施設・
自宅療養

・�重症度分類と�
マネジメント

・血栓症対策
・�レムデシビルの�
使用法

・�非常事態における
個人防護具の使用

・唾液検体の利用
・退院基準の変更

・�重症化リスク因子の
整理
・抗原定量検査
・�患者情報等の�
支援システム
・�デキサメタゾンの�
使用法

・�症状の遷延�
（いわゆる後遺症）
・小児症例の特徴
・�中等症のマネジメントの
更新
・適応外使用薬の整理
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学部第二内科），倭正也（りんくう総合医療センター感
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はじめに

　中国湖北省武漢市に 2019 年 12 月以降，原因
不明の肺炎患者が発生し，新種のコロナウイル
スによる感染症であることが判明した．その
後， 新型コロナウイルス感染症（coronavirus 
disease 2019：COVID-19）は全世界に広がり，
WHO（World Health Organization）は 3 月 11 日
にパンデミックを宣言した．日本では，横浜港
に着岸したダイヤモンド・プリンセス号での多
くの感染者が発生し，そのときから，COVID-19
への感染対策が始まった．ここでは，主に病院
内・施設内での感染対策について述べる．

1．感染伝播様式

　SARS-CoV-2（severe acute respiratory syn-

drome coronavirus 2）の感染伝播は，接触感染
及び飛沫感染が主であり，エアロゾル発生時に
はエアロゾル感染を引き起こす．中国・武漢に
おける94例の調査報告（図 1）1）によれば，感染
から発症までの期間は平均5.8日（中央値5.2日）
であり，症状が出てすぐにウイルス量は最大と
なる．感染性は発症 2.3 日前～0.7 日前に始ま
り，発症後 7 日以内に低下する．発症前に感染
させる割合が全体の 44％と報告されている．
Ferrettiらの報告では，感染源となっているなか
で，発症前が 45％，無症状が 5％で症状のない
人からの感染が半数を占めている．有症状者か
らは 40％，接触感染等環境からの感染が 10％
であった（図 2）2）．

感染対策
	 要　旨

吉田 正樹
　新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 2019：COVID-19）
の感染性は発症2.3日前～0.7日前に始まるため，全ての人がSARS-CoV-2

（severe acute respiratory syndrome coronavirus 2）を持っていると想
定し，標準予防策を徹底し，正しい手指衛生，適切な個人防護具の選択と
着脱を行うことが必要である．COVID-19患者を早期に発見し，隔離し，
接触者対応を行い，高頻度接触部位の消毒を行う．医療従事者は，職場，
職場以外での密閉・密集・密接の場への参加自粛をすることも重要であ
る．特に，人と人との身体的距離を保つこと，距離が保てない場合には，
マスクを使用することが重要である．

〔日内会誌　109：2327～2333，2020〕

Key words 新型コロナウイルス感染症（COVID-19），感染対策，標準予防策，感染経路別対策

東京慈恵会医科大学感染制御科
COVID-19. Topics：XV. Infection control.
Masaki Yoshida：Department of Infectious Diseases and Infection Control, The Jikei University School of Medicine, Japan.
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2．社会での感染対策

　日本でのクラスター解析の結果から，クラス
ターは密閉・密集・密接の 3 密状況での発生が
多く，3 密を避けることがクラスターを防ぐた
めに重要である．しかし，密接だけでも感染は
起こっており，人と人との身体的距離を保つこ
と，距離が保てない場合には，マスクを使用す

ることが重要である．特に医療従事者は，感染
を病院内に持ち込まないために 3 密の状況を避
け，感染しないように注意することが望まれる．

3．病院での感染対策

　病院内でCOVID-19の患者が入院した場合，入
院していた患者や医療従事者にCOVID-19 が発
症した場合等に備え，病院内でCOVID-19の感染
拡大を想定し，COVID-19の施設内・病院内感染
対策チェックリスト（表 1）4）等を活用し，感染
対策を組み立てておく必要がある．

1）感染対策チームの編成・強化

　病院内感染対策委員会は各病院にて設置され
ているが，病院長の下，COVID-19の報告，対策
の 指 示 体 制 を 明 確 化 し て お く 必 要 が あ る．
COVID-19感染対策を担当する医師，看護師なら
びにスタッフを任命し，感染対策チームの編
成・増員を検討しておく．患者や職員の有症状
時のPCR（polymerase chain reaction）等検査の
受診窓口の確認を行う等，保健所等行政機関の
窓口，担当者の確認をしておくとよい．患者家
族，行政ならびにマスコミ等の各窓口担当者を
決め，対外的な問い合わせ窓口を設置しておく

図 2　感染源
（Ferretti L, et al: Quantifying SARS-CoV-2 transmission sug-

gests epidemic control with digital contact tracing. Science 
368: eabb6936, 2020. doi: 10.1126/science.abb6936. ）

感染後日数

症状出現前　45％

有症状　40％

環境　10％
無症状　5％

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
0 2 4 6 8 10 12

１
日
当
た
り
の
二
次
感
染
者
数

図 1　COVID-19 のウイルス量と感染性の推移
（  Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19　 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5.pdf）
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と，感染発生時に速やかに対応できる．

2）職員の教育

　病院内にCOVID-19 を持ち込まないためには，
職員が感染を持ち込まないことが重要である．
毎 日 の 職 員 の 症 状 確 認， 体 温 測 定 等 の 健 康
チェックを行う．症状としては，発熱，鼻閉，
鼻汁，咳嗽，咽頭痛，頭痛，呼吸困難感，倦怠
感ならびに味覚・嗅覚障害等の有無を確認し，
外部委託業者も含め有症状者は休業し，報告す
る．有症状者は医療機関を受診し，SARS-CoV-2 
PCR， 抗原検査等を受けることを推奨する．
SARS-CoV-2 の検査が陰性または検査を受けて
いない場合，海外では発症後 8 日且つ症状消失
後3日は自宅療養としている3）．SARS-CoV-2 PCR
は偽陰性があり，陰性と診断されても，症状消
失後，一定期間の自宅療養が望まれる．突然の
休業に伴う代行者の確保，業務の分担を行って
おくことも必要である．
　手指衛生，標準予防策ならびに感染経路別予
防策等感染対策の知識を確認する．常時マスク
の 着 用， 必 要 に 応 じ た 個 人 防 護 具（personal 
protective equipment：PPE）の着用ならびに脱
着手順の遵守等が望まれる．職場の環境は，換
気に注意し，高頻度接触部位の消毒を行う．休
憩室・更衣室では，向かい合って座らない，物
品は個々人で使用する，休憩毎に換気をする等
の注意が必要である．また，職場，職場以外で
の密閉・密集・密接の場への参加自粛をするこ
とも重要である．特に食事等でマスクを外す場
面での会話は控えるようにする．

3）患者対応

　患者への対応は，無症候の感染者も多くいる
ことより，標準予防策，感染経路別予防策の徹
底が重要であり，早期に感染者を発見し，感染
者の隔離を行い，感染拡大を封じ込めることが
望まれる．入院時にSARS-CoV-2 のPCRを行い，
スクリーニングしている病院もある．

（1）標準予防策
　全ての人がSARS-CoV-2 を持っていると想定
し，標準予防策を徹底し，正しい手指衛生，適
切なPPEの選択と着脱（サージカルマスク，N95
マスク，フェイスシールド，ゴーグル，手袋，
ガウンならびにエプロン等）を行う．病院入口
にアルコール手指消毒剤を配置，手指衛生の必
要なタイミングをポスター等で表示する．

（2）感染経路別予防策
　COVID-19の感染経路としては，飛沫感染，接
触感染が主であるが，エアロゾル発生時には，
飛沫感染より感染が起こりやすい状況が発生す
るため，N95 マスクを使用する．エアロゾルが
発生する場面としては，開放式気管吸引，喀痰
誘発，心肺蘇生，気管挿管・抜管，非侵襲的換
気療法，気管支鏡ならびに用手換気等があり，
ネブライザー療法，高流量式鼻カニュラ酸素療
法もエアロゾルを起こす可能性が指摘されてい
る．また，このウイルスは，唾液中にも多く排
泄されるため，近距離での会話等でも感染が報
告されている．接触感染は，割合としては10％
程度と報告されている2）．しかし，感染者と同
時に居ない状況でも，環境が汚染されていれば
感染するリスクがあり，多くの人が触れる高頻
度接触部位（ドアノブ，ベッド柵，手すり，エ
レベーター等のスイッチ，テーブル，パソコン，
電話機ならびに多数の患者が使用する器具等）
が汚染された場合に，多くの人がウイルスに曝
露される．これらの高頻度接触部位は定期的に
消毒する．感染者，濃厚接触者ならびにそれ以
外の者で病室を分け，患者をコホーティングす
ることで，飛沫感染，接触感染を防ぐことも重
要である．体温計，聴診器，血圧計ならびにパ
ルスオキシメータ等は，専用物品として室内に
配置する．

（3）症候群サーベイランス
　入院患者は，健康状態を毎日確認し，発熱，
鼻閉，鼻汁，咳嗽，咽頭痛，頭痛，呼吸困難感，
倦怠感ならびに味覚・嗅覚障害等の有症状者を
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把 握 し（ 症 候 群 サ ー ベ イ ラ ン ス の 実 施 ），
COVID-19のリスクを評価し，必要に応じて個室
対応とし，感染領域，非感染領域を分けるゾー
ニングを行う．COVID-19疑い患者が発生した場
合，行動歴を調査し，同じ病棟内の他の患者，
担当職員での症状の有無を確認する．

（4）消毒
　コロナウイルスは，アルミニウムやラテック
ス性外科グローブでは，8 時間まで生存し，ス
チール，木製，ガラスならびにプラスチック等
では，4～5 日間生存し続ける．消毒薬として
は，70％以上エタノール，0.05％以上塩化ベン
ザルコニウム，0.05％以上塩化ベンゼトニウム

ならびに0.05％次亜塩素酸ナトリウム等が効果
がある．消毒薬により有効性を発揮する作用時
間が違うため，注意を要する．

4）病院内におけるCOVID-19 発生時の対応

　COVID-19 発生時の対応フローチャートを作
成し，人材配置を決めておく．疑い患者または
陽性者を収容エリアに収容し，PPE着脱場所を
決め，患者の移動の動線等も決める．接触者の
一覧表を作成，接触者の健康観察を行う．病棟
の閉鎖，隔離を行う．担当職員を限定し，個人
防御具を装着し，ケアする．
　職員・患者がCOVID-19 の患者と接触があっ

表 2　医療従事者の曝露のリスク評価と対応（医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第 3 版））

新型コロナウイルス感染症患者と 
接触したときの状況（注 1）

曝露の 
リスク

健康観察（曝露後
14 日目まで）

無症状の医療従事者に対する 
就業制限

マスクを着用している新型コロナウイルス感染症患者と感染性期間中に⻑時間（注 2）の濃厚接触あり

医療従事者
のPPE

PPEの着用なし 中リスク 積極的 最後に曝露した日から 14 日間
サージカルマスクの着用なし 中リスク 積極的 最後に曝露した日から 14 日間
サージカルマスクは着用しているが
眼の防護なし 低リスク 自己 なし

サージカルマスクは着用，眼の防護
もしているがガウンまたは手袋の 
着用なし

低リスク 自己 なし（体位変換などの広範囲の身
体的接触があった場合は 14 日間）

推奨されているPPEをすべて着用 低リスク 自己 なし
マスクを着用していない新型コロナウイルス感染症患者と感染性期間中に⻑時間（注 2）の濃厚接触あり

医療従事者
のPPE

着用なし（注 2） 高リスク 積極的 最後に曝露した日から 14 日間
サージカルマスクの着用なし（注2） 高リスク 積極的 最後に曝露した日から 14 日間
サージカルマスクは着用しているが
眼の防護なし 中リスク 積極的 最後に曝露した日から 14 日間

サージカルマスクは着用，眼の防護
もしているがガウンまたは手袋の 
着用なし

低リスク 自己
なし（体位変換やリハビリなどの
広 範 囲 の 身 体 的 接 触 が あ っ た 
場合は中リスクとして 14 日間）

推奨されているPPEをすべて着用 低リスク 自己 な し（ 注 3 に 該 当 す る 場 合 は 
中リスクとして 14 日）

Interim U.S. Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Healthcare Personnel with Potential Exposure
in a Healthcare Setting to Patients with 2019 Novel Coronavirus（2019-nCoV）2020 年 4 ⽉ 15 日版をもとに作成し改変
注 1　 記載されている PPE 以外の PPE は着用していたと考えます．例えば「眼の防護なし」とある場合は，それ以外の推奨され

る PPE（マスク，手袋，ガウン）は着用していたと考えます．
注 2　 接触時間の目安について，旧ガイドでは3分以上を⼀定時間としていましたが，海外の各専⾨機関の指針等を踏まえて全般

的に“15分以上”を⻑時間の基準に変更しました．ただし，患者と医療従事者が共にマスクを着用せず，外来診察など近い距
離で対応した場合は，3 分以上でも感染リスクが発⽣する可能性もあります．そのため，時間だけで明確にリスクのあるな
しを決定せず，その際の状況も踏まえて判断する必要があります．

注 3　 サージカルマスクを着用した医療従事者が⼤量のエアロゾルを⽣じる処置を実施した場合や，これらの処置を実施中の病室
内に滞在した場合は中リスクと判断します．ただし，N95 マスクを着用していた場合は低リスクと判断します．
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た場合は，COVID-19 の患者のマスク使用状況，
接触者のPPEの使用状況より，曝露リスクが高
いか低いかを判断する．高い場合は，最後に曝
露した日から 14 日間の隔離，就業制限を行う

（表 2）5）．

5）感染者周囲への対応

　感染者が発生した場合，濃厚接触者を把握
し，一覧表を作成（職員を含む）し，健康観察
を行う．職員が濃厚接触者になった場合，14日
間の自宅待機とする．接触者一覧からリスクの
高い順にPCR検査を行う．出勤前に発熱等の感
染を疑わせる症状の有無を確認し，濃厚接触者
でなくても症状があれば出勤を控える．感染領
域と非感染領域を明確に区分け，ゾーニングす
ることは重要である．ナースステーション（職
員室）は非感染領域に設定する．感染者と非感

染者が交差しない動線の確保を行う．面会者の
健康状態の確認，マスクの着用，短時間での面
会，必要に応じて面会制限をし，感染者への面
会禁止，他の患者（利用者）の面会制限・禁止
を検討する．面会時には，面会者・来所者の氏
名・連絡先，面会日時・時間の記載を行う．

おわりに

　インフルエンザに比べて感染力は強く，今ま
で行われてきた感染対策では感染を防止でき
ず，医療従事者が感染する例もみられる．しか
し，適切な感染対策を徹底することによって，
感染を防ぐことは可能である．

著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容
に関連して特に申告なし
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はじめに：従来のELSI概念を超えた課題群

　ELSIと は， 倫 理 的 法 的 社 会 的 課 題（ethical, 
legal and social implications）の頭文字を取った
もので，「エルシー」と読まれている．新規的あ
るいは萌芽的な研究開発の成果が社会に実装さ
れるプロセスや実装後に生じ得る，技術的課題
以外のあらゆる課題を含むとされている．この
言葉は，1988年に米国でヒトゲノム解析計画の
あり方が議論された報告書で最初に登場し，日
本でも第3期科学技術基本計画（平成18～22年
度）より本格的に導入されている．ヒトゲノム
解析だけでなく，幹細胞研究やナノテクノロ

ジー，人工知能，分子ロボット，ゲノム編集，
培養肉等，新たな技術が勃興するたびに，その
技術の研究者とELSIの研究者，さらにそれに
よって影響を受ける人々（市民）による対話と
協働による施策形成が進んできた．
　しかし，ELSIが本格的に導入されて以降，日
本は新興感染症の脅威にさらされる機会が少な
かったこともあって，ウイルスや感染症の領域
では馴染みがあまりない領域であったと言え
る．そのようななか，2020年1月より，日本で
新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 
2019：COVID-19）のパンデミックと感染拡大
防止対策が取り組まれるなか，さまざまな論点

COVID-19と
倫理的法的社会的課題（ELSI）：
偏見・差別と
リスクコミュニケーションを中心に
	 要　旨

武藤 香織
　新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 2019：COVID-19）
の倫理的法的社会的課題には，①生命・公衆衛生倫理，②研究倫理，③法
制度の運用，④COVID-19当事者参画，⑤社会的に脆弱な立場の人々への
影響，⑥デジタル技術の利活用等が挙げられる．本稿では，これらに通底
する偏見・差別とリスクコミュニケーションの課題について，その背景や
定義，最近の動向を取り上げる．

〔日内会誌　109：2334～2338，2020〕

Key words 倫理的法的社会的課題（ELSI），偏見，差別，リスクコミュニケーション

東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター公共政策研究分野
COVID-19. Topics：XVI. COVID-19 and ethical, legal and social implications: prejudice, discrimination and risk communication.
Kaori Muto：Department of Public Policy, Human Genome Center, The Institute of Medical Sciences, The University of Tokyo, Japan.
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が表出している．
　こ れ ま で 著 者 が 記 録 し て き たCOVID-19 の
ELSIの論点リストには，時期に応じた変遷はあ
るものの，常時30以上の項目がある．大きく分
類すると，①生命・公衆衛生倫理（集中治療の
トリアージ，各種検査の運用，ユニバーサル検
査の是非，学校や職場での健康情報の取り扱い
等），②研究倫理（不確かな科学的知見や仮説の
積極的な共有，未確立の技術や知見の医療への
応用等），③法制度の運用（感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律，新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法，条例等の運用
上の諸課題），④COVID-19 当事者参画（患者・
遺族の語りの体系的収集等），⑤社会的に脆弱な
立場の人々への影響（若年，女性，貧困，障害，
外国人コミュニティ等），⑥デジタル技術の利活
用（接触確認や感染対策のアプリ導入，海外か
らの人の往来における共通パスの利用等）等に
分けられる．これらのうち，従来のELSIの概念
の対象となるのは⑥であるが，それにとどまら
ず，古典的な人権問題や臨床倫理，研究倫理の
課題を包括した規模の課題群のリストである．
　本稿では，それらの課題群に通底し，今後の
対策の成否を決める重要な鍵となる，偏見や差
別とリスクコミュニケーションの課題につい
て，最近の動向を踏まえて述べることとする．

1．感染症と偏見や差別

　公衆衛生上の危機においては，平時の社会で
確立されていた秩序や規律を越えた対応が容認
され，社会全体による協力が正当化されてい
る．COVID-19対策の肝となった「感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律」

（平成10年法律第114号）では，その前文に「感
染症の患者等の人権を尊重しつつ，これらの者
に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し，
感染症に迅速かつ適確に対応する」という視点
を持った法律であることがうたわれている．

　しかし，「感染症の患者等の人権を尊重しつ
つ」という部分は，人々の恐怖に起因して，実
現を難しくさせている．
　隔離措置は，菌やウイルスではなく，感染し
た人やその近親者に対して穢れや恐れを感じさ
せやすくする．また，新たな感染症の場合，特
に知見の少ない初期の段階では，感染者のみな
らず，その周辺の人々も含め，人々を過度に遠
ざける行為が正当化あるいは容認されやすくな
る．さらに，時間が経過して知見が蓄積した後
も，感染症への恐怖に加え，感染を発生させた
場合の社会的制裁への恐怖も広がると，適切な
水準よりも過度な対応が取られることになって
しまう1）．
　こうして登場した偏見や差別の経験は，精神
科領域では馴染みのあるスティグマの発生につ
ながる．感染症をめぐる他者の差別的な言動を
見聞きするなかで，自己が感染した事実の他者
との共有や，感染後の自己の肯定が困難とな
り，結果的に，早期介入の遅れや健康状態の悪
化，自己に対する否定的・攻撃的な感情等に至
る場合がある．
　日本でのCOVID-19 感染拡大状況においては，
特に留意すべき特徴が2つあるように思われる．

1）  医療従事者への攻撃， 
福祉・介護事業者との連携の必要性

　日本では，COVID-19対策に立ち向かっている
医療従事者とその家族を対象としたものがあっ
た．米国や欧州で行われていた「COVID-19に立
ち向かう医療従事者へ感謝の拍手を送る運動」
と類似したキャンペーンをテレビや地域等が実
施していた期間中，家族に迷惑をかけるので自
宅に帰るのをやめる医療従事者の存在や，地域
住民からの誹謗中傷に耐えかねて医療従事者が
大量に離職する医療機関の事例等があった．
　著者は，これまで参加した国際会議で，医療
従事者への偏見・差別という現象について説明
をしてきたが，諸外国ではあまり経験のない形
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態にあたるようで，非常に驚かれることが多
く，その構造について関心を寄せられてきた．
当初，院内感染の発生に関して攻撃的なニュア
ンスでの報道が継続したことに起因するとも考
えられるが，それだけでは説明できない部分も
あり，今後の精査が必要である．また，今後は，
感染が持ち込まれたことにいかに早く気付き，
組織全体が早く対応できるかというのが感染制
御の成否の鍵になり，市民もそれに慣れていく
であろう．
　他方，福祉・介護の現場からの声は，医療機
関や医師の声に比べると，社会に届きにくいの
が現状である．さらに，医療機関と比べると，
福祉・介護施設では，施設内での感染制御の対
応に必ずしも慣れておらず，リテラシーに課題
を残している．医療従事者による支援と共に，
医療従事者からの発信には福祉・介護の現場の
視点も忘れないようにすることが大切だと考える．

2）社会経済活動と「不安・恐れ」の循環

　COVID-19については，日本赤十字社がいち早
く「病気」，「不安・恐れ」，「嫌悪・偏見・差別」
の 3 つの「感染症」のスパイラルについて注意
喚起をした2）．また，地域独自のさまざまな啓
発も後に続いたが，その合間に，このメッセー
ジを打ち消すようなメッセージがまだらに入り
込むことで解決が遅くなっていると考えている．
　例えば，為政者によるメッセージのなかで，
隔離措置の趣旨をまん延防止ではなく，懲罰の
措置であるかのように説明したり，また，その
ように受け取ったりする人々も少なくなかった．
　また，最近では，さまざまな事業者が人々の

「不安・恐れ」につけ込み，それらを助長しつつ
も，解消するという謳い文句で行われる検査や
消毒に関連したビジネスが散見される．メイン
ストリームメディアにとって重要な広告主とも
なる．新たな経済活動において，医療従事者も
巻き込んだ形で「不安・恐れ」が利用される側
面にも注視する必要があり，医療従事者は迂闊

に加担すべきでないと考える．

2．  リスクコミュニケーションと 
風評被害の防止：「対話・共考・協働」

1）用語の定義

　リスクコミュニケーションには，さまざまな
定義があるが，「リスクのより適切なマネジメン
トのために，社会の各層が対話・共考・協働を
通じて，多様な情報及び見方の共有を図る活
動」という定義を紹介する3）．つまり，リスク
コミュニケーションは，対策によって影響を受
けるさまざまな立場の人々と対話し，互いの考
えを分かち合い，一致するゴールを見つけて，
共に働くことであると言える．
　リスクコミュニケーションに失敗すると，風
評被害が引き起こされる．風評被害とは，「ある
社会問題（事件・事故・環境汚染・災害・不況）
が報道されることによって，本来「安全」とさ
れるもの（食品・商品・土地・企業）を人々が
危険視し，消費，観光，取引をやめること等に
よって引き起こされる経済的被害」と定義され
ている4）．
　リスクコミュニケーションの必要性は，2009
年の新型インフルエンザ流行の後も，2011年の
東日本大震災の後も，幾度となく指摘されてき
たが，政府にも地方公共団体にも実施体制が
整っておらず，また，これに関われる専門家の
数も少ないのが現状である．現在，著者をはじ
め，複数の専門家が，対策の肝となる各所でコ
ミュニケーションの支援に関わっているが，こ
の輪をさらに広げることが重要であろう．

2）  ハイリスクとされる場に集う人々との 
「対話・共考・協働」

　日本におけるCOVID-19の対応においては，ハ
イリスクとされる場が 3 つの密（密閉，密集，
密接）が重なる場や大声を出す場面であり，マ
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スクの着用や人との距離の確保という啓発がな
されてきた．当初は複雑で理解できないとの批
判も受けたが，最近では定着していると考えて
いる．
　最近では，さまざまな集団感染発生の現状を
踏まえ，感染リスクを高めやすい場面として，
①飲酒を伴う懇親会，②大人数や深夜におよぶ
飲食，③大人数やマスクなしでの会話，④仕事
後や休憩時間，⑤集団生活，⑥激しい呼吸を伴
う運動，⑦屋外での活動の前後の 7 つが公表さ
れている5）．感染拡大を防止するためには，こ
のようなリスクを避けにくい職業や生活をして
いる人々との協働が不可欠となる．
　そのため，感染拡大の発端となりやすい，大
都市の歓楽街との協働が重視されている6）．し
かし，これまでの大都市の歓楽街との協働の過
程では，為政者から感染拡大の原因をつくった
と名指しされたことを受けて，風評被害も引き
起こされ，感染拡大防止への意欲や行政への信
頼を失った事例もあった．
　他方，次の大きな流行のきっかけはどこで起
こるかわからない．大都市の歓楽街にばかり目
を向けていると，ハイリスクになりやすい特性
を持ったコミュニティとの連携が遅れてしまう
ため，留意が必要である．
　過去の風評被害経験から学べることとして
は，風評被害対策においては，検査の実施体制
や感染対策等の情報を継続的に公開し続けるこ
とが大切であると言える．美談等人々の共感に
訴えるメッセージは，一時的には効果があった
としても，飽きられてしまえば長続きしない．

人々に刷り込まれた誤解の払拭には時間がかか
るうえ，人々の関心は徐々に失われていくであ
ろう．それでも，地道に周知し続けるという長
い道のりとなる．

おわりに：非流行地に配慮した対応を

　本稿では，偏見・差別とリスクコミュニケー
ションに絞って論点を示したが，これに限ら
ず，さまざまなELSIの対応では，流行地と非流
行地の受け止めの差に十分配慮する必要がある
と考えている．どうしても，COVID-19 対策は，
大都市，特に東京の視点が中心となりがちであ
る．そのため，しばしば非流行地への配慮が不
十分となり，大規模な流行を経験していない地
域では，実感できないことを押し付けてしま
い，それらが新たな問題を生むこともある．
　偏見や差別を防ぎ，リスクコミュニケーショ
ンを重視するという原則は堅持しつつも，その
地域の特性を踏まえたきめ細やかな対策につな
がることを願ってやまない．
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る．ここに感謝を申し上げたい．
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はじめに

　クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号（以
下，DP号）は，1月20日に横浜を出港し，鹿児
島港（1 月 22 日），香港港（1 月 25 日），那覇港

（2 月 1 日）を経由して，2 月 3 日に横浜港沖に
到着した．1月25日に香港で下船した乗客が30
日に発熱し，2月1日に新型コロナウイルスに感
染していることを 2 月 2 日の国際保健規則に基
づく通報により把握し，3 日午後に那覇検疫所
より仮検疫済証の失効を船長に対して通告した
うえで，同日 20 時 40 分，横浜港沖に停泊する
同船に対し，横浜検疫所が臨船検疫を開始し
た．中間報告ではあったが，4日22時過ぎに31
検 体 中 10 検 体 で 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス のPCR

（polymerase chain reaction）検査（以下，PCR検
査とのみ記す）の結果，陽性と判明した．
　著者は，環境省水・大気環境局審議官であっ
たが，長年，厚生労働省で感染症行政に携わっ
た経験から，厚生労働省新型コロナウイルス感
染症対策本部での勤務を 1 月末から命じられ，
さらに 4 日 23 時頃に大臣室から電話がかかり，
DP号に乗船し，現場を指揮せよ，との指示を受
けた．急ぎ，横浜検疫所へ向かい，2月5日午前
3 時頃到着した．そこで簡単な説明を受け，海
上保安庁の船で移動し，午前 5 時過ぎにDP号に
乗船した．船の長さは 300 m程度あり，高さも
50 m以上あるため，大きな山の中に入る感覚で
あり，これから 3,700 人の乗客・乗員に対峙し
ながら，水際対策，感染制御，健康管理を行う現

クルーズ船 
ダイヤモンド・プリンセス号での
対応
	 要　旨

正林 督章
　2020年2月5日より，クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号に乗船
し，船内検疫を実施した．個室管理による感染拡大防止，PCR（polymerase 
chain reaction）検査陽性者の医療機関への搬送，医療・医薬品ニーズへ
の対応，ハイリスク者の宿泊施設への搬送，海外への出国支援ならびに不
安解消等を行い，船内での感染制御や水際での感染拡大防止に一定の成果
をおさめることができた．

〔日内会誌　109：2339～2342，2020〕

Key words 検疫，感染拡大防止，医療ニーズへの対応

厚生労働省健康局長
COVID-19. Topics：XVII. Control of outbreak in the cruise ship Diamond Princess.
Tokuaki Shobayashi：Director General, Health Service Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan.
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場の責任者になるということで身震いがした．
　最初に船長室に行き，船長に対し，乗船者の
なかに新型コロナウイルス感染症（coronavirus 
disease 2019：COVID-19）の感染者がいること，
その方たちを直ちに医療機関に搬送すること，
全ての乗客を個室管理すること，乗客・乗員の
手指消毒やマスクの着用を徹底すること，パ
ニックにならないよう落ち着かせること等の内
容を船内アナウンスすることを要請した．そし
て，その瞬間から 14 日間の船内個室隔離が始
まった．

1．基本的方針

　本省と随時協議を行い，検疫の基本方針を検
討し，最終的な方針は下記のとおりとなった．
　1）乗客の検疫終了の要件は，（1）個室管理
における健康観察期間14日間の経過，（2）健康
観察期間中（潜伏期間を考慮し，個室管理開始
を起算日として，可能な限り5日目以降）のPCR
検査において陰性，（3）医師による健康確認及
び下船時のサーモグラフィーによる検温により
健康状態に問題がないことの3点とする．また，
乗員についても同様とする．
　2）同室者に陽性者が出た場合は，陽性者が
居室を離れてから 24 時間を経過した時点を健
康観察期間の起算点とする．
　3）2月5日より船室での管理が開始されてい
る乗客の検疫を優先し，乗員については乗客下
船後に開始する．宿泊施設の準備が整い次第，
陸上に移送して検疫を続行する．
　4）陽性判明者及び有症状者（COVID-19 によ
らないものを含む）は，医療機関に搬送する．
その際，緊急性の高い者を優先する．
　5）他国よりチャーター便での乗客・乗員の
帰国が求められた場合には，当該国の求める条
件に該当する対象者を下船させ，帰国させる．
　6）感染拡大防止対策や，医療や医薬品のニー
ズへの対応，精神面でのケア，乗客・乗員の情

報周知対策等については，状況に応じ，各支援
チーム等の協力を得つつ実施する．

2．医療ニーズへの対応

　1）COVID-19 か否かによらず，緊急医療を要
する者または医師が船内生活困難と判断した者

（有症状）をカテゴリーI，COVID-19による健康
被害のリスクが高い者（ハイリスク者）をカテ
ゴリーII，COVID-19 のPCR検査陽性の者（無症
状）をカテゴリーIIIと分類し，問診，診察なら
びに船外医療機関への搬送等の医療ニーズへの
対応を行った．
　2）並行して，乗客の検疫終了や乗員の健康
スクリーニングのため，全乗客・乗員を対象と
したPCR検査の検体採取，健康確認も計画的に
進めた．
　3）上記の医学的対応は，船内メディカルセ
ン タ ー に 加 え， 船 内DMAT（Disaster Medical 
Assistance Team），JMAT（Japan Medical Associ-
ation Team），AMAT（All Japan Hospital Medical 
Assistance Team），JCHO（Japan Community 
Health care Organization），日本赤十字社医療
班，自衛隊医官，厚生労働省ならびに検疫所が
協力・連携して実施した．
　4）搬送先医療機関の調整は，DMAT，神奈川
県ならびに厚生労働省が連携して行った．搬送
は，状況により，横浜市消防局救急車，民間救
急車ならびに自衛隊救急車が行い，また，陽性
無症状者については，自衛隊のバスによる搬送
も行った．
　5）DPAT（Disaster Psychiatric Assistance 
Team）が不眠等精神的なニーズへの対応，国立
長寿医療研究センターが高齢者の要望の汲み取
り等を行った．

3．医薬品ニーズへの対応

　1）検疫開始後，医薬品の要望が多数寄せら
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れた．船外検疫所の取揃え及び船内薬剤部門で
の対応を行った．
　2）併せて，船内メディカルセンターやDMAT
による処方対応，専用内線ダイヤルや無料通
話・メールアプリ「LINE」による薬剤相談に当
直帯を含めて対応した．
　3）上記の実施にあたっては，日本薬剤師会
等多数の方々のご支援をいただいた．

4．船内の感染拡大防止対策

　1）乗客の船室での個室管理（運動機能低下
防止のための時間差を設けた甲板上の散歩を除
く），乗員のマスク着用や衛生管理教育等を実施
した．また，船の空調担当エンジニアより，5
日には船内の空気の循環を止める対応が行われ
た．
　2）対策本部員やDMAT等支援チームの感染制
御については，定例ミーティングでお互いに注
意喚起し，資料を使いながら適切に実施した．
　3）これらの対策については，国立感染症研

究所，日本環境感染学会等さまざまな専門家に
よるご指導をいただき，改善を重ねながら実施
した．
　4）その結果，7日以降，発熱者の数は日に日
に減少した（図）．

5．  ハイリスク者の宿泊施設での検疫継続 
（早期の国内施設への移送）

　1）潜伏期間が経過するまでの期間，限られ
た空間で長期滞在を要するなかで，船内環境，
年齢ならびに基礎疾患等を考慮し，COVID-19と
は別に，健康確保の観点からリスクが高いと考
えられる方への対応として，PCR検査で陰性が
確認された方のうち，希望される高齢者等に
は，下船して政府が用意した宿泊施設に移動し
て検疫を継続する取り組みを行うこととした．
　2）2 月 11 日から，上記に該当し得る者への
検体採取を計画的に行い，対象者の選定を行っ
た．移動前日に対象者に意向を確認し，希望者
を決定した．以上の手順により，14日（11名），

図　新規発熱患者数（ダイヤモンド・プリンセス号）
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15 日（1 名），16 日（15 名），17 日（28 名），
合計 55 名が自衛隊の協力を得て政府宿泊施設
への移動を行った．

6．検疫終了者の下船

　1）前述の検疫終了の要件を確認するため，2
月 11 日から開始した計画的な検体採取に加え，
15 日 か ら は 乗 客 へ の 全 室 問 診 に よ る 健 康
チェックを行い，検疫終了の要件を満たす乗客
を随時決定した．
　2）下船にあたっては，下船及び荷物の回収
等の時間等を記した案内に加え，上陸の許可に
関する書面（上陸許可証）及び健康カードを対
象者の船室に配布した．また，下船時の健康確
認として，検疫所がサーモグラフィーを設置し
て発熱者がいないことを確認した．

7．検疫継続者の宿泊施設への移動

　1）乗客のうち，2 月 5 日以降に同室者が陽性
であった等，濃厚接触者とされた方89名につい
ては，22日に政府が用意した国内宿泊施設に自
衛隊の協力を得て移送し，そこで検疫を継続す
ることとした．
　2）有症状者以外の乗員については，14 日か
ら全員の健康チェック，20日から全員の検体採
取・PCR検査を実施した．政府の用意した宿泊
施設にて検疫を継続することとし，27 日（91
名），28 日（82 名），3 月 1 日（62 名） に合計
235 名が移動した．移動は自衛隊が担当した．

8．乗客・乗員への情報提供による不安解消

　1）乗客及び乗員の情報アクセス機会の不足
を解消するため，下記のサービスを設定した
LINEアプリをインストールしたiPhone 2,000 台
を乗客・乗員の全船室に配布した．提供した
サービスとしては，①「よくある質問」（日本語

のみ），②薬に関する要望（日英対応，薬につい
ての質問，配達状況の確認等），③心のケア相談

（日英対応），④医師への相談予約（日英対応）．
　2）アドバイザリーボードからの提案を踏ま
え，乗客の情報不足による不安の解消のため，
橋本副大臣から 2 回に亘り，操舵室より船内ア
ナウンスを実施した．1 回目（14 日）は，政府
の今後の対応及び高齢者等の移動について，2
回目（18日）は，検疫終了の見通しについてア
ナウンスした（続けて，同内容を船長が英語で
アナウンスした）．

9．海外への出国

　検疫期間中，各国から乗客・乗員のチャー
ター便等による出国要請があった場合には，下
船を認めた．荷物や人員の搬送には自衛隊が協
力した．また，名簿の確認等のため，横浜検疫
所及び厚生労働省職員が対応を行った．

おわりに

　3 月 1 日 19 時に船長が下船し，他の船員と共
に宿泊施設に移送するのを見送り，著者の任務
は終了した．船内での感染制御や水際での感染
拡大防止に一定の成果をおさめることができ
た．また，このプロジェクトでは，病状に応じ
て感染者の搬送先を変えるという調整を行った
が，その経験は後の国内での感染者の入院先の
調整に役立った．
　検疫期間中，検疫にご協力いただいた乗客・
乗員，また，DMATや自衛隊をはじめとした数
多くの応援に来てくださった方々，さらに感染
者を受け入れてくださった医療機関や入院先の
調整等船外でご協力いただいた方々に感謝を申
し上げたい．

著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容
に関連して特に申告なし
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はじめに

　2019 年末から中国湖北省武漢市に原因不明
の肺炎が流行しているとの報道があった．当初
は，武漢市の海鮮市場に関連した人の間で集団
発生したとされた．その後，春節で多くの人が
武漢から海外に出たこともあり，全世界に流行
が拡散するに至った．国内では，2020年1月15
日に新型コロナウイルス感染症（coronavirus 
disease 2019：COVID-19）初症例として，中国
武漢市に滞在歴のある肺炎患者が確認された1）．
9 月 5 日現在までに累計 71,583 名の感染者と
1,361 名の死亡者が報告されている．我が国で
は，新しい感染症に対する危機管理を必ずしも
重要視してこなかったため，今回の流行に対す
る準備が十分ではなかった．この間，厚生労働
省及び政府の新型コロナウイルス感染症対策本
部のもとには，COVID-19に関する専門家助言組

織として，新型コロナウイルス感染症対策アド
バイザリーボード（以下，アドバイザリーボー
ド），新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

（以下，専門家会議），基本的対処方針等諮問委
員会ならびに新型コロナウイルス感染症対策分
科会が設置され，活動してきた（図）．専門家会
議構成員は，感染拡大を防止し，重症者及び死
亡者の発生を最大限抑止することを目標として
政府に提言してきた．これらの会議での活動を
通じて，「科学的専門家助言組織」のあり方等に
ついては，さまざまな課題に気付かされた．

1．アドバイザリーボードの活動と
専門家会議の発足

　2020年2月初頭，厚労省は，アドバイザリー
ボードを設置した2，3）．国の審議会等では，予め
示された議事次第に沿って，議案に対し専門家

感染症危機における
科学的専門家助言組織のあり方
	 要　旨

脇田 隆字
　2020年1月に国内初発例が確認された新型コロナウイルス感染症の流
行は，9月現在も継続している．新型コロナウイルス感染症対策専門家会
議におけるこれまでの活動を総括することは，今後の流行対策及び新たな
新興感染症流行への備えに重要である．これまでの活動と共に，「科学的
専門家助言組織」のあり方についてまとめた．

〔日内会誌　109：2343～2347，2020〕

Keywords 新型コロナウイルス，専門家会議，アドバイザリーボード

国立感染症研究所
COVID-19. Topics：XVIII. A scientific expert advisory board for the infectious disease criisis.
Takaji Wakita：National Institute of Infectious Diseases, Japan.
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が意見を陳述する．アドバイザリーボードで
も，事務局が用意した個別のテーマに対し，構
成員が意見を述べるにとどまった．そして，2
月14日，政府対策本部のもとに，専門家会議が
発足し4），COVID-19の対策について医学的な見
地から助言等を行うことが求められた．構成員
には，アドバイザリーボードのメンバーに加え
て，座長が出席を求める複数の有識者が加わっ
た．第 1 回（2 月 16 日）では，ダイヤモンド・
プリンセス号に関する対応，政府から提案され
た相談・受診の目安に関して5，6），第 2 回（2 月
19日）では，大規模イベントの開催について議
論を行った7）．この時点では，構成員の役割は，
政府が提示した案に応答するという受動的なも
のであった．

2．「前のめり」になった専門家会議

　しかし，2 月中旬以降，ウイルスの感染拡大
が予期され，強い危機感が構成員の間で高まっ
た．そのため，①専門家側が感染状況を分析し，
対策案を政府に提起する必要性，②その提案に
ついて社会に説明する必要性，③市民と感染防
止策を共有する必要性について，構成員の間で
意見が一致した．専門家側が審議会等において
このような積極的な取り組みを進めることは，
一般的ではない．しかし，感染症危機において，
専門家の役割は，科学的知見を収集・分析して

政府に助言をするだけでなく，公衆衛生上の観
点から感染予防や感染拡大防止に資する対策案
も提供することであると考えた．
　そのため，第 3 回（2 月 24 日）の会議で，構
成員から「専門家と行政側がブレインストーミ
ングできるような場を持ち，検討の依頼があっ
た個別の問題だけでなく，大きな方向性や戦略
などを，厚生労働大臣に進言できる体制を望
む」ことを発言し8），加藤厚生労働大臣（当時）
の了解を得た．また，専門家会議の感染拡大防
止に関する危機感を市民と共有すべきと考え，
そのために「新型コロナウイルス感染症対策の
基本方針の具体化に向けた見解」を取りまと
め，政府の了承も得て発表した9）．

3．専門家会議による
「見解」「状況分析・提言」

　第 6 回（3 月 9 日）では，日本のCOVID-19 に
対する戦略を「見解」として取りまとめた10）．

「クラスター（集団）の早期発見・早期対応」，
「患者の早期診断・重症者への集中治療の充実
と医療提供体制の確保」，「市民の行動変容」の
3 本柱を基本戦略として政府に対し提案した．
　第 7 回（3 月 17 日）では，ヨーロッパ諸国や
東南アジア，エジプトからの移入による症例増
加への懸念が高まり，入国者への対策について
厚労省に要望した11）．しかし，結果として，欧

図　新型コロナウイルス感染症対策専門家助言組織

新型コロナウイルス感染症対策本部

有識者会議
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分科会

社会科学
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7月3日廃止
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州からの感染者の移入を抑えられず，3 月以降
の感染拡大の要因となってしまった．
　第 8 回（3 月 19 日）の「状況分析・提言」で
は，地域での流行状況の評価を行った．海外で
みられるようなオーバーシュート（爆発的患者
急増）への懸念と，そのような事態に至った場
合にはロックダウン（都市封鎖）に類する措置
が必要になること等について，政府に助言し
た．第 8 回以降，専門家会議から発表する文章
のタイトルは，それまでの「見解」から「状況
分析・提言」となり，より総合的なものに変更
された．より有効な提案を行うために，専門家
の主張と共に，政府の考え方や対策の全体を，
厚労省等の職員と構成員が，一定の緊張関係の
もと，毎日のように議論しながら「状況分析・
提言（案）」を取りまとめ12），会議でもさらに意
見を交わし，完成させ，記者会見で発表した13）．
　4月7日，政府対策本部決定により，7都府県
に対して，新型インフルエンザ等対策特別措置
法に基づく緊急事態宣言が発出された．なお，
緊急事態宣言に関しては，専門家会議ではな
く，基本的対処方針等諮問委員会が政府の諮問
に対して議論し，答申を行った．4 月 16 日に
は，全ての都道府県が緊急事態宣言の対象とさ
れた．
　第 11 回から第 15 回専門家会議では，緊急事
態宣言下での国内の流行状況の評価と共に，そ
の時々の施策の提案とさらなる課題等を政府に
助言した14～18）．

4．専門家会議の活動からみえてきた課題

　2 月初頭に設置されたアドバイザリーボード
から始まった，専門家助言組織としての活動を
通じて，いくつかの課題が明らかとなり，専門
家会議のあり方についても検討した．

1）政府と専門家会議の関係性について

　本来であれば，専門家会議は医学的見地から

助言等を行い，政府はその助言を参考としつ
つ，政策の決定を行う．しかし，外から見ると，
あたかも専門家会議が政策を決定しているよう
な印象や誤解を与えていたかもしれない．この
ような誤解には，専門家や政府の情報発信のあ
り方も影響していた．

2）市民への情報発信について

　国内での感染拡大が目前に迫り，危機感が高
まり，2 月 24 日の「見解」では，専門家会議が
市民に直接に行動変容等をお願いするに至っ
た．その後も，詳細且つ具体的な事項を提案し
てきた（「人との接触を 8 割減らす，10 のポイ
ント」，「新しい生活様式の実践例」等）．さら
に，感染症対策として人々の行動変容を促す意
図から，政府へ経済的な補償・援助の要請を言
及するに至った．だが，このような活動は，さ
らに詳細且つ具体的な判断や提案を専門家会議
が示すものという期待を高めてしまった．その
反面，専門家会議への警戒感を高めた人もい
た．また，頻回に記者会見を開催した結果，国
の政策や感染症対策は専門家会議が決めている
というイメージが作られ，あるいは作ってし
まった．

3）  科学的専門家助言組織のあり方 
（責任範囲と役割の明確化）

　本来，科学的専門家助言組織は，現状を分析
し，その評価をもとに政府に対して提言を述べ
る役割を担うべきである．また，政府はその提
言の採否を決定し，その政策の実行について責
任を負う．そして，リスクコミュニケーション
は政府が主導して行い，専門家助言組織もそれ
に協力するという関係性であるべきである．
　今回のように，社会的に大きなインパクトの
ある感染症対策に関わる専門家助言組織は，社
会経済活動の維持と感染拡大防止対策の両立を
図るために，医学や公衆衛生学以外の分野から
もさまざまな領域の知を結集した組織とする必
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要がある．また，倫理的・法制度的・社会的課
題（ethical, legal and social implications/issues：
ELSI）の専門家と政府のリスクコミュニケー
ションのあり方にアドバイスできる専門人材が
必要である．さらに，このような専門家助言組
織が有効に機能するためには，事務局機能によ
るサポートが欠かせない．

4）  危機対応時における市民との 
コミュニケーションの体制整備

　危機対応時においては，市民が身を守るため
の情報を簡潔且つ明瞭に発信する必要がある．
リスクコミュニケーションは，一方向的な広報
とは大きく異なる．戦略的な情報発信を実施す
ることができるよう，専門人材を活用すべきで
ある．また，政府，リスクコミュニケーション
の専門家ならびに専門家助言組織は，相互に連
携のうえ，政府として発信すべき情報について
議論を行い，情報発信すべきである．

おわりに

　専門家会議構成員が「次なる波に備えた専門
家助言組織のあり方について」として，6 月 24
日に政府に提案した19）．その結果，専門家会議
は 7 月 3 日に廃止され，新たに新型コロナウイ
ルス感染症対策分科会が設置されると共に，ア
ドバイザリーボードが活動を再開した（図）．こ
れは専門家会議構成員からの提案が政府に受け

止められたものと考えている．緊急事態宣言に
より，3 月からの感染拡大は一旦収束したが，
東京・新宿の繁華街を中心に感染が継続し，7
月以降，感染が再拡大し，全国に波及した．最
初に述べたとおり，専門家会議構成員は重症者
及び死亡者の発生を最大限抑止することを目標
としてきた．一方，分科会では，感染拡大を防
止しつつ，経済活動の再開も重要と考えてい
る．そのため，医療，公衆衛生，社会経済，リ
スクコミュニケーションならびに自治体等の代
表が参加してこの難しい両立を成立させるため
の対策について議論している．7 月末頃に感染
拡大はピークを迎え，9 月初頭の現在，下降傾
向にある．秋冬のインフルエンザ流行シーズン
を迎え，来年 2021 年にはオリンピック・パラ
リンピック開催も控えている．今後もアドバイ
ザリーボードと分科会の活動が期待されている．

謝辞　専門家会議の座長として，構成員と有志の専門

家の皆さんの多大なる貢献・適切な助言に対して深く

感謝申し上げたい．また，活動をサポートしていただい

た厚生労働省職員，内閣官房職員に深謝申し上げる．ま

た，本稿は，専門家会議構成員及び専門家有志による

「 次 な る 波 に 備 え た 専 門 家 助 言 組 織 の あ り 方 に つ い

て」19）をもとに作成した．
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　川名（司会）　本日はお忙しいなか，座談会へ
ご出席いただき，ありがとうございます．2019
年の末に始まった新型コロナウイルス感染症

（coronavirus disease 2019：COVID-19）の流行
はパンデミックとなって，今世界で流行中で
す．現時点での最新のデータでは，世界の累積
患者数は2,090万人，死亡者数は75万人を超え
ています．我が国の累積患者数は5万2,600人，
1,000 人を超える方が亡くなっています．今年
の4月から5月のいわゆる第1波を経て，現在は
再び患者数が全国的に増加しつつある状況で
す．流行の当初は全く未知の感染症でしたが，
現場の医師は少しずつ診療経験を積んで，知見
が増えてきています．本日は，これまでの 7 カ
月に亘るCOVID-19流行の知見を総括し，これか
ら内科医としてこの疾患にどのように取り組ん

でいくべきかについてお話を伺っていきたいと
思います．ご出席いただいたのは，独立行政法
人地域医療機能推進機構 理事長で，新型コロナ
ウイルス感染症対策分科会 分科会長でいらっ
しゃる尾身茂先生，長崎大学臨床感染症学分野 
教授で，本誌の感染症領域編集委員もされてお
ります泉川公一先生，そして，第一種感染症指
定医療機関である東京都立墨東病院で感染症科
部長をお務めの中村ふくみ先生のお三方です．

1．新型コロナウイルス感染症の病原体
―SARS-CoV-2―

　川名　最初に，新型コロナウイルスの基礎・
ウイルス学的な位置付けについて，泉川先生に
お話をいただきたいと思います．

我が国のCOVID-19第1波から
学んだこと－内科医の立場から－
司　会	 川名　明彦（防衛医科大学校内科学講座（感染症・呼吸器）教授）
出席者	 泉川　公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨床感染症学分野	教授）
	 尾身　　茂（独立行政法人地域医療機能推進機構	理事長）
	 中村ふくみ（東京都立墨東病院感染症科	部長）
	 	 （発言順）

※本座談会収録内容については，座談会開催日（2020 年 8 月 14 日）時点の内容となります．

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，長崎大学 泉川公一先生は，Webツールを介したご参加となりました．

2020 年 8 月 14 日（金）収録

Discussion on lesson learned from first wave of COVID-19 pandemic in Japan - from physician’s point of view -.
Akihiko Kawana：Department of Infectious Diseases and Respiratory Medicine, National Defense Medical College, Japan.
Koichi Izumikawa：Department of Infectious Diseases, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences, Japan.
Shigeru Omi：Japan Community Health Care Organization, Japan.
Fukumi Nakamura：Department of Infectious Diseases, Tokyo Metropolitan Bokutoh Hospital, Japan.
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　泉川　私自身は，真菌であるアスペルギルス
等を専門としており，ウイルスが専門ではあり
ませんが，この半年の間にさまざまなことを経
験してきました．先生方も既にご承知かと思い
ますが，一般的な知識としては，このウイルス
は， い わ ゆ る コ ロ ナ ウ イ ル ス，1 本 鎖 のRNA

（ribonucleic acid）ウイルスで，元々は人に病原
性があるものとして6種類あり，そのうち，SARS

（severe acute respiratory syndrome） と MERS
（Middle East respiratory syndrome）の原因ウイ
ルス 2 つは重症肺炎を起こす特別なもの，残り
の 4 つは普通の感冒を起こすウイルスとして報
告されていました．そこに今回の新型コロナウ
イ ル ス，SARS-CoV-2（severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2）が新しく報告されたと
理解しています．
　遺伝子学的にはSARSの原因ウイルスである
SARS-CoVに近く，相同性は 75％あるいは 80％
程度あります．MERS-CoVとは半分程度の相同
性 が あ る と 言 わ れ て い ま す． 恐 ら く，SARS-
CoV-2 もコウモリ由来のウイルスとの相同性は
非常に高く，85～88％程度ということで，その
ようなところから，コウモリと人をつなぐ何ら
かのもの，あるいはコウモリから人にダイレク
トにうつる何らかの経路で，感染が起きている
のであろうと考えられていると思います．
　ウイルス学的な特徴として，現時点では，国
立感染症研究所（感染研）から疫学的な追跡調
査をされており，先生方もご承知のように，中
国・武漢から発したウイルス株を基点に，途中
から，欧州系統のウイルス株が流行し，6 月中
旬より，変異が進んだ特定のゲノムクラスター
が確認されており，この遺伝子の変化には，病
原性も含め，興味が持たれます．

2．2003年のSARSの経験から
―COVID-19との異同等―

　川名　ありがとうございます．今，SARSとい

うお話が出ましたが，ここで尾身先生にお話を
伺いたいと思います．尾身先生は，WHO（World 
Health Organization）の西太平洋地域事務局長
をお務めになり，同地域のポリオの根絶や2003
年のSARS制圧に大きな功績をお持ちです．尾身
先生には，SARS制圧の経験から，SARSと今回の
COVID-19 の異同あるいは公衆衛生学的な特徴
についてコメントをいただきたいと思います．
　尾身　ありがとうございます．内科学の真面
目な先生の前でこのような話を始めてよいのか
わかりませんが，今の川名先生からのご質問に
直接答えるエピソードから始めてよろしいで
しょうか．
　川名　どうぞよろしくお願いいたします．
　尾身　SARSは，2002 年の暮れ頃中国で出現
し，実際に一般社会の方に知られたのは2003年
になってからです．2003 年 3 月，私どもWHO
は「WHOの専門家チームを広東省に受け入れて
ほしい」と頼みました．しかし，当時は中国の
情報公開や情報共有が十分ではなく，全く埒が
明かない状況でした．そして，3 月中旬，談判
のため，中国の当時の衛生部長，厚生大臣と香
港で直接お会いすることになりました．北京か
らは厚生大臣，WHOからは私が行くということ
で，SARSの流行の最中でしたが，歓迎会を開催
してくれたのです．そのときは，スペースもテー
ブルもたくさんあり，私たちは 8 人ぐらいの大
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きな主賓テーブルにいる状況でした．そこに
は，当時香港でSARSの対策をしている，日本で
言えば衛生局長にあたるマーガレット・チャン
もいました．ちょっと挨拶ぐらいはしますよ
ね．それで，その会は終わりました．
　私がその晩ホテルでぐっすり眠っていたとこ
ろ，夜中の2時頃，ホテルにマーガレット・チャ
ンから電話がかかってきて「ドクター・オミ．
あなたは私の友人か」と（笑）．夜に突然電話し
てきて友人かどうか聞いてくるというのは妙で
すよね．私が「それは友人だ」と答えると，

「じゃあ，今から正直に言う．尾身さんがいた
テーブルで，尾身さんも握手した，日本で言え
ば厚生省の部長にあたる人がパーティーの後発
熱し，すぐにSARS-CoV検査をしたところ，ポジ
ティブだとわかった」と．パーティーのときは，
症状はありませんでした．そして，「どうしま
しょう」ということで，その電話がかかってき
たのです．すぐに眠気はパッと飛びますよね．

「ちょっと待て．考えさせて」と言って私が考え
たのはWHOのポリシーでした．実は当時，WHO
は，このSARSという病気は発症してはじめて人
に感染するものだ，潜伏期の間は感染しないと
いうことを公式ポリシーとしていました．もう
そのときは症例がある程度積み重なっていたの
で，そのポリシーを出していたわけです．私は
WHOのアジアの責任者として，そのポリシーを

遵守するしかないでしょう．私と会った時点で
は熱がなく，そのパーティーが終わってすぐに
発症して結果がわかったということは，一応不
安ではありますが，私の立場としては，WHOの
ポリシーを遵守するしかありません．本当はホ
テルで 1 週間程度自己隔離しようと思っていま
したが，それをするとWHOのポリシーとは矛盾
してしまうでしょう．
　川名　その方は，先生とお会いしたときには
まだ熱が出ていなかったのですね．
　尾身　そこでは出ていなかったわけです．後
から熱が出て，すぐに検査をしたらポジティブ
となったわけです．そういうわけで，少しエピ
ソードが長くなりましたが，今回のCOVID-19と
似ている点は，SARSは 21 世紀最初の国際的公
衆衛生の危機，今度のCOVID-19は百年に一度の
大パンデミックであり，多少ニュアンスは違い
ますが，社会的大問題，社会的に大きな関心を
引き起こした感染症であることです．
　そして，今年の 1 月に武漢からさまざまな情
報が少しずつ入ってきて，潜伏期内でも感染す
るのではないかという情報もあり，先程のエピ
ソードで申し上げたSARSとは違う厄介な病気
だと感じました．SARSは，症状が出てからすぐ
隔離すればよいので，もちろん当時は皆大変で
したが，今回に比べると単純でした．結局，私
が香港で中国の厚生大臣に会っても，中国は情
報を公開してくれない，埒が明かなかったの
で，それから 2 週間ぐらい後，いわゆるWHOの
伝家の宝刀，渡航延期勧告，香港と広東省には
行かないでくれという勧告を出しました．今の
自粛なんていうのよりもっと強いものです．
　川名　グローバルアラートですね．
　尾身　そうそう，トラベルアドバイザリーと
いうのを出しました．そうすると，それから 2
週間後の4月中旬頃，中国の態度が180度ガラッ
と変わりました．それでSARSが制圧できたのが
7 月中旬です．あれだけ酷くなり，もう中国で
は内陸部まで広がっていましたが，症状が出た
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ら隔離する，症状が出たら隔離するということ
で，たった 3 カ月で上手くいきました．今度の
COVID-19はそういうわけにはいかず，無症状の
人も感染力を持つという厄介な病気です．その
点が両者の違いだと思います．
　川名　SARSの場合は，発症してから 1 週目ぐ
らいがウイルス排出のピークですね．今回の
COVID-19は，発症する前からウイルスの排出が
多いというあたりが確かに制圧の上では非常に
高いハードルになっているかと思います．
　SARSのときは中国が情報を出すのが遅かっ
たというお話がありましたが，今回もそうだっ
たのでしょうか．あるいは，今回は結構早かっ
たのでしょうか．
　尾身　感染症は今までいろいろありましたよ
ね．つい最近もエボラ出血熱，東京ではデング
熱．そして，SARSもあり，今回のCOVID-19 も
あり，これだけ感染症が広がってしまうのは，
初動の遅れが共通しています．エボラ出血熱
は，アフリカの国のキャパシティが足りません
でした．それから，東京で流行したデング熱は，
医者がデング熱を疑っていませんでした．SARS
は，中国の情報共有の遅れがありました．2005
年には国際保健規則を改正し，原因を問わず，
国際的な公衆衛生上の脅威となり得ることがあ
れば，WHOを通して世界に情報を共有するよう
にということになりました．今回の武漢もこれ
が遅かったのは間違いありません．ただ，中国
という国はおもしろい国で，SARSのときも最初
は情報公開に積極的ではありませんでしたが，
最後は遅まきながら対応してくれました．その
遅まきが今回は少し短かったと思います．武漢
のロックダウン等もそうですが，中国の体制的
な特性からも，やるとなったらガッとやる国で
す．ただ，今回も初動は遅れていましたし，そ
のような意味では，WHOのテドロスさんが中国
を褒めたのは少し違和感があります．
　川名　ちょうど1月中旬頃は，まだCOVID-19
は人・人感染するのか，というレベルのことが

言われていた時期ですが，1月下旬にLancet等の
論文が出てきて，ホテルの同じ部屋に泊まった
家族が皆感染したり，発症前の人が感染させた
りということが既に記載されていたので，非常
に驚きましたね．

3．我が国のCOVID-19流行の第1波
―その対策を振り返る

　川名　それでは，次に第 1 波の経験というこ
とで，お話を進めていきたいと思いますが，今
年の4月から5月，いわゆる第1波が日本国内で
起こりました．世界に広がったのは大体 3 月頃
からだと思いますが，日本は 1 月の終わり頃か
らチャーター便やクルーズ船の受け入れ対応が
起こり，比較的早い段階でこの疾患と接するこ
とになりました．そして，その後の緊急事態宣
言へとつながっていきますが，そのあたりの対
策について，尾身先生に総括していただければ
と思います．
　尾身　総括としては，2 点，重要なポイント
が あ る と 思 い ま す．1 点 目 は， 今 回， 日 本 の
COVID-19対策は，やはりハンディキャップを背
負って始まったということです．どういうこと
かと言うと，そもそも，日本では2003年にSARS
の国内発生がありませんでした．それから，
2009年の新型インフルエンザの際には，日本の
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人口あたりの死亡率は世界でも圧倒的に低かっ
たという成功体験がありました．その後，PCR

（polymerase chain reaction） や 医 療 従 事 者 の
キャパシティを増やすべきことや保健所機能の
強化等，新型インフルエンザ対策の総括と反省
をもとに，さまざまな勧告が出されましたが，
十分活かされませんでした．一方，例えば，台
湾はSARSの影響をまともに受けましたし，韓国
はMERSを経験したので，そのような意味では危
機感が日本とは違い，準備ができていました．
日本は，成功体験があったためにガードが少し
弱かったということがありました．そのうえ，
初期にクルーズ船の受け入れがあり，国のリ
ソースがほとんどそこに取られてしまったなか
で国内感染が始まりました．そういう意味でハ
ンディキャップを背負いながら始まったのが今
回の闘いです．ただ，それでも日本の死亡率が
欧米に比べて低いというのは，私はやはり，医
療機関の皆さんの努力，保健所の皆さんのサー
ベイランス，そして，国民の健康意識だと思い
ますね．
　1つだけ，今，日本で行われているクラスター
サーベイランス，なぜクラスターサーベイラン
スなのか，臨床家の先生方は必ずしもご存知な
いと思うので，少しお話ししたいと思います．
普通，クラスターを追うという考え方は出てき
ませんよね．クラスターは，日本が「3 密」と

いう概念を生み出したことにかなり関係があり
ます（図）．実はかなり早い段階で，クラスター
対策班の先生方が「今回のこの病気は少し普通
の病気と違う」と言っていました．例えば，イ
ンフルエンザの場合は，1 人の患者が実効再生
産数によって少しずつ感染を広げていきます．
ところが，COVID-19 は，5 人の感染者のうち 4
人は他の人には感染させない，言い換えれば，
1 人だけが他の人に感染させるというのが疫学
情報としてわかってきました．これは明らかに
インフルエンザとは異なります．このことは，
日本ではかなり早い段階からわかっていまし
た．恐らく，このようなことがわかっていたの
は，香港と台湾ぐらいではないでしょうか．
　そして，このような感染の伝播の方式がかな
り早くわかっていたために，日本では後ろ向き
の疫学調査というのを始めたわけです．前向き
と後ろ向き，普通，人生では前向きの方が良い
ですよね．ところが，これは後ろ向きの方が良
いんです．後ろ向きという言葉はちょっと悪い
ので，振り返りと考えてください．プロスペク
ティブとレトロスペクティブというように分け
ました．ほとんどの国は，実は前向きの調査を
行っています．つまり，感染者が 5 人いるとす
ると，その人の濃厚接触者が時間の経過と共に
症状を出すかどうかをみる，これは前向きで
す．ところが，先程申し上げたように，4 人の
患者は他の人に感染させないので，ほとんどが
無駄打ちになってしまいます．感染者が増えれ
ば増えるほど，濃厚接触者の調査というのは非
常に労力を要します．追跡する保健師さんがた
くさん必要になります．初期はよいですが，そ
れを継続することは非常に難しいです．
　ですので，日本は，前向きの調査も一部は行
いますが，主に後ろ向きの調査をすることにな
りました．では，後ろ向きとは何なのかと言う
と，例えば，この部屋にいる川名先生も中村先
生も感染者だとします．その人の濃厚接触者を
追うことは意味がないとわかり，何をしたかと
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言うと，それぞれの過去の行動を振り返りまし
た．「川名先生はどこへ行きましたか？」と．例
えば，川名先生と私がライブハウスに行ったと
なると，ライブハウスが共通の感染源になりま
す．そういった共通の環境を探し出します．こ
れを潰していくということをしたのは，恐ら

く，台湾と日本だけでしょう．クラスターのい
わゆる共通の感染源を見つけるというなかで，
それがどのような状況だったかということを考
え，3密という概念が出てきました．クラスター
の発生の背景には，どうやら 3 密が共通点とし
てあると．そして，また少し時間が経つと，大

我が国のクラスター対策①

 日本は，早い段階で『新型コロナウイルス感染症の伝播の特徴』を認識．
1

この感染症は，クラスターを形成することで感染拡大．特に感染初期では
クラスターを制御できれば，感染拡大を一定程度制御できる，という戦略．

〇インフルエンザ（2009年H1N1）の場合
⇒1人の患者が複数名に感染させる．

〇新型コロナウイルスの場合
⇒重症・軽症にかかわらず，感染者（図：　）の5人に4人
（約80%）は他の人に感染させない．
残りの1人（約20％）の感染者が他の人に感染させるが，
稀に多くの人に感染させる感染者（図：　）が発生．
このため，クラスター感染（集団感染）が発生．

クラスター

我が国のクラスター対策②

我が国のクラスター対策（さかのぼり接触者調査）の特徴．
（1）共通の感染源を特定し，その場の濃厚接触者に網羅的な接触者調査を実施．

感染者が確認されれば，入院措置等により感染拡大を防止．
（2）「３密」などのクラスターが発生しやすい場の特徴を指摘することができ，

これにより，初期の段階から，市民に対して注意喚起．

前向き（Prospective）接触者調査
新規に確認された「感染者（図：　　）」を
起点に，その濃厚接触者（図：　）を洗い出し，
発症するかどうかを確認する，前向きな調査．

ほとんどの諸外国

前向き
（Prospective）
接触者調査

さかのぼり（Retrospective）接触者調査
前向きな調査に加え，「新型コロナの感染伝播の特徴」を踏まえ，複数の「感
染者（図：　）」の過去の行動を調査し，共通の感染源となった場（図：　）を
見つけ，その場の濃厚接触者（図：　）を網羅的に把握し，感染拡大を防止する．

日本

共通の感染源
となった「場」
共通の感染源
となった「場」 さかのぼり

（Retrospective）
接触者調査



図　我が国のクラスター対策
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声という要素も加わりました．換気が悪い，あ
るいは距離が近いといった点がポイントだとい
うことが，実は日本ではかなり早い段階からわ
かっており，行動変容を勧めることに至ったと
思います．最初は，日本はPCRの検査数が少な
いので，感染者数も過小評価で，実際の死亡者
数等はもっと多いのではないかと言われてお
り，世界から批判的な目を向けられていました
が，専門家がこのことも含めて世間に発信した
ので，最近はだんだんとわかってきていただけ
ていると思います．
　いずれにしても，ハンディキャップがあった
割に頑張ってこられたのは，医療関係者，保健
所，そして，国民の力があったからだと思いま
すし，これが総括の 2 点目です．まだ課題は多
くありますが．
　川名　8 割程度の人は二次感染を起こさず，
残りの 2 割が複数の人に感染させるという，
SARSのときにもみられた，いわゆるスーパー・
スプレッディング現象のようなことがこの疾患
でもみられ，そこをピンポイントで対策したの
がクラスター対策であるということですね．
今，WHOも「3Cs」と言っていますが，あれは
先生が広めたのでしょうか．
　尾身　私はWHO西太平洋地域事務局の第5代
事務局長にあたりますが，7 代目はまた日本人
の葛西健君が就任しました．あの言葉は彼が訳
しました．なので，今はアメリカでも 3Csと言
われています．
　川名　なるほど，ありがとうございます．

4．COVID-19の検査と診断について

　川名　以上，尾身先生から，公衆衛生的なお
話やこの病気の感染の特徴について，さまざま
なお話をいただきました．続いては，臨床的な
お話に移らせていただきたいと思います．先
程，尾身先生からPCRのお話が出ました．PCRは
いろいろと話題にもなりましたが，この疾患の

診断のためのさまざま手技について，泉川先
生，簡単にまとめていただけますでしょうか．
　泉川　PCRは，一応ゴールドスタンダードか
とは思いますが，やはり，日本ではキャパシティ
の問題があるのではないかと思います．長崎は
7 月に第 1 波が来ました．その前に，ダイヤモ
ンド・プリンセスほどの規模はありませんが，
コスタ・アトランチカという 600 人程度の船で
のアウトブレイクが起き，私たちは，そのなか
で LAMP（loop-mediated isothermal amplifica-
tion）と唾液の検査をさせていただきました．
それがもととなり，今の唾液のPCRの認可がお
りたのではないかと言われており，自負してい
るところもあります．検査を行うことは，自分
たちが感染するリスクもあります．そこは一般
の内科医の先生方も非常に危惧されているなか
で，唾液の適応がとれたというのは非常にあり
がたいことだと思っています．
　ただ一方で，抗原検査については，まだ評価
が低いところでもありますし，ルミパルスⓇに
ついては，唾液も使いますが，コストが非常に
高いということもあります．また，抗体検査も
利用できるようになりましたが，闇雲にやるこ
とによって，かえって混乱を招く部分もあった
のではないかと個人的には思っており，いわゆ
る迅速診断としての検査については，もう少し
開発の余地が残されているのだろうというのが
私の実感です．
　現在，宿泊療養施設の退所基準や退院の目安
等がある程度つくられてはいると思いますが，
長崎あたりですと，例えば，宿泊療養施設の収
容者に対しても，最後にPCRを行い，陰性化を
確認して退所いただいていますが，PCRで検査
すると，Ct（threshold cycle）値が高くてギリギ
リ拾ってしまう症例等があり，もしかすると，
特に中村先生もお感じになっているかもしれま
せんが，これが退所時のバリアになっていま
す．また，長崎県では，当学の熱帯医学研究所
で開発されたLAMP法を用いて迅速診断を行っ
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ている医療機関もあります．迅速性は高いので
すが，時折，偽陽性を経験することがあります．
患者数が絶対的に少ない地方では，陽性という
検査結果の持つ意味は大きいため，PCRで確認
する等，慎重に判断しています．
　川名　唾液が使えるようになり，実地医家の
先生方も感染のリスクが少ない状況のなかで検
査ができるようになりましたので，これは非常
にエポックメーキングな出来事だったと思いま
すが，それにはコスタ・アトランチカが関係し
ていたのですね．
　泉川　はい，そのように聞いております．大
変な苦労をして，コスタ・アトランチカは結局，
日本の基準では，ほとんど軽症か無症状の方で
したので，ある一定期間の隔離を終えれば下船
して飛行機で帰ってよいということになってい
ましたが，実は日本人は 2 人しかいらっしゃら
ず，あとは全員外国人の方，フィリピンやイタ
リアの方が多かったのです．フィリピンに帰国
するにしても，フィリピン入国のための条件と
いうのがあり，陰性証明がなければ帰国できな
いということになっていました．なので，日々，
埠頭まで足を運んで検体を採り，鼻腔と唾液 ― 
そのときに唾液も一緒に採らせてもらいまし
た．それで一致率をみるということをしていき
ました．そうすると，150 人程度の検体がほぼ
揃い，唾液も鼻腔咽頭スワブと比べて遜色ない
というデータが出たので，それがよかったと聞
いています．
　ただ，現在の唾液の適応は発症から 9 日以内
ですが，我々の経験では，診断がついて 3 週，
症状が消失して少なくとも 2 週以上経っている
方でも陽性が続いて出ていました．9 日以内で
なければ検出率が低くなるという自衛隊中央病
院の今井先生のデータもあったと思いますが，
9 日を超えてもまだ陽性が続く方も結構いらっ
しゃいましたので，9 日間の縛りというのはな
くなってもよいのではないかと個人的には思っ
ています．ただ，今は論文化している最中なの

で，そのようなエビデンスがまだ論文上ではあ
りませんが，唾液は結構，鼻腔スワブより長く
陽性化するというのが，私たちの経験で感じて
いるところではあります．
　川名　ありがとうございました．
　中村　長崎大学では，診断のための検査は，
結局，LAMPで行っているのでしょうか．
　泉川　現在はPCRで行っています．熱帯医学
研究所の森田公一先生，安田二朗先生がLAMP
を開発されたので，コスタ・アトランチカのと
きは，4 日間で 600 人分の検査をしました．こ
れは，最初の100検体はPCRとLAMPの両方を行
い，一致率がほぼ一緒でしたので，あとの 500
検体程度はLAMPだけで行い，夜な夜なずっと
回して対応したということでした．
　その実績があり，長崎県では，指定医療機関
にLAMPの機械を置いていますが，最近の問題
としては，偽陽性が結構多く，「この人違うで
しょう」という人が陽性になり，PCRで確認す
ると陰性だったということがあります．なぜそ
のエラーが起きているのかがまだよくわかって
いませんが，複数の指定医療機関で起きてお
り，少し問題だと認識しているところです．
　中村　泉川先生，検体は何をお使いでしょう
か．唾液でしょうか．
　泉川　検体はほとんど唾液を使っています．
　中村　当院（墨東病院）の出口戦略は，今は
PCRの陰性化は確認していません．先生がおっ
しゃったとおり，検体が何であれ，陰性確認の
ために毎日毎日，一生懸命検体を採るのです
が，なかなか陰性化せず，基準を満たさず，軽
症の人が3，4週間ベッドを埋めてしまうという
ことがあります．第 1 波のときは軽症者がなか
なか退院できず，目詰まりを起こしていたとい
う状況があり，今は発症から10日，且つ，症状
消失から 3 日という条件をクリアすれば退院し
ていただくようにしており，軽症者のターン
オーバーは非常に速くなっています．
　診断に関しては，市中病院ですと，PCRしか
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最初はありませんでした．さまざまな検体・方
法が次々に認められてはいますが，例えば，当
院でPCR検査を導入しようとしても機械が手に
入らない，機械が手に入ったと思ったら，今度
は世界中でその試薬が取り合いになって試薬が
手に入らないということで，結局，当院では院
内でのPCRがまだできません．現在は周辺の医
療機関や行政のPCRセンターで検査が可能と
なったこと，当院がCOVID-19と確定した患者の
受け入れに重点を置いていること，抗原検査を
併用するようになったことから，PCR検査は検
査会社に依頼しても診断と感染対策に問題のな
い状況です．抗原検査は，実臨床で実際に使っ
たものではなく，ストックした検体でのデータ
で承認されていますので，個人的には「本当に
大丈夫かな」というのがあります．当院では，
5月からPCRと抗原検査の両方を行い，その一致
率を検証しています．今のところ，先程のお話
のとおり，発症2日目から9日目であれば，PCR
との一致率は非常に高いけれども，発症早期あ
るいは発症から 10 日過ぎてしまうと一致率が
低いようです．診断のための検査フローを再検
討中です．
　唾液に関しては，採取する医療者の安全と防
護具を消費しなくてよいという利点はありま
す．しかし，患者さんが唾液で容器を汚染する
と，検査技師や測定機器がウイルスに曝露する
リスクがあることや，粘性のある唾液検体の希
釈法が定まっていないといった点を検査科と議
論し，当院では検査に唾液を用いないことにし
ています．
　泉川　中村先生のご経験のとおり，唾液の容
器はどうするんだという問題があり，そこは上
手く被検者が採取して，そのままポイと入れる
ような容器や袋を準備し，そこに全部入れてい
ただき，私たちがあまりタッチしないような形
にしています．確かに，そこの汚染の問題はあ
るのかなと思います．
　長崎大学は，今，最大限頑張れば 1 日 500 程

度PCRを行える体制になっており，これはいろ
いろな民間企業からの寄付等もあり，学長の方
針でつくり上げたところです．3 つステップが
あり，最初の前処理は手作業になりますが，RNA
の抽出からPCRまでは機械化し，500 まではい
けるかなというところで，PCRはやろうと思っ
たらすぐできるという状態にしていただいてお
り，現場的には非常に助かっています．長崎市
には指定医療機関が当院の他にもう 1 つありま
すが，もう1つの病院でクラスターが起き，我々
のところも実習していた学生が陽性に，そし
て，その指導者も陽性になるという，2 施設と
もが 7 月に共倒れする危機に陥りました．その
ような背景から，現在は入院患者さん全員に対
してPCRを行い，院内感染をできるだけ防ごう
としています．
　その一方で，外来の患者さんについては，サー
モグラフィーで体温のチェック等はしています
が，無症状のキャリアの方からの感染をどこま
で防げるのかという点は大きな課題であると
思っております．中村先生は，今，どのように
外来のトリアージをされているのでしょうか．

5．COVID-19流行第1波の診療の様子

　川名　泉川先生，ありがとうございます．そ
れでは，ちょうどこの流れで診療の話に移りま
しょう．診療について，この疾患が日本で最も
多い地域で，どのように診療をしておられるの
か，中村先生に少しお話を伺いたいと思います．
　中村　私は 3 月まで荏原病院に所属してお
り， チ ャ ー タ ー 便・ ク ル ー ズ 船 の 対 応 か ら
COVID-19の診療が始まりました．1月終わり頃
から2月上旬まではチャーター便，2月はクルー
ズ船，その合間に屋形船のクラスター患者を受
け入れました．そして，2月から3月はヨーロッ
パでの流行拡大があり，各国がロックダウンさ
れるということで，滞在者や旅行者の帰国者等
検疫所でPCRが陽性になった方を，荏原病院が
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羽田空港に近いということもあり，受け入れて
いました．荏原病院では，約 60 人のCOVID-19
確定例を経験しました．
　4 月に異動した墨東病院では，重症度がまる
で違いました．入院患者数を遡ってみると，3
月中旬頃，海外から帰国した患者さんからの市
中感染やクラスターが広まった時期だと思いま
すが，毎日 4～5 人が入院し，そのうちの 1，2
人は挿管するという状況で，4月1日に私が着任
したときには，挿管患者が6名，うち2名にECMO

（extracorporeal membrane oxygenation）が装着
されているという状況でした．墨東病院は三次
救急に対応する救命救急センターがあるという
違いもありますが，4月から7月末までに約150
人のCOVID-19 確定例を経験しています．
　確定患者の経験を1月，2月に積んでいたとは
言っても，3 月中旬から増加し始めた市中感染
の患者の診療アプローチをどのようにすればよ
いのか，本当に手さぐりの状態であったと思い
ます．
　そのなかで，やはりPCRの制限のため，普段
どおりの感染症診療ができなかったように思い
ます．1 月，2 月は，診断のためのPCRは指定医
療機関でしか実施できず，荏原病院で患者を診
察しても，COVID-19の症例定義に該当しなけれ
ば，ほとんど検査を受け付けてもらえませんで
した．東京都の場合，保健所が検査の制限をか
けるというよりは，保健所が相談する中央の部
署が検査実施の判断をしていたようです．ま
た，検査結果が返ってくるのが翌日であればよ
い方で，患者数が増えてくると2～3日後という
こともあり，その間に自宅待機している患者が
重症化するかもしれないという不安もありまし
た．徐々に医師の判断で行政検査ができるよう
になり，3月から民間企業にPCRを依頼できるよ
うになってようやく診療アプローチや外来での
マネジメントが掴めるようになったと思いま
す．保健所も患者対応に慣れて，連携がスムー
ズに取れるようになったこともあると思います．

　行政検査の方針が変わると，検査科との調整
や検査を行う医師，看護師への周知が必要でし
た．その後も検査については，基礎の先生方が
データを出してくださって次々に承認されてい
ます．先程も述べたように，リアルタイムで患
者さんから採ってきたものを検体として使って
いるわけではないこと，検査機器や試薬が予定
どおりに調達できないことが問題です．
　また，退院基準も次々と変わるため，その対
応に苦労しました．いずれも通達文書の解読と
院内への周知のための文書作成といったことに
追われ，最初の頃は一部のスタッフ，荏原病院
では感染症科医と病棟と感染対策をするスタッ
フにかなり負担がかかっていたと思います．感
染症科がない病院では，呼吸器内科や総合診療
科の先生が対応されているのではないかと思い
ます．診療，感染対策，行政・保健所とのやり
取りをするというのは非常に大変でした．ま
た，院内での役割分担を調整し，明らかにする
ことも大変な作業でした．
　クラスターに関しては，墨東病院へ 4 月 1 日
に異動し，その月の半ばにクラスターが発生し
ました．私が墨東に移ったときには，診療チー
ムから外れていましたので，感染対策に集中す
ることができました．診療と感染対策の両方を
やる，特にクラスターが起こってしまうと，そ
れは非常に大変だということを感じました．あ
まりまとまりない話になりましたが，それが第
1 波の私の感想です．
　川名　先生のところでは，感染症科が単独で
患者さんの診療にあたられているのでしょうか．
　中村　そうですね．荏原病院では，最初の頃
は感染症科が単独でやっていました．何とかそ
れでも患者さんを 1 人あたり 5，6 人受け持ち，
それでマネジメントができるような状況です．
3 月半ばから 4 月に入ってグッと患者さんが増
えたときにはそれは難しかったので，荏原病院
の例で言うと，他の診療科―内科・外科系問わ
ず，COVID-19対応チームをつくり，患者さんの
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診療にあたっていたようです．墨東病院では，
感染症科のスタッフと感染症科のシニアレジデ
ントが中心になり，他科のシニアレジデント，
内科系のスタッフの先生が 1，2 人入って診療
チームをつくって診療にあたり，プラス，重症
例は救命救急センターと一緒に対応にあたると
いう形です．
　病床に関しては，荏原病院も墨東病院も第一
種感染症指定医療機関で，1類・2類感染症専用
のベッドをそれぞれ 20 床，10 床ずつ持ってい
ますので，最初はそこで対応するつもりでし
た．しかし，患者さんが増えてきて，荏原病院
では，内科系の3つの病棟を全てCOVID-19対応
にするように徐々に改修していますし，墨東病
院でも，当初は20床であったのを40床にスケー
ルアップし，うち重症が 4 床です．さらに，救
急病院ですと「COVID-19だけ診ます」と言うわ
けにはいかず，どうしても紛れ込みはあります
ので，疑いの患者さんを一定期間，経過観察す
るためのプール病棟で28床，小児科も含めて確
保し，現在 68 床で対応しています．
　川名　規模が大きいですね．私のところでは
なかなかスタッフや病棟を捻出するのが大変
で，東京都内のお話を聞くと，やはり規模が違
うなと感じますね．
　中村　ドクター以上に看護師さんの確保が必
要で，特に重症患者さんを診るのに看護師さん
の配置換えというのは非常に必要になります．
当院は，重症のユニット系はSCU（stroke care 
unit）を閉じ，現在，CCU（coronary care unit）
でCOVID-19 の患者さんを診ています．そこに
SCUの看護師を配置したり，あるいは感染症専
門病棟で呼吸器を付けているような方を診るた
めに配置を変更したりしています．
　川名　通常の三次救急は制限したのでしょうか．
　中村　クラスターが起こったときは，三次救
急の患者が陽性になり，濃厚接触者のスタッフ
が出たために通常診療が困難であると判断し，
制限しました．今は，ベッドの状況に応じて，

通常対応でオープンにしたり，少し制限したり
という形になっています．
　川名　本誌は実地医家の先生も多く読まれて
いると思いますが，例えば，地域の病病連携あ
るいは病診連携のようなものは，東京都内は問
題なかったのでしょうか．
　中村　な か な か や は り 難 し い と こ ろ で，
COVID-19 疑いということで紹介状を持った患
者さんが保健所を介さずに直接受診されるとい
うこともありました．患者さんの状況によっ
て，当院で診るか，あるいは申し訳ないですが，
保健所を通じて発熱外来がある施設を受診いた
だく形をとらせてもらいました．確定患者さ
ん・疑い患者さんの対応で診療チームは既に手
一杯で，外来の疑い患者さんあるいは心配だと
いう方の対応になかなか手が回っていないのが
正直なところです．ただ，今はCOVID-19の患者
さんに対応する専門外来を開いてくださってい
る指定医療機関が増えていますので，そちらと
連携を取りながら診ていただいている形になり
ます．
　川名　ありがとうございました．泉川先生，
何かありますか．
　泉川　長崎県では，これまで約 180 人の患者
さんが出ています．県内には13カ所の感染症指
定医療機関があり，4 カ所は離島ですが，離島
でもやはり何人かずつ陽性者が出ており，医療
リソースが非常に脆弱な地域で陽性者が出た場
合，その影響も甚大だと感じました．重症患者
で亡くなられた方が複数いらっしゃいました
が，中村先生がご経験されるようなところまで
はいかなかったのかなと思います．
　ただ，7，8 月だけで陽性者が 100 人以上出
て，高齢者が非常に多い地域ですし，高齢者施
設でのクラスターになりかけたこともありまし
た．そのあたりの対応が大きな問題になってい
ます．高齢者介護福祉施設への持ち込みが起き
た場合どうなるのかというところについては，
県等もまだシミュレーションをしているところ
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です．やはり小さい県なので，感染症指定医療
機関の先生方は皆，同門ですし，密にコンタク
トを取りながら，患者さんの紹介・受け入れ等
の調整は上手くいくのですが，いざクラスター
が高齢者介護福祉施設等で起きた場合には，自
分の病院も手一杯なので，どのようにサポート
していけばよいのかというのは，まだ課題とし
て残っているところかと思います．
　川名　東京都内の流行は少しプラトーになり
つつあるようなところも見えますが，これから
地方に広がっていく可能性もあるので，そのあ
たりは大きな課題かと思います．

6．流行状況の評価と今後の見通し

　川名　今，長崎のお話をしていただきました
が，緊急事態宣言で一度，数が抑えられ，その
後，また徐々に患者数が増えてきているという
状況になってきているわけですが，今の状況の
評価，それから，今後どうなっていくかといっ
たようなところも含め，また尾身先生にコメン
トをいただきたいと思います．今の流行状況の
評価はいかがでしょうか．
　尾身　緊急事態宣言を出す前と今では感染の
ピクチャーが違います．先程お話にありました
抗原検査やLAMP，PCRのいわゆる閾値につい
て，症状はおさまったにもかかわらず，PCRを
行うと陽性のままで，ずっと入院している患者
さんの話もありました．
　それで，実は前からわかっていたことです
が，感度が良いので少ないコピー数でも検出し
てしまいます．結局，やや概念的に言えば，無
症状者でも 2 つのグループに分けられるのでは
ないかと私は思います．1 つのグループは，無
症状だけれどもウイルス量が多く，他の人に二
次感染させるリスクが高い人，そして，もう 1
つのグループは，そうでない人です．先程，Ct
値の話を泉川先生がされていましたが，Ct値を
参考にどこかで割り切らなければいけないと私

は思います．感染者全員に対してPCRを行うと
いうことになると，それは社会経済とも関係し
てきます．ほとんど他の人へ感染させないウイ
ルス量の人をずっと入院させるというのも…．
このウイルスは感染をゼロにすることはできな
いので，どこかである程度，線引きをする必要
はある病気ですよね．
　そのような意味では，もちろん余裕を持っ
て，リスクをなるべく低くする方法をとらなけ
ればいけませんが．PCRであればCt値，あと，
抗原検査というのはPCRよりも感度が悪いです
が，やや乱暴な言い方をすれば，抗原検査で引っ
かかるぐらいの人はウイルス量も多いし，二次
感染を引き起こす可能性も高いです．逆に，抗
原検査で陰性の場合は，仮にPCRで陽性になっ
たとしても感染性は低いかもしれない．これ
は，指定感染症の縛りをどうするかという問題
とも関連しますが，このあたりのことをもうそ
ろそろ考える時期に来ているのではないかと思
います．現在，分科会でもそのようなことを議
論しようと思っています．そうすると，どこで
カットオフ値，閾値を設定するかということに
もなりますよね．
　先程，PCRと抗原検査を 9 日間並行して行う
ということでしたが，PCRのCt値がどのくらい
で抗原検査が陽性になるのか，先生方に知見が
ありますか．
　泉川　私はそのデータは持っていませんが，
中村先生はお持ちでしょうか．
　中村　持っていません．
　尾身　やろうと思えばできますか．
　中村　できると思います．PCRは外注してい
ますが，そこからCt値はもらえるので，今デー
タを集めているところです．当院の少ない例で
比較しようと思えばできます．
　尾身　Ct値がどの程度だか私は今研究してい
るわけではありませんが，いろいろな人のお話
を聞くと，35ぐらいがよいのではないかという
感じではあります．
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　中村　市中病院にいるとCt値になかなかアク
セスしにくいので，今，尾身先生がおっしゃっ
た抗原検査で陽性の人で，しかも，入院しなけ
ればいけない人を入院させる．それ以外の人も
やはり感染対策に配慮しなくてよいというわけ
にはいきませんので，きちんと感染対策を取っ
てもらう．この両方の対策をしなければ，恐ら
く医療機関のベッドはコントロールできないと
思います．この感染症は，何か一個をしっかり
おさえればコントロールできるというものでは
なく，院内感染の観点からも，皆が継続して取
り組まなければ制御できません．私たちが対応
している中等症～重症の患者さんを適切にマネ
ジメントするという日常診療と，感染症法での
拡大防止を上手く組み合わせて，バランスの取
れた対策をしなければ，今後の長期戦は闘えな
いという気が私はしています．
　尾身　今，PCR万能時代になってしまってい
ますね．ですが，臨床症状も合わせてトータルで
判断するという，本来の診療の在り方にそろそ
ろ帰ってもよいのではないかという気がします．
　川名　そのような意味では，例えば，Ct値と
迅速抗原キットの関係がはっきりわかってくる
と，迅速抗原キットは，臨床現場では使いやす
いので，これから冬になってインフルエンザ等
も同時に検査しなければならないというとき
に，価値があるのではないかと思います．
　尾身　そうですね．そのような意味で，今回
の緊急事態宣言解除後のこの感染をいわゆるマ
クロで，臨床現場の先生方の感覚，そして，公
衆衛生的な観点からみると，これは明らかに東
京発ですよね．それが今，地方に広がっていま
す．中村先生はもっと実感がおありだと思いま
すが，一部で言われている，東京がニューヨー
クのようになる状況ではないんですね．発症日
毎のエピカーブをみれば，東京の陽性率も少し
ずつ減ってきていますよね．それから中京―愛
知とか，大阪や沖縄にも今急速に広がっていま
すが，これはやはり東京の煽りを受けているよ

うな部分があり，あとは埼玉や千葉等もそうで
すが，東京から少し時間差があります．少し話
が先に行ってしまうかもしれませんが，日本の
医療現場の皆さんの頑張りはもう折り込み済み
ですので，私は特に信用しています．大変だと
思いますが，治療法もだんだん確立されてきて
いるので，これまでと同様にお願いできればと
思います．
　もう少しパブリックヘルスの観点からみる
と，リスクの高い場所があります．今回，我々
の見立てでは，歌舞伎町が震源地になったこと
は間違いありません．ただ，最初はここが感染
源だとはわからなかったわけですね．ちょうど
2 月の北海道の状況に似ています．後になって
感染源が雪まつりだということがわかりまし
た．ですが，「どうも新宿で顕在化してきた」と
わかった時点があります．そして，ここでの対
応の遅れには 2 つの理由があります．院内感染
とは違いますので，場所が場所だけに少し微妙
な問題で，1つは個人情報の問題，もう1つは検
査のキャパシティの問題，すなわち，歌舞伎町
全体に対して検査をガンとやるキャパシティが
ありませんでした．このあたりのことが反省点
です．今のように，感染が拡大する一番のドラ
イビングフォースは何かと考えることが大切だ
と思います．この病気の特徴でもありますね．
東京の歌舞伎町のような場所が日本には各地に
あります．ここを抑えれば，感染の拡大はかな
り止まる．これからは，政府や自治体，知事等
がそういったリスクの高いところのPCR検査体
制を集中的に強化する―これは一般のコミュニ
ティに対して行うのとは違いますからね ― こ
のようなことが今，求められているのではない
かと思います．そうすることで，感染をある程
度抑え込むことができれば，臨床の先生方の負
荷も全然違ってくるのではないかと思います．
もちろんそれでも負荷はかかるとは思います
が，緊急事態宣言発令前のあのような状況には
ならずに，日常診療のレベルを維持できるので
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はないかと思っています．
　川名　わかりました．この疾患が特に流行を
起こしやすい場所というのは，ある程度特定さ
れてきているわけで，そこにフォーカスを当て
て対策を行っていくということですね．
　尾身　はい，それが大事だと思っています．
一般の人が皆，そのために全部自粛するという
ことになってしまうと，長丁場は難しいですよね．
　川名　そうですね．泉川先生，中村先生から
は何かありますか．
　泉川　尾身先生のレクチャーをお聞きしなが
ら勉強させていただき，それから，カットオフ
値をどこかで決めていくという先程のお話，非
常に大事なことだと聞いておりました．ただ，
地方にいると，東京の皆さんが経験したことを
数カ月遅れで本当にそのまま経験していってい
るような感じなんですね．クルーズ船は別です
が，いわゆる院内感染，高齢者介護福祉施設，
夜の街，これまで中村先生がやってこられたこ
とを今，追試しているような感じです．なので，
先生方がやってこられたことの苦労というのは
非常によくわかりますし，長く闘っていかなけ
ればいけないということを本日改めて感じました．
　本日，私も本当はそちらへ伺いたかったので
すが，東京に行ってしまうと，こちらに帰って
きてから 2 週間出勤できないというルールがあ
り，なかなか長崎から出ることも憚られるよう
な状況になっています．このようなことがなく
なり，早く元の世界に戻ればと強く願っており
ます．
　1 つだけ最後に申し上げると，地方特有の現
象だろうと思いますが，皆さんのこの病気に対
する理解がまだ「怖い」「大変だ」というところ
が大きく，陽性になるということのインパクト
がかなり大きいんですね．なので，偽陽性の問
題は非常に大きな問題です．その土地に住めな
くなってしまうようなことまで起きていますの
で，「あなたは陽性ですが，大丈夫ですよ」とい
うようになっていくまでには，相当な時間がか

かるだろうと思っています．
　尾身　先程，LAMPで偽陽性が結構出てしま
うというお話でしたが，PCRはいかがでしょうか．
　泉川　PCRの偽陽性というのは，スタンダー
ド が な い の で わ か り ま せ ん が， 先 生 が お っ
しゃった，RT（reverse transcription）-PCRのCt値
が非常に高い人たちの処遇をどうするのかとい
うところはいつも悩みどころになっています．
診断に関しても退院に関しても言えることです
が，例えば，10 コピーあるいは 20 コピー程度
は，実感としては感染性はないだろうと思って
いますが，そこに明確なエビデンスがないの
で，コンプリートリーゼロを目指してしまいが
ちです．そこまで医療が逼迫していないという
事情があるので，地方では今のところよいのだ
ろうと思いますが，将来的なことを考えると，

「ここから以下はオーケーですよ」というもの
を設定していただくと非常にありがたいと思っ
ています．
　川名　中村先生，何かありますか．
　中村　私が一番言いたいのは，普段やってい
る診療，つまり，本当に入院させなければいけ
ない人を入院させて適切にマネジメントするこ
と，感染拡大防止を主とする行政とのバランス
の取れた対策をしてほしいということです．臨
床現場としては，当たり前のことを当たり前に
やる，公衆衛生的な観点からは感染の震源地と
なっているところに資源を集中し，効率の良い
対策を取っていただくのが一番良いのかなと思
います．
　私も今は東京で働いていますが，学生時代は
宮崎で過ごし，仕事もしていましたので，地方
の雰囲気，泉川先生がおっしゃることも非常に
理解できます．都会以上に陽性になった方を特
定できてしまうんですよね．都会でも，墨東病
院で働いているというだけで，スタッフが差別
を受ける，例えば，子どもを保育園に来させな
いでくださいと言われる等，クラスターが発生
したときは特にひどかったです．地方ではなお
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さらだと思います．私たちが闘うべき相手はコ
ロナウイルスであって，人ではないということ
を，改めて行政や公衆衛生的な観点から訴えて
いただくと，現場で頑張っている先生，看護師，
全ての医療従事者，また，事務系の職員も含め，
今後も頑張れるのではないかと思います．

7．内科医と日本内科学会に期待されること

　川名　ありがとうございました．最後に尾身
先生，内科医に期待されることを一言お願いし
ます．
　尾身　内科の先生方には，日々，診療所や病
院で頑張っていただき，本当に心より敬意を表
したいと思います．そのうえで，すみませんが，
欲張りなので言わせてください．それは治療薬
のことです．
　重症化を予防するのに一定の効果があるので
はないかという感触を持っている先生がおられ
ますよね．臨床家の先生というのは，常に患者
さんを目の前でみることが主な仕事ですよね．
そのような意味で，学会―感染症学会あるいは
内科学会に期待したいことがあります．クルー
ズ船対応のときも，現場に行って感染対策等を
された臨床家の先生，行政官がおり，現場は日々
戦場のようでしたよね．そして今，いろいろな
臨床試験や治験を行うものの，今度は対象とな
る患者数が少ない―今は少し増えてきています
が―臨床試験を行っても本当に有意差があるか
どうか結論が出ないという話があります．その
ような意味では，今考えると，クルーズ船では
あれほどの数の患者さんがいたので，個人では
なく，学会として，あるいは感染症学会等と協
力して，現場の対策に実際に関わっていない人
が臨床研究のプロトコールをつくり，採血はい
つ行うといったことを考える．ある意味では，
あの船に乗っておられた方々を研究の対象にす
るということになってしまう部分もあります
が，それはしっかりと説明をしたうえで採血を

する．恐らく，今も臨床現場では，どこまでレ
ムデシビルやヘパリン，ステロイドを使えばよ
いのかということで悩まれる場面も多いのでは
ないかと思いますが，共通のスタンダードある
いは共通の検査項目のようなものを確立してい
ければと思っています．nが多ければ多いほど
統計学的な意味は出てきますが，現場の先生方
は手一杯の状態なので，誰かが指揮官として「同
じようなプロトコール，同じようなフォーマッ
トでやってください」ということをクルーズ船
のときにできていれば，日本はもっと論文も書
けたし，実際に治療の効果も評価できたのでは
ないかと思います．先生方は今も既にされてい
ると思いますが，現場の先生ができないときに
は，疫学者等誰かがスタディデザインをつくる
といったことを―先生方は現場で忙しいのに欲
張りで申し訳ないですが，ない物ねだりで，そ
のうえで言わせていただくと，そういったこと
をしていただけるともっと良いのではないかと
いうのが私のお願い，そして，期待です．
　泉川　尾身先生からダイヤモンド・プリンセ
スのお話がありましたが，私も 4 日間，ダイヤモ
ンド・プリンセス号に乗り，そこには約3,700人
の乗員・乗客がおられましたので，尾身先生が
おっしゃっていたこと，つまり，臨床研究等を行
うチャンスだと実は思っていました．一方で，今
の臨床研究法の下で，約 3,700 人の方に，船内
という特殊な状況下で，同意を取りながら研究
を行うという困難さも容易に想像できるので，
何か特別な体制をつくり，日本がそのような形
で発信できるエビデンスをつくれるような素地
をつくっていただきたいなと思っております．
　川名　確かに，中国等からは，何百，何千とい
うn数の論文が次々と出てきますので，先生方
のおっしゃることは全くもっともだと思います．
　尾身　そして，もう 1 つは，今は台湾等より
も死亡率が多少高い，今後も患者さんは増える
かもしれない，ただ，重症化予防という臨床家
の先生たちのこれまでの努力があって，日本の
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死亡率は結果的に世界に誇れるレベルになるこ
とは可能だと思うので，ぜひ先生方にはこれま
で同様によろしくお願いします，というのが期
待です．
　川名　本日は，COVID-19に関するエキスパー
トの先生方に，大変有用なお話を伺うことがで
きました．今後も当分はCOVID-19と共にある内
科診療が続くと思われますので，その意味で

は，持続可能な体制を作っていくことが何より
大切だろうと思います．本日のご意見を踏まえ
て，勤務医，実地医家の先生方，学会，それぞ
れの立場で役割を担っていく必要があると思い
ました．本日は誠にありがとうございました．

（終了）
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